
第９３号議案 

   長崎市手数料条例 

 長崎市手数料条例（平成１２年長崎市条例第６号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２８条

第１項の規定に基づき、同法第２２７条の規定により本市が徴収する手

数料について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものと

する。 

 （手数料） 

第２条 手数料（次項に規定するものを除く。）は、別表第１から別表第

３までのとおりとする。 

２ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号

）に定める事務の手数料は、別表第４のとおりとする。 

 （徴収時期） 

第３条 手数料は、請求若しくは申請、交付又は閲覧の際徴収する。ただ

し、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

 （郵便又は信書便による送付） 

第４条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年

法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便

により謄本、抄本、証明書その他の書類の交付を請求する者は、第２条 

に規定する手数料のほか、送付に要する費用を負担しなければならない。 

 （返還） 

第５条 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由がある
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と認めるときは、この限りでない。 

 （免除） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除す

ることができる。 

 ⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による扶助を受けている

者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）による支援給付を受けている者から請求があったとき。 

 ⑵ 官公署から職務上の必要により請求があったとき。 

⑶ 官公署から印鑑に関する証明の提出を求められている者より、当該

証明の請求があったとき（当該官公署から公共事業の実施に必要なも

のとして、印鑑に関する証明手数料の免除の依頼があるものに限る。

）。 

 ⑷ 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第９７条の２第１項

に規定する書面として納税証明書の請求があったとき。 

 ⑸ 天災、感染症その他特別の事情があると認める者から請求があった

とき。 

 （委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされ

る請求又は申請に係る手数料について適用し、同日前にされた請求又は
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申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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別表第１（第２条関係） 

１  諸証明手数料

区分 単位 金額 

⑴ 税その他の公課に関する証明手数料 

 ア 窓口又は郵送で交付するもの 

 

 

 

 

 イ 多機能端末機で交付するもの 

 

１件 

 

 

 

 

１件 

 

４００円（１通をもっ

て２件以上の証明の請

求があったときは、１

件を増すごとに２００

円を加えた金額） 

200円 

⑵ 営業又は職業に関する証明手数料 １件 400円 

⑶ 固定資産税に関する受理証明手数料 １件 400円 

⑷ 土地、建物その他の物件に関する証明手

数料又は写しの交付手数料 

１件 ４００円（１通をもっ

て２件以上の証明の請

求があったときは、１

件を増すごとに２００

円を加えた金額） 

⑸ 戸籍、本籍、住所又は居住に関する証明

手数料 

１件 400円 

⑹ 身元又は身分に関する証明手数料 １件 400円 

⑺ 資格又は経歴に関する証明手数料 １件 400円 

⑻ 埋葬、火葬又は改葬に関する証明手数料 １件 400円 

⑼ 原爆死没者名簿登載証明手数料 １件 400円 

⑽ 福祉事業に関する証明手数料 １件 400円 

⑾ 長崎市立高等看護学院に関する証明手数

料 

１件 400円 

⑿ 保健所における申請若しくは届出の受理

又は許可に関する証明手数料 

１件 400円 

⒀ 食品衛生監視票交付手数料 １件 400円 

⒁ 飲食店等営業届出に関する受理証明手数

料 

１件 400円 

⒂ 管理医療機器販売業届出に関する受理証

明手数料 

１件 400円 

⒃ 旅館業等営業届出に関する受理証明手数

料 

１件 400円 

⒄ 国民健康保険の資格に関する証明手数料 １件 400円 

⒅ 国民健康保険保険給付費の返還に関する

証明手数料 

１件 400円 

⒆ 保育所の入所等に関する証明手数料 １件 400円 

⒇ 市道に関する証明手数料 １件 400円 

(21) 市営住宅に関する証明手数料 １件 400円 

(22) 建築確認台帳記載事項証明手数料 １件 400円 
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(23) 被相続人居住用家屋確認書又は低未利用 

 土地確認書交付手数料 

１件 400円 

(24) 生活保護受給証明書等交付手数料 １件 400円 

(25) 道路、水路、市有地等の境界等に関する

確認証明手数料 

１件 400円 

(26) 防火管理資格講習修了証明手数料 １件 400円 

(27) 防火対象物点検報告特例認定通知証明手

数料 

１件 400円 

(28) 防災管理点検報告特例認定通知証明手数

料 

１件 400円 

(29) 救急搬送証明手数料 １件 400円 

(30) 農地又は採草放牧地に関する証明手数料 １件 400円 

(31) 非農地証明手数料 １件 750円 

(32) 農業従事者証明手数料 １件 400円 

備考  

１ 「多機能端末機」とは、本市の電子計算機と電気通信回線で接続

された民間事業者が設置する端末機であって、証明書等を自動的に

交付する機能を有するものをいう。 

２ 税その他の公課に関する証明手数料の件数は、次に掲げるとおり

とする。 

  ⑴ 市税に関する証明は、１納税義務者について１税目及び１年度

ごとに１件とする。 

  ⑵ 前号の規定にかかわらず、市長が 1 件とすることが適当でない

と認める場合は、この限りでない。 

  ⑶ 使用料その他の税外収入に関する証明は、 1 種目及び 1 年ごと

に 1 件とする。 

３ 土地、建物その他の物件に関する証明手数料又は写しの交付手数

料の件数は、土地に係るものは１筆を、建物に係るものは１棟を、

その他の物件に係るものは１種類を、納税義務者に係るものは１納

税義務者を１件とする。ただし、単に土地、建物その他の物件を有
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しない旨の証明は、１件とする。 
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別表第２（第２条関係） 

１ 長崎市火災予防条例（昭和３７年長崎市条例第６号）関係

区分 単位 金額 根拠条例 

⑴ 危険物タンク検査手数料 

 ア 水張検査 

 イ 水圧検査 

(ア) 容量６００リットル以下のもの 

(イ) 容量６００リットルを超えるも

の 

 

１件 

 

１件 

１件 

 

 

6,000円 

 

6,000円 

11,000円 

長崎市火災

予防条例第

５５条 

⑵ 指定可燃物タンク検査手数料 

 ア 水張検査 

(ア) 容量１万リットル以下のもの 

(イ) 容量１万リットルを超え１００

万リットル以下のもの 

(ウ) 容量１００万リットルを超え２

００万リットル以下のもの 

(エ) 容量２００万リットルを超える

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 水圧検査 

(ア) 容量６００リットル以下のもの 

(イ) 容量６００リットルを超え１万

リットル以下のもの 

(ウ) 容量１万リットルを超え２万リ

ットル以下のもの 

(エ) 容量２万リットルを超えるもの 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

6,000円 

11,000円 

 

15,000円 

 

１5,０００円

に１００万リ

ットル又は１

００万リット

ルに満たない

端数を増すご

とに4,４００

円を加えた金

額 

 

6,000円 

11,000円 

 

15,000円 

 

１5,０００円

に１万リット

ル又は１万リ

ットルに満た

ない端数を増

すごとに4,４

００円を加え

た金額 
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２ 長崎市印鑑条例（平成６年長崎市条例第４号）関係

区分 単位 金額 根拠条例 

⑴ 印鑑登録証の交付手数料 １件 

 

400円 

 

長崎市印鑑

条例第７条

第１項 

⑵ 印鑑に関する証明手数料 

 ア 窓口又は郵送で交付するもの 

 イ 多機能端末機で交付するもの 

 

１件 

１件 

 

400円 

200円 

長崎市印鑑

条例第１３

条第１項 

備考 「多機能端末機」とは、本市の電子計算機と電気通信回線で接続

された民間事業者が設置する端末機であって、証明書等を自動的に交

付する機能を有するものをいう。 
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３ 長崎市認可地縁団体印鑑条例（平成１１年長崎市条例第３３号）関

係

区分 単位 金額 根拠条例 

⑴ 認可地縁団体の印鑑に関する証明手

数料 

１件 

 

400円 

 

長崎市認可

地縁団体印

鑑条例第１

０条第１項 
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別表第３（第２条関係） 

１ 水難救護法（明治３２年法律第９５号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 海難報告書の認証手数料 １件 

 

300円 

 

水難救護法

第１０条第

２項 
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２ 地方自治法関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 認可地縁団体の告示事項に関する証

明手数料 

１件 

 

400円 

 

地方自治法

第２６０条

の２第１２

項 
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３ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 飲食店営業許可申請手数料 

 ア イ又はウ以外の営業 

(ア) 新規 

(イ) 更新 

 イ 自動車、仮設等による営業 

 ウ 臨時の営業 

 

 

１件 

１件 

１件 

１件 

 

 

16,000円 

12,000円 

7,200円 

2,000円 

食品衛生法

第５５条第

１項及び食

品衛生法施

行令（昭和

２８年政令 

⑵ 調理の機能を有する自動販売機によ

り食品を調理し、調理された食品を販

売する営業許可申請手数料 

１件 

 

 

7,200円 

 

第２２９号

）第３５条 

⑶ 食肉販売業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

9,600円 

7,200円 

 

⑷ 魚介類販売業許可申請手数料 

 ア イ以外の営業 

(ア) 新規 

(イ) 更新 

 イ 自動車による営業 

 

 

１件 

１件 

１件 

 

 

9,600円 

7,200円 

7,200円 

 

⑸ 魚介類競り売り営業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

⑹ 集乳業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

9,600円 

7,200円 

 

⑺ 乳処理業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

⑻ 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

⑼ 食肉処理業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

⑽ 食品の放射線照射業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

⑾ 菓子製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

14,000円 

10,500円 

 

⑿ アイスクリーム類製造業許可申請手

数料 

 ア 新規 

 

 

１件 

 

 

14,000円 

 

－ 18 －



 イ 更新 １件 10,500円  

⒀ 乳製品製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

⒁ 清涼飲料水製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

⒂ 食肉製品製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

⒃ 水産製品製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

16,000円 

12,000円 

 

⒄ 氷雪製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

⒅ 液卵製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

14,000円 

10,500円 

 

⒆ 食用油脂製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

⒇ みそ又はしょうゆ製造業許可申請手

数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

 

１件 

１件 

 

 

16,000円 

12,000円 

 

(21) 酒類製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

16,000円 

12,000円 

 

(22) 豆腐製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

14,000円 

10,500円 

 

(23) 納豆製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

14,000円 

10,500円 

 

(24) 麺類製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

14,000円 

10,500円 

 

(25) そうざい製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

(26) 複合型そうざい製造業許可申請手数

料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

 

１件 

１件 

 

 

21,000円 

15,800円 
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(27) 冷凍食品製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

(28) 複合型冷凍食品製造業許可申請手数

料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

 

１件 

１件 

 

 

21,000円 

15,800円 

 

(29) 漬物製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

14,000円 

10,500円 

 

(30) 密封包装食品製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 

 

(31) 食品の小分け業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

14,000円 

10,500円 

 

(32) 添加物製造業許可申請手数料 

 ア 新規 

 イ 更新 

 

１件 

１件 

 

21,000円 

15,800円 
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４ 理容師法（昭和２２年法律第２３４号）及び美容師法（昭和３２年

法律第１６３号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 理容所又は美容所の検査手数料 １件 

 

16,000円 

 

理容師法第

１１条の２

又は美容師

法第１２条 
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５ 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 温泉利用許可申請手数料 １件 

 

35,000円 温泉法第１

５条第１項 

⑵ 温泉利用の許可を受けた地位の承継

の承認申請手数料 

１件 

 

7,400円 温泉法第１

６条第１項

又は第１７

条第１項 
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６ 興行場法（昭和２３年法律第１３７号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 興行場営業許可申請手数料 

 ア 常設の営業 

 イ 臨時又は仮設の営業 

 

１件 

１件 

 

20,000円 

6,000円 

興行場法第

２条第１項 

 

－ 23 －



７ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 旅館業許可申請手数料 １件 

 

22,000円 

 

旅館業法第

３条第１項 

⑵ 旅館業の許可を受けた地位の承継の

承認申請手数料 

１件 

 

7,400円 旅館業法第

３条の２第

１項、第３

条の３第１

項又は第３

条の４第１

項 
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８ 公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 浴場業許可申請手数料 

 

１件 22,000円 

 

公衆浴場法

第２条第１

項 
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９ 化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 化製場設置許可申請手数料 １件 25,000円 化製場等に 

⑵ 死亡獣蓄取扱場設置許可申請手数料 

 

１件 15,000円 関する法律

第３条第１

項 

⑶ 動物の飼養又は収容の許可申請手数

料 

１件 7,０００円（

１個の施設又

は同一の構内

にある数個の

施設に関し同

時に数件の申

請が行われる

場合にあって

は、当該申請

件数に7,００

０円を乗じて

得た金額） 

化製場等に

関する法律

第９条第１

項 
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１０ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 病院開設許可申請手数料 １件 41,000円 医療法第７ 

⑵ 診療所開設許可申請手数料 １件 18,000円 条第１項 

⑶ 助産所開設許可申請手数料 １件 11,000円  

⑷ 病院検査手数料 

 ア イ以外の場合 

 イ 構造設備の軽微な変更等で申請者

が自ら検査する場合 

 

１件 

１件 

 

43,000円 

22,000円 

医療法第２

７条 

⑸ 診療所検査手数料 

 ア イ以外の場合 

 イ 構造設備の軽微な変更等で申請者

が自ら検査する場合 

 

１件 

１件 

 

22,000円 

11,000円 

 

⑹ 助産所検査手数料 

 ア イ以外の場合 

 イ 構造設備の軽微な変更等で申請者

が自ら検査する場合 

 

１件 

１件 

 

16,000円 

8,000円 
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１１ 死体解剖保存法（昭和２４年法律第２０４号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 死体保存許可申請手数料 １件 3,400円 

 

死体解剖保

存法第１９

条第１項 
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１２ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 建築物に関する確認申請等手数料 

 ア 建築物を建築する場合（イ及びウ

に掲げる場合並びにエ及びオに掲げ

る移転する場合を除く。）は、当該

建築に係る部分の床面積の合計に応

じ、次に掲げる区分 

  (ア) ３０平方メートル以内のもの 

  (イ) ３０平方メートルを超え１００

平方メートル以内のもの 

  (ウ) １００平方メートルを超え２０

０平方メートル以内のもの 

  (エ) ２００平方メートルを超え５０

０平方メートル以内のもの 

  (オ) ５００平方メートルを超え1,０

００平方メートル以内のもの 

  (カ) 1,０００平方メートルを超え2,

０００平方メートル以内のもの 

  (キ) 2,０００平方メートルを超え１

万平方メートル以内のもの 

  (ク) １万平方メートルを超え５万平

方メートル以内のもの 

  (ケ) ５万平方メートルを超えるもの 

 イ 建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律施行規則（平成２

８年国土交通省令第５号）第２条第

１項第１号又は第２項の規定が適用

される建築物（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律（平

成２７年法律第５３号。以下この項 

  において「建築物省エネ法」という。

  ）第１１条第１項又は第２項（これ

らの規定を建築物省エネ法第１４条

第２項において読み替えて適用する

場合を含む。）の建築物エネルギー

消費性能適合性判定を受ける建築物

及び建築基準法第６条の４第１項第

３号に掲げる建築物を除く。）を建 

  築する場合（ウに掲げる場合を除く。

  ）は、当該建築に係る床面積の合計 

  に応じ、次に掲げる区分 

  (ア) 一戸建て住宅で２００平方メー 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

8,000円 

18,000円 

 

31,000円 

 

42,000円 

 

66,000円 

 

97,000円 

 

231,000円 

 

335,000円 

 

561,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アの規定によ 

建築基準法

第６条第１

項又は第１

８条第３項

（同法第８

７条第１項

においてこ

れらの規定

を準用する 

場合を含む。

） 
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   トル未満のもの 

 

 

  (イ) 一戸建て住宅で２００平方メー

トル以上のもの 

 

 

  (ウ) 共同住宅等で３００平方メート

ル未満のもの 

 

 

  (エ) 共同住宅等で３００平方メート

ル以上2,０００平方メートル未満

のもの 

 

  (オ) 共同住宅等で2,０００平方メー

トル以上5,０００平方メートル未

満のもの 

 

  (カ) 共同住宅等で5,０００平方メー

トル以上のもの 

 

 

 ウ 確認を受けた建築物の計画の変更

をして建築物を建築する場合（移転

する場合を除く。）は、当該計画の

変更に係る部分の床面積に２分の１

を乗じて得た面積（床面積の増加す

る部分にあっては、当該増加する部

分の床面積）の合計に応じ、アに掲

げる区分 

 エ 建築物を移転（建築基準法第８６

条の７第４項の政令で定める範囲の

移転に限る。）し、その大規模の修

繕若しくは大規模の模様替をし、又

はその用途を変更する場合（オに掲

げる場合を除く。）は、当該移転、

修繕、模様替又は用途の変更に係る

部分の床面積に２分の１を乗じて得

た面積の合計に応じ、アに掲げる区

分 

 オ 確認を受けた建築物の計画の変更

をして建築物を移転し、その大規模 

  の修繕若しくは大規模の模様替をし、

  又はその用途を変更する場合は、当 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

る金額に１1,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に１2,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に２1,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に３3,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に５3,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に６9,

０００円を加

算した金額 

アに掲げる区

分による金額 

 

 

 

 

 

 

アに掲げる区

分による金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

アに掲げる区

分による金額 
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  該計画の変更に係る部分の床面積に

２分の１を乗じて得た面積の合計に

応じ、アに掲げる区分 

   

⑵ 建築物に関する完了検査申請等手数

料 

 ア 建築物を建築した場合（イに掲げ

る場合及びウに掲げる移転した場合

を除く。）は、当該建築に係る部分

の床面積の合計に応じ、次に掲げる

区分 

  (ア) ３０平方メートル以内のもの 

  (イ) ３０平方メートルを超え１００

平方メートル以内のもの 

  (ウ) １００平方メートルを超え２０

０平方メートル以内のもの 

  (エ) ２００平方メートルを超え５０

０平方メートル以内のもの 

  (オ) ５００平方メートルを超え1,０

００平方メートル以内のもの 

  (カ) 1,０００平方メートルを超え2,

０００平方メートル以内のもの 

  (キ) 2,０００平方メートルを超え１

万平方メートル以内のもの 

  (ク) １万平方メートルを超え５万平

方メートル以内のもの 

  (ケ) ５万平方メートルを超えるもの 

 イ 建築物省エネ法第１０条第１項の

規定が適用される建築物（建築基準

法施行規則（昭和２５年建設省令第

４０号）第４条第４号ハに該当する

場合（特定建築行為（建築物省エネ

法第１１条第１項に規定する特定建

築行為をいう。）に係る住宅が建築

物エネルギー消費性能基準に適合す

る住宅と同等以上のエネルギー消費

性能を有するものである旨の建設住

宅性能評価に限る。）及び建築基準

法第６条の４第１項第３号に掲げる 

  建築物を除く。次号において同じ。 

  ）を建築した場合は、当該建築に係

る部分の床面積の合計に応じ、次に

掲げる区分 

  (ア) ３０平方メートル以内のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000円 

26,000円 

 

38,000円 

 

43,000円 

 

59,000円 

 

80,000円 

 

193,000円 

 

282,000円 

 

493,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アの規定によ

る金額に4,０

００円を加算 

建築基準法

第７条第１

項又は第１

８条第２１

項 
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  (イ) ３０平方メートルを超え１００

平方メートル以内のもの 

 

 

  (ウ) １００平方メートルを超え２０

０平方メートル以内のもの 

 

 

  (エ) ２００平方メートルを超え５０

０平方メートル以内のもの 

 

 

  (オ) ５００平方メートルを超え1,０

００平方メートル以内のもの 

 

 

  (カ) 1,０００平方メートルを超え2,

０００平方メートル以内のもの 

 

 

  (キ) 2,０００平方メートルを超え１

万平方メートル以内のもの 

 

 

  (ク) １万平方メートルを超え５万平

方メートル以内のもの 

 

 

  (ケ) ５万平方メートルを超えるもの 

 

 

 

 ウ 建築物を移転し、又はその大規模

の修繕若しくは大規模の模様替をし

た場合は、当該移転、修繕又は模様

替に係る部分の床面積に２分の１を

乗じて得た面積の合計に応じ、アに

掲げる区分 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

した金額 

アの規定によ

る金額に4,０

００円を加算

した金額 

アの規定によ

る金額に4,０

００円を加算

した金額 

アの規定によ

る金額に6,０

００円を加算

した金額 

アの規定によ

る金額に１0,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に１4,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に３4,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に４9,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に８6,

０００円を加

算した金額 

アに掲げる区

分による金額 

 

 

⑶ 中間検査を受けた建築物に関する完

了検査申請等手数料 

 ア 建築物（当該建築物が建築基準法

第７条の３第１項の特定工程に係る

建築物である場合に限る。ウにおい

て同じ。）を建築した場合（移転し 
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  た場合を除く。）は、当該建築に係

る部分の床面積の合計に応じ、次に

掲げる区分 

  (ア) ３０平方メートル以内のもの 

  (イ) ３０平方メートルを超え１００

平方メートル以内のもの 

  (ウ) １００平方メートルを超え２０

０平方メートル以内のもの 

  (エ) ２００平方メートルを超え５０

０平方メートル以内のもの 

  (オ) ５００平方メートルを超え1,０

００平方メートル以内のもの 

  (カ) 1,０００平方メートルを超え2,

０００平方メートル以内のもの 

  (キ) 2,０００平方メートルを超え１

万平方メートル以内のもの 

  (ク) １万平方メートルを超え５万平

方メートル以内のもの 

  (ケ) ５万平方メートルを超えるもの 

 イ 建築物省エネ法第１０条第１項の

規定が適用される建築物を建築した

場合は、当該建築に係る部分の床面

積の合計に応じ、次に掲げる区分 

  (ア) ３０平方メートル以内のもの 

 

 

 

  (イ) ３０平方メートルを超え１００

平方メートル以内のもの 

 

 

  (ウ) １００平方メートルを超え２０

０平方メートル以内のもの 

 

 

  (エ) ２００平方メートルを超え５０

０平方メートル以内のもの 

 

 

  (オ) ５００平方メートルを超え1,０

００平方メートル以内のもの 

 

 

  (カ) 1,０００平方メートルを超え2,

０００平方メートル以内のもの 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

16,000円 

23,000円 

 

35,000円 

 

40,000円 

 

55,000円 

 

76,000円 

 

182,000円 

 

268,000円 

 

474,000円 

 

 

 

 

アの規定によ

る金額に4,０

００円を加算

した金額 

アの規定によ

る金額に4,０

００円を加算

した金額 

アの規定によ

る金額に4,０

００円を加算

した金額 

アの規定によ

る金額に6,０

００円を加算

した金額 

アの規定によ

る金額に１0,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に１4, 

 

－ 33 －



 

 

  (キ) 2,０００平方メートルを超え１

万平方メートル以内のもの 

 

 

  (ク) １万平方メートルを超え５万平

方メートル以内のもの 

 

 

  (ケ) ５万平方メートルを超えるもの 

 

 

 

 ウ 建築物を移転し、又はその大規模

の修繕若しくは大規模の模様替をし

た場合は、当該移転、修繕又は模様

替に係る部分の床面積に２分の１を

乗じて得た面積の合計に応じ、アに

掲げる区分 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に３4,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に４9,

０００円を加

算した金額 

アの規定によ

る金額に８6,

０００円を加

算した金額 

アに掲げる区

分による金額 

 

⑷ 建築物に関する中間検査申請等手数

料 

 ア 中間検査を行う部分の床面積の合

計に応じ、次に掲げる区分 

  (ア) ３０平方メートル以内のもの 

  (イ) ３０平方メートルを超え１００

平方メートル以内のもの 

  (ウ) １００平方メートルを超え２０

０平方メートル以内のもの 

  (エ) ２００平方メートルを超え５０

０平方メートル以内のもの 

  (オ) ５００平方メートルを超え1,０

００平方メートル以内のもの 

  (カ) 1,０００平方メートルを超え2,

０００平方メートル以内のもの 

  (キ) 2,０００平方メートルを超え１

万平方メートル以内のもの 

  (ク) １万平方メートルを超え５万平

方メートル以内のもの 

  (ケ) ５万平方メートルを超えるもの 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

15,000円 

20,000円 

 

32,000円 

 

38,000円 

 

52,000円 

 

70,000円 

 

159,000円 

 

239,000円 

 

430,000円 

建築基準法

第７条の３

第１項又は

第１８条第

２９項 

⑸ 検査済証の交付を受ける前における

建築物等の仮使用認定申請手数料 

１件 120,000円 建築基準法

第７条の６

第１項第１

号若しくは

第２号又は 
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   第１８条第

３８項第１

号若しくは

第２号（同

法第８７条

の４又は第

８８条第１

項若しくは

第２項にお

いてこれら

の規定を準

用する場合

を含む。） 

⑹ 道路位置指定申請手数料 １件 60,000円 建築基準法 

⑺ 道路位置指定変更申請手数料 １件 60,000円 第４２条第

１項第５号 

⑻ 建築物の敷地と道路との関係の建築

認定申請手数料 

１件 26,430円 建築基準法

第４３条第

２項第１号 

⑼ 建築物の敷地と道路との関係の建築

許可申請手数料 

１件 32,800円 建築基準法

第４３条第

２項第２号 

⑽ 公衆便所等の道路内における建築許

可申請手数料 

１件 32,800円 建築基準法

第４４条第

１項第２号 

⑾ 道路内における建築認定申請手数料 １件 26,430円 建築基準法

第４４条第

１項第３号 

⑿ 公共用歩廊等の道路内における建築

許可申請手数料 

１件 157,660円 建築基準法

第４４条第

１項第４号 

⒀ 壁面線外における建築許可申請手数

料 

１件 157,660円 建築基準法

第４７条た

だし書 

⒁ 用途地域における建築等許可申請手

数料 

１件 177,060円 建築基準法

第４８条第

１項ただし

書、第２項

ただし書、

第３項ただ

し書、第４ 

項ただし書、

第５項ただ

し書、第６ 

項ただし書、
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   第７項ただ

し書、第９ 

項ただし書、

第１０項た

だし書、第

１１項ただ

し書、第１

２項ただし

書又は第１

３項ただし

書（同法第

８７条第２

項若しくは

第３項又は

第８８条第

２項におい

て準用する 

場合を含む。

） 

⒂ 用途地域における建築等許可を受け

た建築物に関する増築等許可申請手数

料 

１件 116,690円 建築基準法

第４８条第

１６項第１

号 

⒃ 用途地域における日常生活に必要な

建築物に関する建築許可申請手数料 

１件 136,990円 建築基準法

第４８条第

１６項第２

号 

⒄ 特殊建築物等敷地許可申請手数料 １件 157,660円 建築基準法

第５１条た

だし書（同

法第８７条

第２項若し

くは第３項

又は第８８

条第２項に

おいて準用

する場合を

含む。） 

⒅ 建築物の延べ面積の特例認定申請手

数料 

１件 26,420円 建築基準法

第５２条第

６項第３号 

⒆ 建築物の延べ面積の特例許可申請手

数料 

１件 157,660円 建築基準法

第５２条第

１０項、第

１１項又は 
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   第１４項 

⒇ 建築物の建蔽率に関する制限の適用

除外に係る許可申請手数料 

１件 33,260円 建築基準法

第５３条第

４項、第５

項又は第６

項第３号 

(21) 建築物の敷地面積の許可申請手数料 １件 157,660円 建築基準法

第５３条の

２第１項第

３号又は第

４号（同法

第５７条の

５第３項に

おいて準用

する場合を

含む。） 

(22) 建築物の高さの特例認定申請手数料 １件 26,420円 建築基準法

第５５条第

２項 

(23) 建築物の高さの許可申請手数料 １件 157,660円 建築基準法

第５５条第

３項又は第

４項各号 

(24) 日影による建築物の高さの特例許可

申請手数料 

１件 157,660円 建築基準法

第５６条の

２第１項た

だし書 

(25) 高架の工作物内に設ける建築物の高

さに関する制限の適用除外に係る認定

申請手数料 

１件 26,430円 建築基準法

第５７条第

１項 

(26) 高度地区における建築物の高さの特

例許可申請手数料 

１件 157,660円 建築基準法

第５８条第

２項 

(27) 高度利用地区における建築物の容積

率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置

の特例許可申請手数料 

１件 157,660円 建築基準法

第５９条第

１項第３号 

(28) 高度利用地区における建築物の各部

分の高さの許可申請手数料 

１件 157,660円 建築基準法

第５９条第

４項 

(29) 敷地内に広い空地を有する建築物の

容積率又は各部分の高さの特例許可申

請手数料 

１件 157,660円 建築基準法

第５９条の

２第１項 

(30) 再開発等促進区内等における建築物

の容積率、建蔽率又は高さに関する制

限の適用除外に係る認定申請手数料 

１件 26,430円 建築基準法

第６８条の

３第１項、 
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    第２項又は

第３項 

(31) 再開発等促進区内等における建築物

の各部分の高さに関する制限の適用除

外に係る許可申請手数料 

１件 157,660円 建築基準法

第６８条の

３第４項 

(32) 地区計画等の区域内における公共施

設の整備の状況に応じた建築物の容積

率に関する制限の適用除外に係る認定

申請手数料 

１件 26,430円 建築基準法

第６８条の

４第１項 

(33) 地区計画又は沿道地区計画の区域内

における建築物の各部分の高さに関す

る制限の適用除外に係る許可申請手数

料 

１件 157,660円 建築基準法

第６８条の

５の３第２

項 

(34) 地区計画等の区域内における建築物

の容積率、各部分の高さ又は建蔽率に

関する制限の適用除外に係る認定申請

手数料 

１件 26,430円 建築基準法

第６８条の

５の５第１

項若しくは

第２項又は

第６８条の

５の６ 

(35) 予定道路に係る建築物の延べ面積の

特例許可申請手数料 

１件 157,660円 建築基準法

第６８条の

７第５項 

(36) １年以内の仮設興行場等建築許可申

請手数料 

１件 116,890円 建築基準法

第８５条第

６項 

(37) １年を超える仮設興行場等建築許可

申請手数料 

１件 157,080円 建築基準法

第８５条第

７項 

(38) 一団地内の建築物の特例認定申請手

数料 

 ア 建築物の数が１又は２である場合 

 イ 建築物の数が３以上である場合 

 

 

１件 

１件 

 

 

65,010円 

６5,０１０円

に２を超える

建築物の数に

２4,１８０円

を乗じて得た

金額を加算し

た金額 

建築基準法

第８６条第

１項 

(39) 既存建築物を前提とした総合的設計

による建築物の特例認定申請手数料 

 ア 建築物（既存建築物を除く。以下

この号において同じ。）の数が１で

ある場合 

 イ 建築物の数が２以上である場合 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

65,010円 

 

 

６5,０１０円 

建築基準法

第８６条第

２項 
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  に１を超える

建築物の数に

２4,１８０円

を乗じて得た

金額を加算し

た金額 

 

(40) 一団地内の建築物の容積率、各部分

の高さ又は高さの特例許可申請手数料 

 ア 建築物の数が１又は２である場合 

 イ 建築物の数が３以上である場合 

 

 

１件 

１件 

 

 

202,870円 

２０2,８７０

円に２を超え

る建築物の数

に２4,１８０

円を乗じて得

た金額を加算

した金額 

建築基準法

第８６条第

３項 

(41) 既存建築物を前提とした総合的設計

による建築物の容積率、各部分の高さ

又は高さの特例許可申請手数料 

 ア 建築物（既存建築物を除く。以下

この号において同じ。）の数が１で

ある場合 

 イ 建築物の数が２以上である場合 

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

202,870円 

 

 

２０2,８７０

円に１を超え

る建築物の数

に２4,１８０

円を乗じて得

た金額を加算

した金額 

建築基準法

第８６条第

４項 

(42) 一敷地内認定建築物以外の建築物の

建築認定申請手数料 

 ア 建築物（一敷地内認定建築物を除

く。以下この号において同じ。）の

数が１である場合 

 イ 建築物の数が２以上である場合 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

65,010円 

 

 

６5,０１０円

に１を超える

建築物の数に

２4,１８０円

を乗じて得た

金額を加算し

た金額 

建築基準法

第８６条の

２第１項 

(43) 一敷地内認定建築物以外の建築物の

容積率、各部分の高さ又は高さの特例

許可申請手数料 

 ア 建築物（一敷地内認定建築物を除 

 

 

 

１件 

 

 

 

202,870円 

建築基準法

第８６条の

２第２項 
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  く。以下この号において同じ。）の

数が１である場合 

 イ 建築物の数が２以上である場合 

 

 

１件 

 

 

２０2,８７０

円に１を超え

る建築物の数

に２4,１８０

円を乗じて得

た金額を加算

した金額 

 

(44) 一敷地内許可建築物以外の建築物の

容積率、各部分の高さ又は高さの特例

許可申請手数料 

 ア 建築物（一敷地内許可建築物を除

く。以下この号において同じ。）の

数が１である場合 

 イ 建築物の数が２以上である場合 

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

202,870円 

 

 

２０2,８７０

円に１を超え

る建築物の数

に２4,１８０

円を乗じて得

た金額を加算

した金額 

建築基準法

第８６条の

２第３項 

(45) 一団地内の建築物の認定又は許可の

取消し申請手数料 

１件 6,３４０円に

現に存する建

築物の数に１

1,９７０円を

乗じて得た金

額を加算した

金額 

建築基準法

第８６条の

５第１項 

(46) 一団地の住宅施設に関する都市計画

に基づく建築物の容積率、建蔽率、外

壁の後退距離又は高さに関する制限の

適用除外に係る認定申請手数料 

１件 26,840円 建築基準法

第８６条の

６第２項 

(47) 既存の一の建築物に関する増築等を

含む２以上の工事の全体計画認定申請

手数料 

１件 26,840円 建築基準法

第８６条の

８第１項 

(48) 既存の一の建築物に関する増築等を １件 26,840円 建築基準法 

 含む２以上の工事の全体計画変更認定

申請手数料 

  第８６条の

８第３項 

(49) 既存の一の建築物に関する用途の変

更に伴う２以上の工事の全体計画認定

申請手数料 

１件 26,430円 建築基準法

第８７条の

２第１項 

(50) 既存の一の建築物に関する用途の変

更に伴う２以上の工事の全体計画変更

認定申請手数料 

１件 26,430円 建築基準法

第８７条の

２第２項に 
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   おいて準用

する同法第

８６条の８

第３項 

(51) 既存建築物の用途を一時的に興行場 

 等に変更する場合の許可申請手数料 

１件 116,890円 建築基準法 

第８７条の

３第６項 

(52) 既存建築物の用途を一時的に特別興

行場等に変更する場合の許可申請手数

料 

１件 156,980円 建築基準法

第８７条の

３第７項 

(53) 建築設備に関する確認申請等手数料 

 ア 建築設備を設置する場合（イに掲

げる場合を除く。） 

  (ア) 建築設備（小荷物専用昇降機を

除く。） 

  (イ) 小荷物専用昇降機 

 イ 確認を受けた建築設備の計画の変

更をして建築設備を設置する場合 

  (ア) 建築設備（小荷物専用昇降機を

除く。） 

  (イ) 小荷物専用昇降機 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

13,000円 

 

6,000円 

 

 

9,000円 

 

4,000円 

建築基準法

第８７条の

４において

準用する同

法第６条第

１項若しく

は第１８条

第３項又は

同法第８７

条の４の昇

降機に係る

部分が含ま

れる場合に

おける同法

第６条第１

項若しくは

第１８条第

３項 

(54) 建築設備に関する完了検査申請等手

数料 

 ア 建築設備（小荷物専用昇降機を除

く。）を設置した場合 

 イ 小荷物専用昇降機を設置した場合 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

17,000円 

 

11,000円 

建築基準法

第８７条の

４において

準用する同

法第７条第

１項若しく

は第１８条

第２１項又

は同法第８

７条の４の

昇降機に係

る部分が含

まれる場合

における同

法第７条第

１項若しく

は第１８条 
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   第２１項 

(55) 工作物に関する確認申請等手数料 

 ア 工作物を築造する場合（イに掲げ

る場合を除く。） 

 イ 確認を受けた工作物の計画の変更 

 

１件 

 

１件 

 

13,000円 

 

9,000円 

建築基準法

第８８条第

１項若しく

は第２項に 

  をして工作物を築造する場合   おいて準用

する同法第

６条第１項

又は第１８

条第３項 

(56) 工作物に関する完了検査申請等手数

料 

１件 12,000円 建築基準法

第８８条第

１項若しく

は第２項に

おいて準用

する同法第

７条第１項

又は第１８

条第２１項 

(57) 既存建築物の大規模修繕等に係る敷

地と道路との関係の建築認定申請手数

料 

１件 26,430円 建築基準法

施行令（昭

和２５年政

令第３３８

号）第１３

７条の１２

第６項 

(58) 既存建築物の大規模修繕等に係る道

路内における建築認定申請手数料 

１件 26,430円 建築基準法

施行令第１

３７条の１

２第７項 
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１３ クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ クリーニング所検査手数料 １件 16,000円 

 

クリーニン

グ業法第５

条の２ 
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１４ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 固定資産課税台帳記載事項証明手数

料 

１件 ４００円（１

通をもって２

件以上の証明

の請求があっ

たときは、１

件を増すごと

に２００円を

加えた金額） 

地方税法第

３８２条の

３ 

備考 固定資産課税台帳記載事項証明手数料の件数は、土地に係るもの

は１筆を、家屋に係るものは１棟を、償却資産に係るものは１種類を

１件とする。 
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１５ 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 犬の登録手数料 １頭 3,900円 

 

狂犬病予防

法第４条第

２項 

⑵ 狂犬病予防注射済票交付手数料 １件 690円 狂犬病予防

法第５条第

２項 

⑶ 抑留した犬の飼養管理手数料 １頭１日 540円 狂犬病予防 

法第６条第

１項（同法 

⑷ 抑留した犬の返還手数料 １頭 4,900円 第１８条第

１項におい

て準用する 

場合を含む。

） 

⑸ 狂犬病予防注射手数料 １件 3,350円 狂犬病予防

法第１３条 

⑹ 犬の鑑札の再交付手数料 １件 1,840円 狂犬病予防

法施行令（

昭和２８年

政令第２３

６号）第１

条の２ 

⑺ 狂犬病予防注射済票再交付手数料 １件 510円 狂犬病予防

法施行令第

３条 
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１６ 毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 毒物劇物販売業登録申請手数料 １件 14,700円 

 

毒物及び劇

物取締法第

４条第２項 

⑵ 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 １件 6,400円 毒物及び劇

物取締法第

４条第３項 

⑶ 毒物劇物販売業登録票の書換え交付

手数料 

１件 2,400円 毒物及び劇

物取締法施

行令（昭和

３０年政令

第２６１号

）第３５条

第１項及び

第２項 

⑷ 毒物劇物販売業登録票の再交付手数

料 

１件 4,000円 毒物及び劇

物取締法施

行令第３６

条第１項及

び第２項 
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１７ と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 一般と畜場設置許可申請手数料 １件 22,000円 と畜場法第 

４条第２項 ⑵ 簡易と畜場設置許可申請手数料 １件 10,000円 

⑶ と畜検査手数料 

 ア 普通と畜の場合 

  (ア) 牛又は馬 

  (イ) 生後１年未満の牛又は馬 

  (ウ) 豚 

  (エ) 山羊又はめん羊 

 イ 勤務時間外又は切迫と畜の場合 

  (ア) 牛又は馬 

  (イ) 生後１年未満の牛又は馬 

  (ウ) 豚 

  (エ) 山羊又はめん羊 

 

 

１頭 

１頭 

１頭 

１頭 

 

１頭 

１頭 

１頭 

１頭 

 

 

500円 

250円 

250円 

150円 

 

1,300円 

1,000円 

650円 

400円 

と畜場法第

１４条第１

項から第５

項まで 
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１８ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号。以下この項において

「租特法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 優良宅地造成認定申請手数料 

 ア 造成宅地の面積に応じ、次に掲げ

る区分 

  (ア) 0.１ヘクタール以上0.３ヘクタ

ール未満のもの 

  (イ) 0.３ヘクタール以上0.６ヘクタ

ール未満のもの 

  (ウ) 0.６ヘクタール以上１ヘクター

ル未満のもの 

  (エ) １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のもの 

  (オ) ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のもの 

  (カ) ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のもの 

  (キ) １０ヘクタール以上のもの 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

143,000円 

 

209,000円 

 

286,000円 

 

429,000円 

 

561,000円 

 

726,000円 

 

957,000円 

租特法第２

８条の４第

３項第５号

イ若しくは

第６３条第

３項第５号

イ又は第３

１条の２第

２項第１４

号ハ若しく

は第６２条

の３第４項

第１４号ハ 

⑵ 優良住宅新築認定申請手数料 

 ア 新築住宅の床面積の合計に応じ、

次に掲げる区分 

  (ア) １００平方メートル以下のもの 

  (イ) １００平方メートルを超え５０

０平方メートル以下のもの 

  (ウ) ５００平方メートルを超え2,０

００平方メートル以下のもの 

  (エ) 2,０００平方メートルを超え１

万平方メートル以下のもの 

  (オ) １万平方メートルを超え５万平

方メートル以下のもの 

  (カ) ５万平方メートルを超えるもの 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

6,270円 

8,610円 

 

12,970円 

 

35,080円 

 

43,120円 

 

58,190円 

租特法第２

８条の４第 

３項第６号

若しくは第

６３条第３

項第６号又

は第３１条

の２第２項

第１５号ニ

（中高層の

耐火共同住

宅でその用

に供される

土地の面積

が1,０００

平方メート

ル未満のも

のを除く。 

）若しくは

第６２条の

３第４項第

１５号ニ（

中高層の耐

火共同住宅 
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   でその用に

供される土

地の面積が

1,０００平

方メートル

未満のもの

を除く。） 

⑶ 優良宅地造成認定申請手数料 

 

１件 

 

103,200円 租特法第２

８条の４第

３項第７号

イ又は第６

３条第３項

第７号イ 

⑷ 優良住宅新築認定申請手数料 

 ア 新築住宅の床面積の合計に応じ、

次に掲げる区分 

  (ア) １００平方メートル以下のもの 

  (イ) １００平方メートルを超え５０

０平方メートル以下のもの 

  (ウ) ５００平方メートルを超え2,０

００平方メートル以下のもの 

  (エ) 2,０００平方メートルを超え１

万平方メートル以下のもの 

  (オ) １万平方メートルを超えるもの 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

6,270円 

8,610円 

 

12,970円 

 

35,080円 

 

43,120円 

租特法第２

８条の４第

３項第７号

ロ若しくは

第６３条第

３項第７号

ロ又は第３

１条の２第

２項第１５

号ニ（中高

層の耐火共

同住宅でそ

の用に供さ

れる土地の

面積が1,０

００平方メ

ートル未満

のものに限

る。）若し

くは第６２

条の３第４

項第１５号

ニ（中高層 

の耐火共同

住宅でその

用に供され

る土地の面

積が1,００

０平方メー

トル未満の 

ものに限る。

） 
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⑸ 住宅用家屋証明申請手数料 １件 1,300円 租税特別措

置法施行令

（昭和３２

年政令第４

３号）第４

１条各号又

は第４２条

第１項 
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１９ 臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 衛生検査所登録申請手数料 １件 80,000円 

 

臨床検査技

師等に関す 

⑵ 衛生検査所登録証明書書換え交付手

数料 

１件 8,200円 る法律第２

０条の３第 

⑶ 衛生検査所登録証明書再交付手数料 １件 8,200円 １項 

⑷ 衛生検査所登録変更申請手数料 １件 61,000円 臨床検査技

師等に関す

る法律第２

０条の４第

１項 
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２０ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和３５年法律第１４５号。以下この項において「医薬品医療

機器等法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 薬局開設許可申請手数料 １件 29,000円 

  

医薬品医療

機器等法第

４条第１項 

⑵ 薬局開設許可更新申請手数料 １件 11,000円 医薬品医療

機器等法第

４条第４項 

⑶ 薬局製造販売医薬品の製造販売業許

可申請手数料 

１件 5,700円 医薬品医療

機器等法第

１２条第１

項 

⑷ 薬局製造販売医薬品の製造販売業許

可更新申請手数料 

１件 4,400円 医薬品医療

機器等法第

１２条第４

項 

⑸ 薬局製造販売医薬品の製造業許可申

請手数料 

１件 11,000円 医薬品医療

機器等法第

１３条第１

項 

⑹ 薬局製造販売医薬品の製造業許可更

新申請手数料 

１件 5,600円 医薬品医療

機器等法第

１３条第４

項 

⑺ 薬局製造販売医薬品の製造販売承認

申請手数料 

１品目 90円 医薬品医療

機器等法第

１４条第１

項 

⑻ 薬局製造販売医薬品の製造販売承認

事項一部変更承認申請手数料 

１品目 90円 医薬品医療

機器等法第

１４条第１

５項 

⑼ 医薬品販売業許可申請手数料 １件 29,000円 医薬品医療

機器等法第

２４条第１

項 

⑽ 医薬品販売業許可更新申請手数料 １件 11,000円 医薬品医療

機器等法第

２４条第２

項 
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⑾  高度管理医療機器等販売業又は貸与

業の許可申請手数料 

１件  29,000円  医薬品医療

機器等法第

３９条第１

項 

⑿  高度管理医療機器等販売業又は貸与

業の許可更新申請手数料 

１件  11,000円  医薬品医療

機器等法第

３９条第６

項 

⒀  高度管理医療機器等販売業又は貸与

業の営業所外従事許可申請手数料 

１件  3,800円  医薬品医療

機器等法第

３９条の２

第２項（非 

⒁  高度管理医療機器等販売業又は貸与

業の営業所外従事許可証の書換え交付

手数料 

１件  2,000円  常勤の学校

薬剤師又は

薬剤師会が 

⒂  高度管理医療機器等販売業又は貸与

業の営業所外従事許可証の再交付手数

料 

１件  2,900円  開設した薬

局等におけ

る夜間・休

日等の調剤

を行う薬剤

師を兼ねる 

場合を除く。

） 

⒃  薬局開設許可証の書換え交付手数料  １件  2,000円  医薬品、医

療機器等の

品質、有効

性及び安全

性の確保等

に関する法

律施行令（

昭和３６年

政令第１１

号。以下こ

の項におい

て「医薬品

医療機器等

法施行令」

という。）

第２条の３

第１項 

⒄  薬局開設許可証の再交付手数料  １件  2,900円  医薬品医療

機器等法施

行令第２条

の４第１項 

⒅  薬局製造販売医薬品の製造販売業許  １件  2,000円  医薬品医療 
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  可証の書換え交付手数料      機器等法施

行令第５条

第１項 

⒆  薬局製造販売医薬品の製造販売業許

可証の再交付手数料 

１件  2,900円  医薬品医療

機器等法施

行令第６条

第１項 

⒇  薬局製造販売医薬品の製造業許可証

の書換え交付手数料 

１件  2,000円  医薬品医療

機器等法施

行令第１２

条第１項 

(21)  薬局製造販売医薬品の製造業許可証

の再交付手数料 

１件  2,900円  医薬品医療

機器等法施

行令第１３

条第１項 

(22)  医薬品販売業許可証又は高度管理医

療機器等販売業若しくは貸与業の許可

証の書換え交付手数料 

１件  2,000円  医薬品医療

機器等法施

行令第４５

条第１項 

(23)  医薬品販売業許可証又は高度管理医

療機器等販売業若しくは貸与業の許可

証の再交付手数料 

１件  2,900円  医薬品医療

機器等法施

行令第４６

条第１項 
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２１ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以

下この項において「盛土規制法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 宅地造成又は特定盛土等に関する工

事の許可申請手数料 

 ア 盛土又は切土をする土地の面積に

応じ、次に掲げる区分 

  (ア) ５００平方メートル以内のもの 

  (イ) ５００平方メートルを超え1,０

００平方メートル以内のもの 

  (ウ) 1,０００平方メートルを超え2,

０００平方メートル以内のもの 

  (エ) 2,０００平方メートルを超え3,

０００平方メートル以内のもの 

  (オ) 3,０００平方メートルを超え5,

０００平方メートル以内のもの 

  (カ) 5,０００平方メートルを超え１

万平方メートル以内のもの 

  (キ) １万平方メートルを超え２万平

方メートル以内のもの 

  (ク) ２万平方メートルを超え４万平

方メートル以内のもの 

  (ケ) ４万平方メートルを超え７万平

方メートル以内のもの 

  (コ) ７万平方メートルを超え１０万

平方メートル以内のもの 

  (サ) １０万平方メートルを超えるも

の 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

21,980円 

32,970円 

 

45,010円 

 

62,840円 

 

72,750円 

 

96,830円 

 

151,800円 

 

230,310円 

 

356,990円 

 

501,460円 

 

646,450円 

盛土規制法

第１２条第

１項又は第

３０条第１

項 

⑵ 土石の堆積に関する工事の許可申請

手数料 

 ア 土石の堆積を行う土地の面積に応

じ、次に掲げる区分 

  (ア) ５００平方メートル以内のもの 

  (イ) ５００平方メートルを超え1,０

００平方メートル以内のもの 

  (ウ) 1,０００平方メートルを超え2,

０００平方メートル以内のもの 

  (エ) 2,０００平方メートルを超え3,

０００平方メートル以内のもの 

  (オ) 3,０００平方メートルを超え5,

０００平方メートル以内のもの 

  (カ) 5,０００平方メートルを超え１

万平方メートル以内のもの 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

16,750円 

18,840円 

 

21,980円 

 

25,120円 

 

35,070円 

 

38,210円 
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  (キ) １万平方メートルを超え２万平

方メートル以内のもの 

  (ク) ２万平方メートルを超え４万平

方メートル以内のもの 

  (ケ) ４万平方メートルを超え７万平

方メートル以内のもの 

  (コ) ７万平方メートルを超え１０万

平方メートル以内のもの 

  (サ) １０万平方メートルを超えるも

の 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

45,010円 

 

59,150円 

 

79,040円 

 

115,680円 

 

139,230円 

 

 

⑶ 宅地造成又は特定盛土等に関する工

事の変更許可申請手数料 

１件 次に掲げる金

額を合算した 

金額。ただし、

その金額が、

６４6,４５０

円を超えると

きは、６４6,

４５０円とす

る。 

ア 宅地造成

又は特定盛

土等に関す

る工事の計

画の変更（

イのみに該

当する場合

を除く。） 

 については、

１盛土又は切

土をする土

地の面積（

イに規定す

る変更を伴

う場合にあ

っては変更

前の盛土又

は切土をす

る土地の面

積、盛土又

は切土をす

る土地の面

積の縮小を

伴う場合に

あっては縮

小後の盛土 

盛土規制法

第１６条第

１項又は第

３５条第１

項 
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  又は切土を 

する土地の 

面積）に応 

じ第１号の 

規定による 

金額に１０ 

分の１を乗 

じて得た金 

額 

イ 新たな盛

土又は切土

をする土地

の編入に係

る宅地造成

又は特定盛

土等に関す

る工事の計

画の変更に

ついては、

新たに編入

される盛土

又は切土を

する土地の

面積に応じ

第１号の規

定による金

額 

ウ その他の

変更につい

ては、１0,

０００円 

 

⑷ 土石の堆積に関する工事の変更許可

申請手数料 

１件 次に掲げる金

額を合算した 

金額。ただし、

その金額が、

１３9,２３０

円を超えると

きは、１３9,

２３０円とす

る。 

ア 土石の堆

積に関する

工事の計画

の変更（イ

のみに該当
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する場合を

除く。）に

ついては、

土石の堆積

を行う土地

の面積（イ

に規定する

変更を伴う

場合にあっ

ては変更前

の土石の堆

積を行う土

地の面積、

土石の堆積

を行う土地

の面積の縮

小を伴う場

合にあって

は縮小後の

土石の堆積

を行う土地

の面積）に

応じ第２号

の規定によ

る金額に１

０分の１を

乗じて得た

金額 

イ 新たな土

石の堆積を

行う土地の

編入に係る

土石の堆積

に関する工

事の計画の

変更につい

ては、新た

に編入され

る土石の堆

積を行う土

地の面積に

応じ第２号

の規定によ

る金額 

ウ その他の 

－ 58 －



   変更につい

ては、１0,

０００円 

 

⑸ 宅地造成又は特定盛土等に関する工

事の中間検査申請手数料 

 ア 盛土又は切土をする土地の面積に

応じ、次に掲げる区分 

  (ア) ５００平方メートル以内のもの 

  (イ) ５００平方メートルを超え1,０

００平方メートル以内のもの 

  (ウ) 1,０００平方メートルを超え2,

０００平方メートル以内のもの 

  (エ) 2,０００平方メートルを超え3,

０００平方メートル以内のもの 

  (オ) 3,０００平方メートルを超え5,

０００平方メートル以内のもの 

  (カ) 5,０００平方メートルを超え１

万平方メートル以内のもの 

  (キ) １万平方メートルを超え２万平

方メートル以内のもの 

  (ク) ２万平方メートルを超え４万平

方メートル以内のもの 

  (ケ) ４万平方メートルを超え７万平

方メートル以内のもの 

  (コ) ７万平方メートルを超え１０万

平方メートル以内のもの 

  (サ) １０万平方メートルを超えるも

の 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

10,460円 

11,510円 

 

12,560円 

 

13,610円 

 

15,180円 

 

16,220円 

 

17,790円 

 

18,840円 

 

20,930円 

 

26,690円 

 

27,210円 

 

盛土規制法

第１８条第

１項又は第

３７条第１

項 

⑹ 宅地造成又は特定盛土等に関する工

事許可等証明書の交付手数料 

１件 400円 宅地造成及

び特定盛土 

⑺ 宅地造成又は特定盛土等に関する工

事でない旨の証明書の交付手数料 

１件 5,370円 等規制法施

行規則（昭

和３７年建

設省令第３

号）第８８

条 
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２２ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下この項において

「住基法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 住民基本台帳の閲覧手数料 １住民票 400円 

 

住基法第１

１条の２第

１項 

⑵ 住民票の写しの交付手数料 

 ア 窓口又は郵送で交付するもの 

 イ 多機能端末機で交付するもの 

 

１件 

１件 

 

400円 

200円 

住基法第１ 

２条第１項、

第１２条の

３第１項、

第２項若し

くは第８項

又は第１５

条の４第１

項、第３項

若しくは第

４項 

⑶ 除票の写しの交付手数料 １件 400円 

⑷ 住民票又は除票に記載をした事項に

関する証明書の交付手数料 

１件 400円 

⑸ 他市町村の住民票の写しの交付手数

料 

１件 400円 住基法第１

２条の４第

１項 

⑹ 戸籍の附票の写しの交付手数料 

 ア 窓口又は郵送で交付するもの 

 イ 多機能端末機で交付するもの 

 

１件 

１件 

 

400円 

200円 

住基法第２ 

０条第１項、

第３項又は

第４項 

⑺ 戸籍の附票の除票の写しの交付手数

料 

１件 

 

400円 住基法第２

１条の３第

１項、第３

項又は第４

項 

備考 「多機能端末機」とは、本市の電子計算機と電気通信回線で接続

された民間事業者が設置する端末機であって、証明書等を自動的に交

付する機能を有するものをいう。 
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２３ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 開発行為許可申請手数料 

 ア 主として自己の居住の用に供する

住宅の建築の用に供する目的で行う

開発行為の場合は、当該開発区域の

面積に応じ、次に掲げる区分 

  (ア) 0.１ヘクタール未満のもの 

  (イ) 0.１ヘクタール以上0.３ヘクタ

ール未満のもの 

  (ウ) 0.３ヘクタール以上0.６ヘクタ

ール未満のもの 

  (エ) 0.６ヘクタール以上１ヘクター

ル未満のもの 

  (オ) １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のもの 
  (カ) ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のもの 
  (キ) ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のもの 
  (ク) １０ヘクタール以上のもの 
 イ 主として、住宅以外の建築物で自

己の業務の用に供するものの建築又

は自己の業務の用に供する特定工作

物の建設の用に供する目的で行う開

発行為の場合は、当該開発区域の面

積に応じ、次に掲げる区分 

  (ア) 0.１ヘクタール未満のもの 

  (イ) 0.１ヘクタール以上0.３ヘクタ

ール未満のもの 

  (ウ) 0.３ヘクタール以上0.６ヘクタ

ール未満のもの 

  (エ) 0.６ヘクタール以上１ヘクター

ル未満のもの 

  (オ) １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のもの 
  (カ) ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のもの 
  (キ) ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のもの 
  (ク) １０ヘクタール以上のもの 

 ウ その他の場合は、当該開発区域の

面積に応じ、次に掲げる区分 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 １件 

 

 

 

 

 

 

 

10,550円 

26,390円 

 

51,600円 

 

103,200円 

 

143,000円 

 

187,000円 

 

242,000円 

 

330,000円 

 

 

 

 

 

 

15,600円 

36,000円 

 

78,000円 

 

132,000円 

 

220,000円 

 

297,000円 

 

374,000円 

 

528,000円 

 

 

都市計画法

第２９条第

１項 
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  (ア) 0.１ヘクタール未満のもの 

  (イ) 0.１ヘクタール以上0.３ヘクタ

ール未満のもの 

  (ウ) 0.３ヘクタール以上0.６ヘクタ

ール未満のもの 

  (エ) 0.６ヘクタール以上１ヘクター

ル未満のもの 

  (オ) １ヘクタール以上３ヘクタール

未満のもの 
  (カ) ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満のもの 
  (キ) ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満のもの 
  (ク) １０ヘクタール以上のもの 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

103,200円 

143,000円 

 

209,000円 

 

286,000円 

 

429,000円 

 

561,000円 

 

726,000円 

 

957,000円 

 

⑵ 開発行為変更許可申請手数料 １件 次に掲げる金

額を合算した 

金額。ただし、

その金額が、

９５7,０００

円を超えると

きは、９５7,

０００円とす

る。 

ア 開発行為

に関する設

計の変更（

イのみに該

当する場合

を除く。） 

 については、

１開発区域の

面積（イに

規定する変

更を伴う場

合にあって

は、変更前

の開発区域

の面積、開

発区域の縮

小を伴う場

合にあって

は縮小後の

開発区域の

面積）に応

じ前号の規 

都市計画法

第３５条の

２ 
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   定による金

額に１０分

の１を乗じ

て得た金額 

イ 新たな土

地の開発区

域への編入

に係る都市

計画法第３

０条第１項

第１号から

第４号まで

に掲げる事

項の変更に

ついては、

新たに編入

される開発

区域の面積

に応じ前号

の規定によ

る金額 

ウ その他の

変更につい

ては、１0,

０００円 

 

⑶ 市街化調整区域内等における建築物

の特例許可申請手数料 

１件 55,200円 都市計画法

第４１条第

２項ただし

書（同法第

３５条の２

第４項にお

いて準用す

る場合を含

む。） 

⑷ 予定建築物等以外の建築等許可申請

手数料 

 

１件 31,200円 都市計画法

第４２条第

１項ただし

書 

⑸ 開発許可を受けない市街化調整区域

内の土地における建築等許可申請手数

料 

 ア 敷地の面積に応じ、次に掲げる区

分 

  (ア) 0.１ヘクタール未満のもの 

  (イ) 0.１ヘクタール以上0.３ヘクタ 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

8,440円 

21,600円 

都市計画法

第４３条 
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   ール未満のもの 

  (ウ) 0.３ヘクタール以上0.６ヘクタ

ール未満のもの 

  (エ) 0.６ヘクタール以上１ヘクター

ル未満のもの 

  (オ) １ヘクタール以上のもの 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

46,800円 

 

82,800円 

 

116,400円 

 

⑹ 開発許可を受けた地位の承継の承認

申請手数料 

 ア 承認申請をする者が行おうとする

開発行為が、主として自己の居住の

用に供する住宅の建築の用に供する

目的で行うもの又は主として、住宅

以外の建築物で自己の業務の用に供

するものの建築若しくは自己の業務

の用に供する特定工作物の建設の用

に供する目的で行うものであって開

発区域の面積が１ヘクタール未満の

もの 

 イ 承認申請をする者が行おうとする

開発行為が、主として、住宅以外の

建築物で自己の業務の用に供するも

のの建築又は自己の業務の用に供す

る特定工作物の建設の用に供する目

的で行うものであって開発区域の面

積が１ヘクタール以上のもの 

 ウ 承認申請をする者が行おうとする

開発行為がア及びイ以外のもの 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

2,110円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,250円 

 

 

 

 

 

 

20,400円 

都市計画法

第４５条 

⑺ 開発登録簿の写しの交付手数料 １枚 610円 都市計画法

第４７条第

５項 

⑻ 開発行為又は建築に関する証明書等

の交付手数料 

１件 5,220円 都市計画法

施行規則（

昭和４４年

建設省令第

４９号）第

６０条 
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２４ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。 

以下この項において「廃棄物処理法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数

料 

１件 16,800円 

 

廃棄物処理

法第７条第

１項 

⑵ 一般廃棄物処分業許可申請手数料 １件 26,390円 廃棄物処理

法第７条第

６項 

⑶ 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請

手数料 

１件 14,400円 廃棄物処理

法第７条の 

⑷ 一般廃棄物処分業変更許可申請手数

料 

１件 24,000円 ２第１項 

⑸ 一般廃棄物処理施設設置許可申請手

数料 

 ア 廃棄物処理法第８条第４項に規定

する一般廃棄物処理施設に係るもの 

 イ ア以外のもの 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

130,000円 

 

110,000円 

廃棄物処理

法第８条第

１項 

⑹ 一般廃棄物処理施設変更許可申請手

数料 

 ア 廃棄物処理法第８条第４項に規定

する一般廃棄物処理施設に係るもの 

 イ ア以外のもの 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

120,000円 

 

100,000円 

廃棄物処理

法第９条第

１項 

⑺ 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施

設設置者認定申請手数料 

１件 33,000円 廃棄物処理

法第９条の

２の４第１

項 

⑻ 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施

設設置者認定更新申請手数料 

１件 20,000円 廃棄物処理

法第９条の

２の４第２

項 

⑼ 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借

受け許可申請手数料 

１件 70,000円 廃棄物処理

法第９条の

５第１項 

⑽ 一般廃棄物処理施設設置者の法人合

併又は分割認可申請手数料 

１件 70,000円 廃棄物処理

法第９条の

６第１項 

⑾ 産業廃棄物処理施設に係る熱回収施

設設置者認定申請手数料 

１件 33,000円 廃棄物処理

法第１５条

の３の３第 

   １項 

⑿ 産業廃棄物処理施設に係る熱回収施 １件 20,000円 廃棄物処理 
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 設設置者認定更新申請手数料   法第１５条

の３の３第

２項 

⒀ 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借

受け許可申請手数料 

１件 70,000円 廃棄物処理

法第１５条

の４におい

て準用する

同法第９条

の５第１項 

⒁ 産業廃棄物処理施設設置者の法人合

併又は分割認可申請手数料 

１件 70,000円 廃棄物処理

法第１５条

の４におい

て準用する

同法第９条

の６第１項 
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２５ 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号。

以下この項において「動物愛護法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 特定動物の飼養又は保管の許可申請

手数料 

１件 18,000円 

 

動物愛護法

第２６条第

１項 

⑵ 特定動物の飼養又は保管の変更許可

申請手数料 

１件 13,200円 動物愛護法

第２８条第

１項 

⑶ 犬又は猫の引取手数料 

 

１件 2,720円 動物愛護法

第３５条第

１項 

備考 犬又は猫の引取手数料の件数は、１所有者からのその所有する犬

又は猫の引取りについて、成犬又は成猫（生後９１日以上の犬又は猫

をいう。）にあっては１頭又は１匹ごとに、子犬又は子猫（生後９０

日以下の犬又は猫をいう。）にあっては１０頭又は１０匹までごとに

１件とする。 
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２６ 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）関係

区分 単位 金額 根拠法令等 

⑴ 浄化槽清掃業許可申請手数料 １件 2,800円 

 

浄化槽法第

３５条第１

項 

⑵ 浄化槽保守点検業登録手数料 １件 33,600円 長崎市浄化

槽保守点検

業者の登録

に関する条

例（昭和６

０年長崎市

条例第１７

号）第３条

第１項 
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２７ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律

第７０号。以下この項において「食鳥検査法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 食鳥処理事業許可申請手数料 １件 19,000円 

 

食鳥検査法

第３条 

⑵ 食鳥処理場の構造又は設備変更許可

申請手数料 

１件 10,000円 食鳥検査法

第６条第１

項 

⑶ 食鳥検査手数料 １羽 4円 食鳥検査法

第１５条第

１項から第

３項まで 

⑷ 確認規程認定申請手数料 １件 5,500円 食鳥検査法

第１６条第

１項 

⑸ 確認規程変更認定申請手数料 １件 2,300円 食鳥検査法

第１６条第

２項 
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２８ 計量法（平成４年法律第５１号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 計量器定期検査手数料 

 ア 非自動はかり 

  (ア) 検出部が電気式のもの又は光電

式のものであって、ひょう量が１

トン以下のもの 

   ａ ひょう量が１００キログラム

以下のもの 

   ｂ ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの 

   ｃ ひょう量が２５０キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの 

   ｄ ひょう量が５００キログラム

を超えるもの 

  (イ) 棒はかり又は光電式以外のばね

式指示はかりのうち直線目盛のみ

があるもの 

  (ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のも

の 

   ａ ひょう量が１００キログラム

以下のもの 

   ｂ ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの 

   ｃ ひょう量が２５０キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの 

   ｄ ひょう量が５００キログラム

を超え１トン以下のもの 

   ｅ ひょう量が１トンを超え２ト

ン以下のもの 

   ｆ ひょう量が２トンを超え５ト

ン以下のもの 

   ｇ ひょう量が５トンを超え１０

トン以下のもの 

   ｈ ひょう量が１０トンを超え２

０トン以下のもの 

   ｉ ひょう量が２０トンを超え３

０トン以下のもの 

   ｊ ひょう量が３０トンを超え４ 

 

 

 

 

 

１個 

 

１個 

 

 

１個 

 

 

１個 

 

１個 

 

 

 

 

１個 

 

１個 

 

 

１個 

 

 

１個 

 

１個 

 

１個 

 

１個 

 

１個 

 

１個 

 

１個 

 

 

 

 

 

1,710円 

 

2,020円 

 

 

2,330円 

 

 

3,030円 

 

500円 

 

 

 

 

750円 

 

1,260円 

 

 

1,790円 

 

 

2,260円 

 

4,300円 

 

6,780円 

 

9,730円 

 

13,050円 

 

16,210円 

 

18,140円 

計量法第１

９条第１項 
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    ０トン以下のもの 

   ｋ ひょう量が４０トンを超え５

０トン以下のもの 

   ｌ ひょう量が５０トンを超える

もの 

  (エ) 最小の目量又は表記された感量

がひょう量の１万分の１未満のも

のである場合は、(ア)から(ウ)までに

掲げる区分 

 

 

 イ 分銅又は定量おもり若しくは定量

増おもり 

 

１個 

 

１個 

 

１個 

 

 

 

 

 

１個 

 

24,450円 

 

40,930円 

 

(ア)から(ウ)まで

に掲げる区分

に応じ、それ

ぞれ当該手数

料の２倍に相

当する金額 

10円 

 

⑵ 適正計量管理事業所指定検査手数料 １件 8,040円 計量法第１

２７条第３

項 

備考 

 １ 「目量」とは、隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の

量の差をいう。 

 ２ 「感量」とは、質量計が反応することができる質量の最小の変化

をいう。 
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２９ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 指定居宅サービス事業者指定申請手

数料 

１件 18,000円 

 

介護保険法

第７０条第

１項 

⑵ 指定居宅サービス事業者指定更新申

請手数料 

１件 13,000円 介護保険法

第７０条の

２第１項 

⑶ 指定地域密着型サービス事業者指定

申請手数料 

 ア 指定地域密着型介護老人福祉施設 

 イ ア以外のもの 

 

 

１件 

１件 

 

 

63,320円 

18,000円 

介護保険法

第７８条の

２第１項 

⑷ 指定地域密着型サービス事業者指定

更新申請手数料 

 ア 指定地域密着型介護老人福祉施設 

 イ ア以外のもの 

 

 

１件 

１件 

 

 

20,400円 

13,000円 

介護保険法

第７８条の

１２におい

て準用する

同法第７０

条の２第１

項 

⑸ 指定居宅介護支援事業者指定申請手

数料 

１件 

 

18,000円 介護保険法

第７９条第

１項 

⑹ 指定居宅介護支援事業者指定更新申

請手数料 

１件 

 

13,000円 介護保険法

第７９条の

２第１項 

⑺ 指定介護老人福祉施設指定申請手数

料 

１件 

 

63,320円 介護保険法

第８６条第

１項 

⑻ 指定介護老人福祉施設指定更新申請

手数料 

１件 

 

20,400円 介護保険法

第８６条の

２第１項 

⑼ 介護老人保健施設開設許可申請手数

料 

１件 

 

63,320円 介護保険法

第９４条第

１項 

⑽ 介護老人保健施設変更許可申請手数

料（構造又は設備の変更を伴うものに

限る。） 

１件 

 

39,030円 介護保険法

第９４条第

２項 

⑾ 介護老人保健施設開設許可更新申請

手数料 

１件 

 

20,400円 介護保険法

第９４条の

２第１項 

⑿ 介護医療院開設許可申請手数料 １件 

 

63,320円 介護保険法

第１０７条

第１項 
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⒀  介護医療院変更許可申請手数料（構 

  造又は設備の変更を伴うものに限る。 

  ） 

１件  39,030円  介護保険法

第１０７条

第２項 

⒁  介護医療院開設許可更新申請手数料  １件 

 

20,400円  介護保険法

第１０８条

第１項 

⒂  指定介護予防サービス事業者指定申

請手数料 

１件 

 

6,500円  介護保険法

第１１５条

の２第１項 

⒃  指定介護予防サービス事業者指定更

新申請手数料 

１件 

 

3,900円  介護保険法

第１１５条

の１１にお

いて準用す

る同法第７

０条の２第

１項 

⒄  指定地域密着型介護予防サービス事

業者指定申請手数料 

１件 

 

6,500円  介護保険法

第１１５条

の１２第１

項 

⒅  指定地域密着型介護予防サービス事

業者指定更新申請手数料 

１件 

 

3,900円  介護保険法

第１１５条

の２１にお

いて準用す

る同法第７

０条の２第

１項 

⒆  指定介護予防支援事業者指定申請手

数料 

１件 

 

18,000円  介護保険法

第１１５条

の２２第１

項 

⒇  指定介護予防支援事業者指定更新申

請手数料 

１件 

 

13,000円  介護保険法

第１１５条

の３１にお

いて準用す

る同法第７

０条の２第

１項 

(21)  第１号事業に係る指定事業者指定申

請手数料 

  ア  介護予防相当サービス事業 

  イ  第１号訪問基準緩和サービス事業 

  ウ  第１号通所基準緩和サービス事業 

 

 

１件 

１件 

１件 

 

 

6,500円 

5,590円 

5,720円 

介護保険法

第１１５条

の４５の５

第１項 

(22)  第１号事業に係る指定事業者指定更

新申請手数料 

 

 

 

 

介護保険法

第１１５条 
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  ア  介護予防相当サービス事業 

  イ  第１号訪問基準緩和サービス事業 

  ウ  第１号通所基準緩和サービス事業 

１件 

１件 

１件 

3,900円 

2,990円 

3,120円 

の４５の６

第１項 

備考 

  １  「介護予防相当サービス事業」とは、地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（

平成２６年法律第８３号）第５条の規定による改正前の介護保険法

第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は同条第７項に規

定する介護予防通所介護に相当する事業をいう。 

  ２  「第１号訪問基準緩和サービス事業」とは、介護保険法第１１５

条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（介護予防相当

サービス事業を除く。）であって、指定事業者が行うこととされて

いるものをいう。 

  ３  「第１号通所基準緩和サービス事業」とは、介護保険法第１１５

条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（介護予防相当

サービス事業を除く。）であって、指定事業者が行うこととされて

いるものをいう。 
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３０ マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律 

第１４９号。以下この項において「マンション管理適正化法」という。 

）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ マンション管理計画認定申請手数料

又は認定更新申請手数料 

 ア マンション管理適正化法第５条の

１４各号に掲げる基準に適合してい

ることを証する書類として市長が別

に定めるものを添付する場合 

  (ア) 長期修繕計画の数が１であると

き 

  (イ) 長期修繕計画の数が２以上であ

るとき 

 

 

 

 

 

 イ ア以外の場合 

  (ア) 長期修繕計画の数が１であると

き 

  (イ) 長期修繕計画の数が２以上であ

るとき 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

3,630円 

 

3,６３０円に

１を超える長

期修繕計画の

数に1,６２０

円を乗じて得

た金額を加算

した金額 

 

25,480円 

 

２5,４８０円

に１を超える

長期修繕計画

の数に１4,６

９０円を乗じ

て得た金額を

加算した金額 

マンション

管理適正化

法第５条の

１３第１項

又は第５条

の１６第１

項 

⑵ マンション管理計画変更認定申請手

数料 

 ア 認定管理計画に係る長期修繕計画

の数が１である場合 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

１2,７５０円

（長期修繕計

画を追加する

場合にあって

は、１2,７５

０円に当該追

加する長期修

繕計画の数に

１4,６９０円

を乗じて得た

金額を加算し 

マンション

管理適正化

法第５条の

１７第１項 
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 イ 認定管理計画に係る長期修繕計画

の数が２以上である場合 

 

 

１件 

た金額） 

１2,７５０円

に１を超える

長期修繕計画

の数に7,３９

０円を乗じて

得た金額を加

算した金額（

長期修繕計画

を追加する場 

合にあっては、

当該金額に当

該追加する長

期修繕計画の

数に１4,６９

０円を乗じて

得た金額を加

算した金額） 

 

備考 

 １ 「長期修繕計画」とは、マンションの管理の適正化の推進に関す

る法律施行規則（平成１３年国土交通省令第１１０号）第１条の２

第１項第２号に規定する長期修繕計画をいう。 

 ２ 「認定管理計画」とは、マンション管理適正化法第５条の１４の

認定を受けた管理計画をいう。 
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３１ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号

）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ サービス付き高齢者向け住宅の登録

申請手数料又は登録更新申請手数料 

 ア 住宅の戸数に応じ、次に掲げる区

分 

  (ア) １０戸以下のもの 

  (イ) １０戸を超え２０戸以下のもの 

  (ウ) ２０戸を超え３０戸以下のもの 

  (エ) ３０戸を超え４０戸以下のもの 

  (オ) ４０戸を超え５０戸以下のもの 

  (カ) ５０戸を超え７０戸以下のもの 

  (キ) ７０戸を超え１００戸以下のも

の 

  (ク) １００戸を超えるもの 

 

 

 

 

１件 

１件 

１件 

１件 

１件 

１件 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

30,170円 

34,190円 

38,210円 

42,230円 

46,250円 

54,290円 

66,350円 

 

78,410円 

高齢者の居

住の安定確

保に関する

法律第５条

第１項又は

第２項 
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３２ 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 汚染土壌処理業許可申請手数料 １件 240,000円 

 

土壌汚染対

策法第２２

条第１項 

⑵ 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 １件 224,000円 土壌汚染対

策法第２２

条第４項 

⑶ 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 １件 222,000円 土壌汚染対

策法第２３

条第１項 

⑷ 譲渡及び譲受の場合における汚染土

壌処理業者の地位の承継の承認申請手

数料 

１件 70,000円 土壌汚染対

策法第２７

条の２第１

項 

⑸ 合併及び分割の場合における汚染土

壌処理業者の地位の承継の承認申請手

数料 

１件 70,000円 土壌汚染対

策法第２７

条の３第１

項 

⑹ 相続の場合における汚染土壌処理業

の承認申請手数料 

１件 70,000円 土壌汚染対

策法第２７

条の４第１

項 
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３３ マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７

８号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ マンションの容積率又は各部分の高

さに関する特例許可申請手数料 

 

１件 

 

157,660円 

  

 

 

 

 

マンション

の再生等の

円滑化に関

する法律第

１６３条の

５９第１項 
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３４ 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第８７

号。以下この項において「自動車リサイクル法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 使用済自動車の引取業者登録申請手

数料 

１件 3,000円 

  

自動車リサ

イクル法第

４２条第１

項 

⑵ 使用済自動車の引取業者登録更新申

請手数料 

１件 3,000円 自動車リサ

イクル法第

４２条第２

項 

⑶ 使用済自動車のフロン類回収業者登

録申請手数料 

１件 5,000円 自動車リサ

イクル法第

５３条第１

項 

⑷ 使用済自動車のフロン類回収業者登

録更新申請手数料 

１件 5,000円 自動車リサ

イクル法第

５３条第２

項 
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３５ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４

年法律第８８号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 鳥獣飼養登録申請手数料若しくは更

新申請手数料又は登録票の再交付申請

手数料 

 

１件 

 

4,420円 

  

 

 

 

 

鳥獣の保護

及び管理並

びに狩猟の

適正化に関

する法律第

１９条第２

項、第５項

又は第６項 
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３６ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７

号。以下この項において「長期優良住宅普及促進法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 長期優良住宅建築等計画等の認定申

請手数料  

 ア 新築であって建築基準関係規定適

合審査の申出がない場合 

  (ア) 確認書若しくは性能評価書又は

これらの写しの添付がある場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    次に掲げる区分 

    (ａ) ５００平方メートル以内の

もの 

    (ｂ) ５００平方メートルを超え

1,０００平方メートル以内の

もの 

    (ｃ) 1,０００平方メートルを超

え3,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｄ) 3,０００平方メートルを超

え5,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｅ) 5,０００平方メートルを超

え１万平方メートル以内のも

の 

    (ｆ) １万平方メートルを超え２

万平方メートル以内のもの 

    (ｇ) ２万平方メートルを超え３

万平方メートル以内のもの 

    (ｈ) ３万平方メートルを超える

もの 

  (イ) (ア)以外の場合 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

12,760円 

 

 

 

22,810円 

 

35,880円 

 

 

63,010円 

 

 

97,180円 

 

 

151,450円 

 

 

251,950円 

 

322,300円 

 

365,850円 

 

長期優良住 

宅普及促進

法第５条第

１項から第

７項まで 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    次に掲げる区分 

    (ａ) ５００平方メートル以内の

もの 

    (ｂ) ５００平方メートルを超え

1,０００平方メートル以内の

もの 

１件 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

45,930円 

 

 

 

107,230円 

 

171,220円 

 

 

 

－ 82 －



    (ｃ) 1,０００平方メートルを超

え3,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｄ) 3,０００平方メートルを超

え5,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｅ) 5,０００平方メートルを超

え１万平方メートル以内のも

の 

    (ｆ) １万平方メートルを超え２

万平方メートル以内のもの 

    (ｇ) ２万平方メートルを超え３

万平方メートル以内のもの 

    (ｈ) ３万平方メートルを超える

もの 

 イ 新築であって建築基準関係規定適

合審査の申出があった場合 

  (ア) 確認書若しくは性能評価書又は

これらの写しの添付がある場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    ア(ア)ｂに掲げる区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (イ) (ア)以外の場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

337,710円 

 

 

604,370円 

 

 

1,038,530円 

 

 

1,920,920円 

 

2,744,350円 

 

3,361,760円 

 

 

 

 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に１2,７

６０円を加算

した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にア(ア)ｂ

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

 

建築物確認区

分による金額
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   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    ア(イ)ｂに掲げる区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 増築又は改築であって建築基準関

係規定適合審査の申出がない場合（

ただし、ア又はイにより認定を受け

た場合にあっては、次号ウ又はエの

規定による。) 

  (ア) 確認書又はその写しの添付があ

る場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    次に掲げる区分 

    (ａ) ５００平方メートル以内の

もの 

    (ｂ) ５００平方メートルを超え

1,０００平方メートル以内の

もの 

    (ｃ) 1,０００平方メートルを超

え3,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｄ) 3,０００平方メートルを超

え5,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｅ) 5,０００平方メートルを超

え１万平方メートル以内のも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に４5,９

３０円を加算

した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にア(イ)ｂ

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

 

 

 

 

 

 

 

18,790円 

 

 

 

33,870円 

 

55,480円 

 

 

92,160円 

 

 

147,430円 

 

 

224,820円 
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の 

    (ｆ) １万平方メートルを超え２

万平方メートル以内のもの 

    (ｇ) ２万平方メートルを超え３

万平方メートル以内のもの 

    (ｈ) ３万平方メートルを超える

もの 

  (イ) (ア)以外の場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    次に掲げる区分 

    (ａ) ５００平方メートル以内の

もの 

    (ｂ) ５００平方メートルを超え

1,０００平方メートル以内の

もの 

    (ｃ) 1,０００平方メートルを超

え3,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｄ) 3,０００平方メートルを超

え5,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｅ) 5,０００平方メートルを超

え１万平方メートル以内のも

の 

    (ｆ) １万平方メートルを超え２

万平方メートル以内のもの 

    (ｇ) ２万平方メートルを超え３

万平方メートル以内のもの 

    (ｈ) ３万平方メートルを超える

もの 

 エ 増築又は改築であって建築基準関

係規定適合審査の申出があった場合

（ただし、ア又はイにより認定を受

けた場合にあっては、次号ウ又はエ

の規定による。） 

  (ア) 確認書又はその写しの添付があ

る場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

381,600円 

 

483,100円 

 

548,430円 

 

 

68,540円 

 

 

 

160,500円 

 

256,480円 

 

 

506,220円 

 

 

906,210円 

 

 

1,557,450円 

 

 

2,881,030円 

 

4,116,180円 

 

5,042,290円 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認
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   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    ウ(ア)ｂに掲げる区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (イ) (ア)以外の場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    ウ(イ)ｂに掲げる区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オ 建築行為を伴わない既存住宅であ

って建築基準関係規定適合審査の申

出がない場合 

  (ア) 確認書若しくは性能評価書又は

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分による金

額を加算した

額）に１8,７

９０円を加算

した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にウ(ア)ｂ

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に６8,５

４０円を加算

した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にウ(イ)ｂ

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 
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これらの写しの添付がある場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    次に掲げる区分 

    (ａ) ５００平方メートル以内の

もの 

    (ｂ) ５００平方メートルを超え

1,０００平方メートル以内の

もの 

    (ｃ) 1,０００平方メートルを超

え3,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｄ) 3,０００平方メートルを超

え5,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｅ) 5,０００平方メートルを超

え１万平方メートル以内のも

の 

    (ｆ) １万平方メートルを超え２

万平方メートル以内のもの 

    (ｇ) ２万平方メートルを超え３

万平方メートル以内のもの 

    (ｈ) ３万平方メートルを超える

もの 

  (イ) (ア)以外の場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    次に掲げる区分 

    (ａ) ５００平方メートル以内の

もの 

    (ｂ) ５００平方メートルを超え

1,０００平方メートル以内の

もの 

    (ｃ) 1,０００平方メートルを超

え3,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｄ) 3,０００平方メートルを超

え5,０００平方メートル以内

のもの 

    (ｅ) 5,０００平方メートルを超

え１万平方メートル以内のも

の 

    (ｆ) １万平方メートルを超え２

 

１件 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

18,790円 

 

 

 

33,870円 

 

55,480円 

 

 

92,160円 

 

 

147,430円 

 

 

224,820円 

 

 

381,600円 

 

483,100円 

 

548,430円 

 

 

68,540円 

 

 

 

160,500円 

 

256,480円 

 

 

506,220円 

 

 

906,210円 

 

 

1,557,450円 

 

 

2,881,030円 
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万平方メートル以内のもの 

    (ｇ) ２万平方メートルを超え３

万平方メートル以内のもの 

    (ｈ) ３万平方メートルを超える

もの 

 カ 建築行為を伴わない既存住宅であ

って建築基準関係規定適合審査の申

出があった場合 

  (ア) 確認書若しくは性能評価書又は

これらの写しの添付がある場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住等の場合は、当該共同

住宅等の床面積の合計に応じ、

オ(ア)ｂに掲げる区分 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

4,116,180円 

 

5,042,290円 

 

 

 

 

 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に１8,７

９０円を加算

した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

 

 

 

 

 

 

 

  (イ) (ア)以外の場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にオ(ア)ｂ

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に６8,５

４０円を加算

した金額 
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   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    オ(イ)ｂに掲げる区分 

１件 建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にオ(イ)ｂ

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

 

⑵ 認定を受けた長期優良住宅建築等計

画等の変更認定申請手数料 

 ア 前号ア又はイにより認定を受けた

住宅で建築基準関係規定適合審査の

申出がない場合 

  (ア) 確認書若しくは性能評価書又は

これらの写しの添付がある場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、認定建

築等計画の変更に係る部分の床

面積に２分の１を乗じて得た面

積（床面積の増加する部分にあ

っては、当該増加する部分の床

面積）の合計に応じ、前号ア(ア)

ｂに掲げる区分 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,400円 

前号ア(ア)ｂに

掲げる区分に

よる金額 

 

 

 

長期優良住

宅普及促進

法第８条第

２項におい

て準用する

同法第５条

第１項から 

第７項まで 

  (イ) (ア)以外の場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、認定建

築等計画の変更に係る部分の床

面積に２分の１を乗じて得た面

積（床面積の増加する部分にあ

っては、当該増加する部分の床

面積）の合計に応じ、前号ア(イ)

ｂに掲げる区分 

 イ 前号ア又はイにより認定を受けた

住宅で建築基準関係規定適合審査の

申出があった場合 

  (ア) 確認書若しくは性能評価書又は

これらの写しの添付がある場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

22,980円 

前号ア(イ)ｂに

掲げる区分に

よる金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 
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   ｂ 共同住宅等の場合は、認定建

築等計画の変更に係る部分の床

面積に２分の１を乗じて得た面

積（床面積の増加する部分にあ

っては、当該増加する部分の床

面積）の合計に応じ、前号イ(ア)

ｂに掲げる区分 

 

 

 

 

 

 

  (イ) (ア)以外の場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住宅等の場合は、認定建

築等計画の変更に係る部分の床

面積に２分の１を乗じて得た面

積（床面積の増加する部分にあ

っては、当該増加する部分の床

面積）の合計に応じ、前号イ(イ)

ｂに掲げる区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に6,４０

０円を加算し

た金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に前号イ

(ア)ｂに掲げる

区分による金

額を加算した

金額 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に２2,９

８０円を加算

した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に前号イ

(イ)ｂに掲げる

区分による金

額を加算した

金額 
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 ウ 前号ウ又はエにより認定を受けた

住宅で建築基準関係規定適合審査の

申出がない場合 

  (ア) 確認書又はその写しの添付があ

る場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、認定建

築等計画の変更に係る部分の床

面積に２分の１を乗じて得た面

積（床面積の増加する部分にあ

っては、当該増加する部分の床

面積）の合計に応じ、前号ウ(ア)

ｂに掲げる区分 

  (イ) (ア)以外の場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、認定建

築等計画の変更に係る部分の床

面積に２分の１を乗じて得た面

積（床面積の増加する部分にあ

っては、当該増加する部分の床

面積）の合計に応じ、前号ウ(イ)

ｂに掲げる区分 

 エ 前号ウ又はエにより認定を受けた

住宅で建築基準関係規定適合審査の

申出があった場合 

  (ア) 確認書又はその写しの添付があ

る場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住宅等の場合は、認定建

築等計画の変更に係る部分の床

面積に２分の１を乗じて得た面

積（床面積の増加する部分にあ

っては、当該増加する部分の床

面積）の合計に応じ、前号ウ(ア)

ｂに掲げる区分 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,410円 

前号ウ(ア)ｂに

掲げる区分に

よる金額 

 

 

 

 

 

34,290円 

前号ウ(イ)ｂに

掲げる区分に

よる金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に9,４１

０円を加算し

た金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金
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  (イ) (ア)以外の場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住宅等の場合は、認定建

築等計画の変更に係る部分の床

面積に２分の１を乗じて得た面

積（床面積の増加する部分にあ

っては、当該増加する部分の床

面積）の合計に応じ、前号ウ(イ)

ｂに掲げる区分 

 

 

 

 

 

 

 オ 前号オ又はカにより認定を受けた

住宅で建築基準関係規定適合審査の

申出がない場合 

  (ア) 確認書若しくは性能評価書又は

これらの写しの添付がある場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、認定維

持保全計画の変更に係る部分の

床面積に２分の１を乗じて得た

面積（床面積の増加する部分に

あっては、当該増加する部分の

床面積）の合計に応じ、前号オ

(ア)ｂに掲げる区分 

  (イ) (ア)以外の場合 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

額を加算した

額）に前号ウ

(ア)ｂに掲げる

区分による金

額を加算した

金額 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に３4,２

９０円を加算

した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に前号ウ

(イ)ｂに掲げる

区分による金

額を加算した

金額 

 

 

 

 

 

9,410円 

前号オ(ア)ｂに

掲げる区分に

よる金額 
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   ａ 一戸建て住宅の場合 

   ｂ 共同住宅等の場合は、認定維

持保全計画の変更に係る部分の

床面積に２分の１を乗じて得た

面積（床面積の増加する部分に

あっては、当該増加する部分の

床面積）の合計に応じ、前号オ

(イ)ｂに掲げる区分 

 カ 前号オ又はカにより認定を受けた

住宅で建築基準関係規定適合審査の

申出があった場合 

  (ア) 確認書若しくは性能評価書又は

これらの写しの添付がある場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住宅等の場合は、認定維

持保全計画の変更に係る部分の

床面積に２分の１を乗じて得た

面積（床面積の増加する部分に

あっては、当該増加する部分の

床面積）の合計に応じ、前号オ

(ア)ｂに掲げる区分 

 

 

 

 

 

 

  (イ) (ア)以外の場合 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

34,290円 

前号オ(イ)ｂに

掲げる区分に

よる金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に9,４１

０円を加算し

た金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に前号オ

(ア)ｂに掲げる

区分による金

額を加算した

金額 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金
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額を加算した

額）に３4,２

９０円を加算 

 

   ｂ 共同住宅等の場合は、認定維

持保全計画の変更に係る部分の

床面積に２分の１を乗じて得た

面積（床面積の増加する部分に

あっては、当該増加する部分の

床面積）の合計に応じ、前号オ

(イ)ｂに掲げる区分 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に前号オ

(イ)ｂに掲げる

区分による金

額を加算した

金額 

 

⑶ 譲受人を決定した場合における長期

優良住宅建築等計画等の認定変更申請

手数料  

１件 3,050円 

  

長期優良住

宅普及促進

法第９条第

１項 

⑷ 区分所有住宅の管理者等が選任され １件 3,050円 長期優良住 

 た場合における長期優良住宅建築等計

画等の認定変更申請手数料 

  宅普及促進

法第９条第

３項 

⑸ 長期優良住宅建築等計画等の認定計

画実施者の地位の承継の承認申請手数

料 

１件 3,050円 長期優良住

宅普及促進

法第１０条 

⑹ 認定長期優良住宅建築等計画に基づ

く建築に係る住宅の容積率の特例許可

申請手数料 

１件 157,660円 長期優良住

宅普及促進

法第１８条 

備考 

 １ 「建築基準関係規定適合審査の申出」とは、長期優良住宅普及促

進法第６条第２項の規定による申出をいう。 

 ２ 「確認書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１

１年法律第８１号）第６条の２第５項に規定する確認書をいう。 

 ３ 「性能評価書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第５

条第１項に規定する住宅性能評価書をいう。 
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 ４ 「建築物確認区分」とは、別表第３第１２項第１号に掲げる区分

をいう。 

 ５ 「建築設備確認区分」とは、別表第３第１２項第５３号に掲げる

区分をいう。 

 ６ 「認定建築等計画」とは、認定を受けた長期優良住宅建築等計画

をいう。 

 ７ 「認定維持保全計画」とは、認定を受けた長期優良住宅維持保全

計画をいう。 
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３７ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第 8 ４号。

以下この項において「低炭素化促進法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 低炭素建築物新築等計画の認定申請

手数料  

 ア 建築基準関係規定適合審査の申出

がない場合 

  (ア) 一戸建て住宅（住宅以外の用途 

   に供する部分を有するものを含む。

   以下この項において同じ。）の住

宅のみの場合（ただし、住宅以外

の用途に供する部分を有する一戸

建て住宅の建築物の全体の申請を

併せて行う場合にあっては、(ウ)の

規定による。） 

   ａ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

標準計算法のとき 

   ｂ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

仕様・計算併用法のとき 

   ｃ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

仕様基準のとき 

   ｄ 低炭素建築物適合証の提出が

あるとき 

  (イ) 共同住宅等の住棟全体の場合 

   ａ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

標準計算法のとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,200円 

 

 

25,490円 

 

 

17,450円 

 

 

4,720円 

 

 

低炭素化促

進法第５３

条第１項 

    (ａ) 共用部分床面積が３００平

方メートル以内の場合は、共

同住宅等住戸数に応じ、次に

掲げる区分 

     Ⅰ １戸のもの 

     Ⅱ １戸を超え５戸以下のも

の 

     Ⅲ ５戸を超え１０戸以下の

もの 

     Ⅳ １０戸を超え２５戸以下

のもの 

     Ⅴ ２５戸を超え５０戸以下

のもの 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

143,510円 

178,280円 

 

206,490円 

 

245,950円 

 

305,580円 
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     Ⅵ ５０戸を超え１００戸以

下のもの 

     Ⅶ １００戸を超え２００戸

以下のもの 

     Ⅷ ２００戸を超え３００戸

以下のもの 

     Ⅸ ３００戸を超えるもの 

    (ｂ) 共用部分床面積が３００平

方メートルを超え2,０００平

方メートル以内の場合は、共

同住宅等住戸数に応じ、(イ)ａ

(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｃ) 共用部分床面積が2,０００

平方メートルを超え5,０００

平方メートル以内の場合は、

共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ａ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｄ) 共用部分床面積が5,０００

平方メートルを超え１万平方

メートル以内の場合は、共同

住宅等住戸数に応じ、(イ)ａ(ａ)

に掲げる区分 

 

 

    (ｅ) 共用部分床面積が１万平方

メートルを超え２万5,０００

平方メートル以内の場合は、 

     共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ａ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｆ) 共用部分床面積が２万5,０

００平方メートルを超える場

合は、共同住宅等住戸数に応

じ、(イ)ａ(ａ)に掲げる区分 

 

 

 

   ｂ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

仕様・計算併用法のとき 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390,670円 

 

490,440円 

 

609,090円 

 

696,190円 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ａ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に７0,９

６０円を加算

した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ａ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１７1,

４６０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ａ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に２５1,

３２０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ａ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に３２1,

６００円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ａ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に３９2,

５６０円を加

算した金額 
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    (ａ) 共用部分床面積が３００平

方メートル以内の場合は、共

同住宅等住戸数に応じ、次に

掲げる区分 

     Ⅰ １戸のもの 

     Ⅱ １戸を超え５戸以下のも

の 

     Ⅲ ５戸を超え１０戸以下の

もの 

     Ⅳ １０戸を超え２５戸以下

のもの 

     Ⅴ ２５戸を超え５０戸以下

のもの 

     Ⅵ ５０戸を超え１００戸以

下のもの 

     Ⅶ １００戸を超え２００戸

以下のもの 

     Ⅷ ２００戸を超え３００戸

以下のもの 

     Ⅸ ３００戸を超えるもの 

    (ｂ) 共用部分床面積が３００平

方メートルを超え2,０００平

方メートル以内の場合は、共

同住宅等住戸数に応じ、(イ)ｂ

(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｃ) 共用部分床面積が2,０００

平方メートルを超え5,０００

平方メートル以内の場合は、

共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ｂ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｄ) 共用部分床面積が5,０００

平方メートルを超え１万平方

メートル以内の場合は、共同

住宅等住戸数に応じ、(イ)ｂ(ａ)

に掲げる区分 

 

 

    (ｅ) 共用部分床面積が１万平方

メートルを超え２万5,０００

平方メートル以内の場合は、 

     共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

134,800円 

160,190円 

 

180,960円 

 

211,780円 

 

258,680円 

 

327,690円 

 

410,770円 

 

502,560円 

 

565,610円 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｂ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に７0,９

６０円を加算

した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｂ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１７1,

４６０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｂ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に２５1,

３２０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｂ(ａ)に掲げ

る区分による
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ｂ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｆ) 共用部分床面積が２万5,０

００平方メートルを超える場

合は、共同住宅等住戸数に応

じ、(イ)ｂ(ａ)に掲げる区分 

 

 

 

   ｃ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

仕様基準のとき 

    (ａ) 共用部分床面積が３００平

方メートル以内の場合は、共

同住宅等住戸数に応じ、次に

掲げる区分 

     Ⅰ １戸のもの 

     Ⅱ １戸を超え５戸以下のも

の 

     Ⅲ ５戸を超え１０戸以下の

もの 

     Ⅳ １０戸を超え２５戸以下

のもの 

     Ⅴ ２５戸を超え５０戸以下

のもの 

     Ⅵ ５０戸を超え１００戸以

下のもの 

     Ⅶ １００戸を超え２００戸

以下のもの 

     Ⅷ ２００戸を超え３００戸

以下のもの 

     Ⅸ ３００戸を超えるもの 

    (ｂ) 共用部分床面積が３００平

方メートルを超え2,０００平

方メートル以内の場合は、共

同住宅等住戸数に応じ、(イ)ｃ

(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｃ) 共用部分床面積が2,０００

平方メートルを超え5,０００

平方メートル以内の場合は、

共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ｃ(ａ)に掲げる区分 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

金額に３２1,

６００円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｂ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に３９2,

５６０円を加

算した金額 

 

 

 

 

 

 

 

126,690円 

142,040円 

 

156,910円 

 

177,550円 

 

212,450円 

 

265,380円 

 

331,650円 

 

396,640円 

 

436,300円 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｃ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に７0,９

６０円を加算

した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｃ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１７1,
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    (ｄ) 共用部分床面積が5,０００

平方メートルを超え１万平方

メートル以内の場合は、共同

住宅等住戸数に応じ、(イ)ｃ(ａ)

に掲げる区分 

 

 

    (ｅ) 共用部分床面積が１万平方

メートルを超え２万5,０００

平方メートル以内の場合は、

共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ｃ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｆ) 共用部分床面積が２万5,０

００平方メートルを超える場

合は、共同住宅等住戸数に応

じ、(イ)ｃ(ａ)に掲げる区分 

 

 

 

   ｄ 低炭素建築物適合証の提出が

ある場合 

    (ａ) 共用部分床面積が３００平

方メートル以内の場合は、共

同住宅等住戸数に応じ、次に

掲げる区分 

     Ⅰ １戸のもの 

     Ⅱ １戸を超え５戸以下のも

の 

     Ⅲ ５戸を超え１０戸以下の

もの 

     Ⅳ １０戸を超え２５戸以下

のもの 

     Ⅴ ２５戸を超え５０戸以下

のもの 

     Ⅵ ５０戸を超え１００戸以

下のもの 

     Ⅶ １００戸を超え２００戸

以下のもの 

     Ⅷ ２００戸を超え３００戸

以下のもの 

     Ⅸ ３００戸を超えるもの 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

４６０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｃ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に２５1,

３２０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｃ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に３２1,

６００円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｃ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に３９2,

５６０円を加

算した金額 

 

 

 

 

 

 

14,130円 

18,820円 

 

25,520円 

 

36,240円 

 

54,330円 

 

89,840円 

 

136,740円 

 

170,240円 

 

180,960円 
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    (ｂ) 共用部分床面積が３００平

方メートルを超え2,０００平

方メートル以内の場合は、共

同住宅等住戸数に応じ、(イ)ｄ

(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｃ) 共用部分床面積が2,０００

平方メートルを超え5,０００

平方メートル以内の場合は、

共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ｄ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｄ) 共用部分床面積が5,０００

平方メートルを超え１万平方

メートル以内の場合は、共同

住宅等住戸数に応じ、(イ)ｄ(ａ)

に掲げる区分 

 

 

    (ｅ) 共用部分床面積が１万平方

メートルを超え２万5,０００

平方メートル以内の場合は、

共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ｄ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｆ) 共用部分床面積が２万5,０

００平方メートルを超える場

合は、共同住宅等住戸数に応

じ、(イ)ｄ(ａ)に掲げる区分 

 

 

 

  (ウ) 複合建築物又は住宅以外の用途

に供する部分を有する一戸建て住

宅の建築物の全体の場合 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｄ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１7,４

２０円を加算

した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｄ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に７1,０

２０円を加算

した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｄ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１１7,

９２０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｄ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１５1,

４２０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｄ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１９1,

６２０円を加

算した金額 

複合建築物に

おける共同住

宅等の部分の

共用部分を共

同住宅等の共

用部分とみな

して適用する

(イ)に掲げる区

分による金額

（住宅以外の
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  (エ) 非住宅建築物の全体の場合 

   ａ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合 

    (ａ) １棟の建築物の床面積の合

計に応じ、次に掲げる区分 

     Ⅰ ３００平方メートル以内

のもの 

 

 

 

 

 

     Ⅱ ３００平方メートルを超

え2,０００平方メートル以

内のもの 

 

 

 

 

     Ⅲ 2,０００平方メートルを

超え5,０００平方メートル

以内のもの 

 

 

 

 

     Ⅳ 5,０００平方メートルを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

用途に供する

部分を有する

一戸建て住宅

の場合にあっ

ては、(ア)に掲

げる区分によ

る金額）に、

複合建築物又

は一戸建て住

宅の住宅以外

の用途に供す

る部分を１棟

の建築物とみ

なして適用す

る(エ)に掲げる

区分による金

額を加算した

金額 

 

 

 

 

 

２４1,２３０

円（ただし、

外皮性能の基

準を適用しな

いものにあっ

ては、１０9,

２４０円） 

３８4,６１０

円（ただし、

外皮性能の基

準を適用しな

いものにあっ

ては、１８0,

２００円） 

５４7,４２０

円（ただし、

外皮性能の基

準を適用しな

いものにあっ

ては、２８0,

７００円） 

６７1,３７０
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超え１万平方メートル以内

のもの 

 

 

 

 

     Ⅴ １万平方メートルを超え

２万5,０００平方メートル

以内のもの 

 

 

 

 

     Ⅵ ２万5,０００平方メート

ルを超えるもの 

 

 

 

 

 

   ｂ 低炭素建築物適合証の提出が

ある場合 

    (ａ) １棟の建築物の床面積の合

計に応じ、次に掲げる区分 

     Ⅰ ３００平方メートル以内

のもの 

     Ⅱ ３００平方メートルを超

え2,０００平方メートル以

内のもの 

     Ⅲ 2,０００平方メートルを

超え5,０００平方メートル

以内のもの 

     Ⅳ 5,０００平方メートルを

超え１万平方メートル以内

のもの 

     Ⅴ １万平方メートルを超え

２万5,０００平方メートル

以内のもの 

     Ⅵ ２万5,０００平方メート

ルを超えるもの 

 イ 建築基準関係規定適合審査の申出

があった場合 

  (ア) 一戸建て住宅の住宅のみの場合

（ただし、住宅以外の用途に供す

る部分を有する一戸建て住宅の建

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

円（ただし、

外皮性能の基

準を適用しな

いものにあっ

ては、３６0,

５６０円） 

７９1,３００

円（ただし、

外皮性能の基

準を適用しな

いものにあっ

ては、４３0,

８４０円） 

９０3,１９０

円（ただし、

外皮性能の基

準を適用しな

いものにあっ

ては、５０1,

８００円） 

 

 

 

 

9,410円 

 

26,830円 

 

 

80,430円 

 

 

127,330円 

 

 

160,830円 

 

 

201,030円 

 

 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の
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築物の全体の申請を併せて行う場

合にあっては、(ウ)の規定による。

） 

 

 

 

 

 

 

  (イ) 共同住宅等の住棟全体の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ウ) 複合建築物又は住宅以外の用途

に供する部分を有する一戸建て住

宅の建築物の全体の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (エ) 非住宅建築物の全体の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にア(ア)に

掲げる区分に

よる金額を加

算した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にア(イ)に

掲げる区分に

よる金額を加

算した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にア(ウ)に

掲げる区分に

よる金額を加

算した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にア(エ)に

掲げる区分に

よる金額を加 

  算した金額  
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⑵ 低炭素建築物新築等計画の変更認定

申請手数料  

 ア 建築基準関係規定適合審査の申出

がない場合 

  (ア) 一戸建て住宅の住宅のみの場合

（ただし、住宅以外の用途に供す

る部分を有する一戸建て住宅の建

築物の全体の申請を併せて行う場

合にあっては、(ウ)の規定による。

） 

   ａ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

標準計算法のとき 

   ｂ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

仕様・計算併用法のとき 

   ｃ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

仕様基準のとき 

   ｄ 低炭素建築物適合証の提出が

あるとき 

  (イ) 共同住宅等の住棟全体の場合 

   ａ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

標準計算法のとき 

    (ａ) 共用部分変更床面積が３０ 

     ０平方メートル以内の場合は、

     共同住宅等住戸数に応じ、次

に掲げる区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,120円 

 

 

12,760円 

 

 

8,740円 

 

 

2,380円 

 

低炭素化促

進法第５５

条第１項 

     Ⅰ １戸のもの 

     Ⅱ １戸を超え５戸以下のも

の 

     Ⅲ ５戸を超え１０戸以下の

もの 

     Ⅳ １０戸を超え２５戸以下

のもの 

     Ⅴ ２５戸を超え５０戸以下

のもの 

     Ⅵ ５０戸を超え１００戸以

下のもの 

     Ⅶ １００戸を超え２００戸

以下のもの 

     Ⅷ ２００戸を超え３００戸

以下のもの 

     Ⅸ ３００戸を超えるもの 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

126,370円 

143,760円 

 

157,860円 

 

177,590円 

 

207,410円 

 

249,950円 

 

299,840円 

 

359,160円 

 

402,710円 
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    (ｂ) 共用部分変更床面積が３０

０平方メートルを超え2,００ 

     ０平方メートル以内の場合は、

     共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ａ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｃ) 共用部分変更床面積が2,０

００平方メートルを超え5,０

００平方メートル以内の場合 

     は、共同住宅等住戸数に応じ、

     (イ)ａ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｄ) 共用部分変更床面積が5,０

００平方メートルを超え１万

平方メートル以内の場合は、

共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ａ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｅ) 共用部分変更床面積が１万

平方メートルを超え２万5,０

００平方メートル以内の場合 

     は、共同住宅等住戸数に応じ、

     (イ)ａ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｆ) 共用部分変更床面積が２万

5,０００平方メートルを超え

る場合は、共同住宅等住戸数

に応じ、(イ)ａ(ａ)に掲げる区分 

 

 

 

   ｂ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

仕様・計算併用法のとき 

    (ａ) 共用部分変更床面積が３０ 

     ０平方メートル以内の場合は、

     共同住宅等住戸数に応じ、次

に掲げる区分 

     Ⅰ １戸のもの 

     Ⅱ １戸を超え５戸以下のも

の 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ａ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に７0,９

６０円を加算

した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ａ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１７1,

４６０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ａ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に２５1,

３２０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ａ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に３２1,

６００円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ａ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に３９2,

５６０円を加

算した金額 

 

 

 

 

 

 

 

122,020円 

134,710円 
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     Ⅲ ５戸を超え１０戸以下の

もの 

     Ⅳ １０戸を超え２５戸以下

のもの 

     Ⅴ ２５戸を超え５０戸以下

のもの 

     Ⅵ ５０戸を超え１００戸以

下のもの 

     Ⅶ １００戸を超え２００戸

以下のもの 

     Ⅷ ２００戸を超え３００戸

以下のもの 

     Ⅸ ３００戸を超えるもの 

    (ｂ) 共用部分変更床面積が３０

０平方メートルを超え2,００ 

     ０平方メートル以内の場合は、

     共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ｂ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｃ) 共用部分変更床面積が2,０

００平方メートルを超え5,０

００平方メートル以内の場合 

     は、共同住宅等住戸数に応じ、

     (イ)ｂ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｄ) 共用部分変更床面積が5,０

００平方メートルを超え１万

平方メートル以内の場合は、

共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ｂ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｅ) 共用部分変更床面積が１万

平方メートルを超え２万5,０

００平方メートル以内の場合 

     は、共同住宅等住戸数に応じ、

     (イ)ｂ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｆ) 共用部分変更床面積が２万

5,０００平方メートルを超え

る場合は、共同住宅等住戸数

に応じ、(イ)ｂ(ａ)に掲げる区分 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

145,100円 

 

160,510円 

 

183,960円 

 

218,460円 

 

260,000円 

 

305,900円 

 

337,420円 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｂ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に７0,９

６０円を加算

した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｂ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１７1,

４６０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｂ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に２５1,

３２０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｂ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に３２1,

６００円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｂ(ａ)に掲げ

る区分による
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   ｃ 低炭素建築物適合証の提出が

ない場合であって、評価手法が

仕様基準のとき 

    (ａ) 共用部分変更床面積が３０ 

     ０平方メートル以内の場合は、

     共同住宅等住戸数に応じ、次

に掲げる区分 

     Ⅰ １戸のもの 

     Ⅱ １戸を超え５戸以下のも

の 

     Ⅲ ５戸を超え１０戸以下の

もの 

     Ⅳ １０戸を超え２５戸以下

のもの 

     Ⅴ ２５戸を超え５０戸以下

のもの 

     Ⅵ ５０戸を超え１００戸以

下のもの 

     Ⅶ １００戸を超え２００戸

以下のもの 

     Ⅷ ２００戸を超え３００戸

以下のもの 

     Ⅸ ３００戸を超えるもの 

    (ｂ) 共用部分変更床面積が３０

０平方メートルを超え2,００ 

     ０平方メートル以内の場合は、

     共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ｃ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｃ) 共用部分変更床面積が2,０

００平方メートルを超え5,０

００平方メートル以内の場合 

     は、共同住宅等住戸数に応じ、

     (イ)ｃ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｄ) 共用部分変更床面積が5,０

００平方メートルを超え１万

平方メートル以内の場合は、

共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ｃ(ａ)に掲げる区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

金額に３９2,

５６０円を加

算した金額 

 

 

 

 

 

 

 

117,960円 

125,640円 

 

133,070円 

 

143,390円 

 

160,840円 

 

187,310円 

 

220,440円 

 

252,940円 

 

272,770円 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｃ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に７0,９

６０円を加算

した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｃ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１７1,

４６０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｃ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に２５1,
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    (ｅ) 共用部分変更床面積が１万

平方メートルを超え２万5,０

００平方メートル以内の場合 

     は、共同住宅等住戸数に応じ、

     (イ)ｃ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｆ) 共用部分変更床面積が２万

5,０００平方メートルを超え

る場合は、共同住宅等住戸数

に応じ、(イ)ｃ(ａ)に掲げる区分 

 

 

 

   ｄ 低炭素建築物適合証の提出が

ある場合 

    (ａ) 共用部分変更床面積が３０ 

     ０平方メートル以内の場合は、

     共同住宅等住戸数に応じ、次

に掲げる区分 

     Ⅰ １戸のもの 

     Ⅱ １戸を超え５戸以下のも

の 

     Ⅲ ５戸を超え１０戸以下の

もの 

     Ⅳ １０戸を超え２５戸以下

のもの 

     Ⅴ ２５戸を超え５０戸以下

のもの 

     Ⅵ ５０戸を超え１００戸以

下のもの 

     Ⅶ １００戸を超え２００戸

以下のもの 

     Ⅷ ２００戸を超え３００戸

以下のもの 

     Ⅸ ３００戸を超えるもの 

    (ｂ) 共用部分変更床面積が３０

０平方メートルを超え2,００ 

     ０平方メートル以内の場合は、

     共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ｄ(ａ)に掲げる区分 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

１件 

 

 

 

 

 

 

３２０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｃ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に３２1,

６００円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｃ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に３９2,

５６０円を加

算した金額 

 

 

 

 

 

 

11,770円 

14,110円 

 

17,460円 

 

22,820円 

 

31,870円 

 

49,620円 

 

73,070円 

 

89,820円 

 

95,180円 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｄ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１7,４

２０円を加算

した金額 
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    (ｃ) 共用部分変更床面積が2,０

００平方メートルを超え5,０

００平方メートル以内の場合 

     は、共同住宅等住戸数に応じ、

     (イ)ｄ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｄ) 共用部分変更床面積が5,０

００平方メートルを超え１万

平方メートル以内の場合は、

共同住宅等住戸数に応じ、(イ)

ｄ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｅ) 共用部分変更床面積が１万

平方メートルを超え２万5,０

００平方メートル以内の場合 

     は、共同住宅等住戸数に応じ、

     (イ)ｄ(ａ)に掲げる区分 

 

 

    (ｆ) 共用部分変更床面積が２万

5,０００平方メートルを超え

る場合は、共同住宅等住戸数

に応じ、(イ)ｄ(ａ)に掲げる区分 

 

 

 

  (ウ) 複合建築物又は住宅以外の用途

に供する部分を有する一戸建て住

宅の建築物の全体の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｄ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に７1,０

２０円を加算

した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｄ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１１7,

９２０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｄ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１５1,

４２０円を加

算した金額 

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)ｄ(ａ)に掲げ

る区分による

金額に１９1,

６２０円を加

算した金額 

複合建築物に

おける共同住

宅等の部分の

共用部分を共

同住宅等の共

用部分とみな

して適用する

(イ)に掲げる区

分による金額

（住宅以外の

用途に供する

部分を有する

一戸建て住宅

の場合にあっ

ては、(ア)に掲

げる区分によ

る金額）に、
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  (エ) 非住宅建築物の全体の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 建築基準関係規定適合審査の申出

があった場合 

  (ア) 一戸建て住宅の住宅のみの場合

（ただし、住宅以外の用途に供す

る部分を有する一戸建て住宅の建

築物の全体の申請を併せて行う場

合にあっては、(ウ)の規定による。

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合建築物又

は一戸建て住

宅の住宅以外

の用途に供す

る部分を１棟

の建築物とみ

なして適用す

る(エ)に掲げる

区分による金

額を加算した

金額 

１棟の建築物

（複合建築物

の場合は共用

部分を除く非

住宅建築物部

分）の計画変

更に係る部分

の床面積の２

分の１の面積

（床面積が増

加する場合に

あっては、こ

れに当該増加

する部分の床

面積を加算し

た面積）につ

いて、前号ア

(エ)に掲げる区

分に応じた金

額 

 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にア(ア)に

掲げる区分に

よる金額を加

算した金額 
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  (イ) 共同住宅等の住棟全体の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ウ) 複合建築物又は住宅以外の用途

に供する部分を有する一戸建て住

宅の建築物の全体の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (エ) 非住宅建築物の全体の場合 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にア(イ)に

掲げる区分に

よる金額を加

算した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）にア(ウ)に

掲げる区分に

よる金額を加

算した金額 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した 

  額）にア(エ)に

掲げる区分に

よる金額を加

算した金額 

 

備考 

 １ 「建築基準関係規定適合審査の申出」とは、低炭素化促進法第５

４条第２項の規定による申出をいう。 

 ２ 「低炭素建築物適合証」とは、建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律第１４条第１項に規定する登録建築物エネルギー
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消費性能判定機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第

１項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築基準法第７７条の２

１第１項に規定する指定確認検査機関が低炭素建築物新築等計画が

低炭素化促進法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合しているこ

とを証する書類をいう。 

 ３ 「共用部分床面積」とは、共同住宅等の共用部分の床面積の合計

をいう。 

 ４ 「共同住宅等住戸数」とは、共同住宅等の住戸の数の合計をいう。 

 ５ 「複合建築物」とは、共同住宅等と住宅以外の用途に供する部分

を有する建築物をいう。 

 ６ 「非住宅建築物」とは、住宅の部分を有しない建築物をいう。 

 ７ 「外皮性能の基準を適用しないもの」とは、低炭素化促進法第５

４条第１項第１号に規定する国土交通大臣が定める基準により、外

壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準が適用されない非

住宅建築物をいう。 

 ８ 「建築物確認区分」とは、別表第３第１２項第１号に掲げる区分

をいう。 

 ９ 「建築設備確認区分」とは、別表第３第１２項第５３号に掲げる

区分をいう。 

  １０ 「共用部分変更床面積」とは、共同住宅等の共用部分の計画変

更に係る床面積の合計の２分の１の面積（床面積が増加する場合に

あっては、これに当該増加する床面積を加算した面積）をいう。 
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３８ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（以下この項

において「建築物省エネ法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 建築物エネルギー消費性能確保計画

の適合性判定手数料  

 ア 一戸建て住宅（住宅以外の用途に

供する部分を有するものを含む。以

下この項において同じ。）の場合 

  (ア) 評価手法が標準計算法の場合は、

   当該一戸建て住宅の床面積の合計

に応じ、次に掲げる区分 

   ａ ２００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ２００平方メートル以上のも

の 

  (イ) 評価手法が仕様・計算併用法の

場合は、当該一戸建て住宅の床面

積の合計に応じ、次に掲げる区分 

   ａ ２００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ２００平方メートル以上のも

の 

  (ウ) 評価手法が仕様基準の場合は、

当該一戸建て住宅の床面積の合計

に応じ、次に掲げる区分 

   ａ ２００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ２００平方メートル以上のも

の 

 イ 共同住宅等の場合 

  (ア) 評価手法が標準計算法の場合は、

   当該共同住宅等の床面積の合計に

応じ、次に掲げる区分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上の

もの 

  (イ) 評価手法が仕様・計算併用法の

場合は、当該共同住宅等の床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,200円 

 

38,220円 

 

 

 

 

25,490円 

 

28,170円 

 

 

 

 

17,450円 

 

18,790円 

 

 

 

 

 

69,040円 

 

115,270円 

 

196,340円 

 

281,430円 

 

建築物省エ

ネ法第１１

条第１項又

は第１２条

第２項 
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   の合計に応じ、次に掲げる区分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上の

もの 

  (ウ) 評価手法が仕様基準の場合は、

当該共同住宅等の床面積の合計に

応じ、次に掲げる区分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上の

もの 

 ウ 建築物エネルギー消費性能基準に

適合させるべき評価対象が照明設備

の一次エネルギー消費量のみの場合

又は当該評価対象がない場合 

  (ア) 非住宅建築物の評価手法が国土

交通大臣が定める簡易な評価方法

の場合は、当該非住宅建築物の床 

   面積の合計に応じ、次に掲げる区 

   分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上１

万平方メートル未満のもの 

   ｅ １万平方メートル以上２万5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｆ ２万5,０００平方メートル以

上のもの 

  (イ) 非住宅建築物の評価手法が標準 

   入力法又は主要室入力法の場合は、

   当該非住宅建築物の床面積の合計

に応じ、次に掲げる区分 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

50,950円 

 

85,790円 

 

149,440円 

 

218,450円 

 

 

 

 

32,860円 

 

57,050円 

 

103,210円 

 

156,140円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,790円 

 

37,550円 

 

95,170円 

 

143,410円 

 

178,250円 

 

221,130円 
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   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上１

万平方メートル未満のもの 

   ｅ １万平方メートル以上２万5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｆ ２万5,０００平方メートル以

上のもの 

 エ アからウまで以外の場合 

  (ア) 非住宅建築物の評価手法が国土

交通大臣が定める簡易な評価方法

の場合は、当該非住宅建築物の床

面積の合計に応じ、次に掲げる区

分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上１

万平方メートル未満のもの 

   ｅ １万平方メートル以上２万5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｆ ２万5,０００平方メートル以

上のもの 

  (イ) 非住宅建築物の評価手法が標準 

   入力法又は主要室入力法の場合は、

   当該非住宅建築物の床面積の合計

に応じ、次に掲げる区分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上１

万平方メートル未満のもの 

   ｅ １万平方メートル以上２万5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｆ ２万5,０００平方メートル以 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

22,810円 

 

42,910円 

 

101,870円 

 

150,850円 

 

186,290円 

 

230,510円 

 

 

 

 

 

 

 

87,130円 

 

146,090円 

 

236,540円 

 

308,970円 

 

371,210円 

 

435,530円 

 

 

 

 

 

227,830円 

 

368,530円 

 

525,980円 

 

647,920円 

 

765,840円 

 

873,710円 
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    上のもの 

 オ 住宅及び非住宅建築物の複合建築

物の場合 

 

１件 

 

 

住宅及び非住

宅建築物に該

当する部分の

床面積ごとに

アからエまで

に該当する金

額を合計した

金額 

 

⑵ 建築物エネルギー消費性能確保計画

の適合性判定変更手数料  

 ア 一戸建て住宅の場合 

  (ア) 評価手法が標準計算法の場合は、

   当該一戸建て住宅の床面積の合計

に応じ、次に掲げる区分 

   ａ ２００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ２００平方メートル以上のも

の 

  (イ) 評価手法が仕様・計算併用法の

場合は、当該一戸建て住宅の床面

積の合計に応じ、次に掲げる区分 

   ａ ２００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ２００平方メートル以上のも

の 

  (ウ) 評価手法が仕様基準の場合は、

当該一戸建て住宅の床面積の合計

に応じ、次に掲げる区分 

   ａ ２００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ２００平方メートル以上のも

の 

 イ 共同住宅等の場合 

  (ア) 評価手法が標準計算法の場合は、

   当該共同住宅等の床面積の合計に

応じ、次に掲げる区分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

17,120円 

 

19,130円 

 

 

 

 

12,760円 

 

14,100円 

 

 

 

 

8,740円 

 

9,410円 

 

 

 

 

 

34,540円 

 

57,650円 

 

98,190円 

 

建築物省エ

ネ法第１１

条第２項又

は第１２条

第３項 

   ｄ 5,０００平方メートル以上の

もの 

１件 

 

140,730円 
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  (イ) 評価手法が仕様・計算併用法の

場合は、当該共同住宅等の床面積

の合計に応じ、次に掲げる区分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上の

もの 

  (ウ) 評価手法が仕様基準の場合は、

当該共同住宅等の床面積の合計に

応じ、次に掲げる区分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上の

もの 

 ウ 建築物エネルギー消費性能基準に

適合させるべき評価対象が照明設備

の一次エネルギー消費量のみの場合

又は当該評価対象がない場合 

  (ア) 非住宅建築物の評価手法が国土

交通大臣が定める簡易な評価方法

の場合は、当該非住宅建築物の床

面積の合計に応じ、次に掲げる区

分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上１

万平方メートル未満のもの 

   ｅ １万平方メートル以上２万5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｆ ２万5,０００平方メートル以

上のもの 

  (イ) 非住宅建築物の評価手法が標準 

   入力法又は主要室入力法の場合は、

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

25,490円 

 

42,910円 

 

74,740円 

 

109,240円 

 

 

 

 

16,450円 

 

28,570円 

 

51,620円 

 

78,090円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,410円 

 

18,790円 

 

47,600円 

 

71,720円 

 

89,140円 

 

110,580円 
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   当該非住宅建築物の床面積の合計

に応じ、次に掲げる区分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上１

万平方メートル未満のもの 

   ｅ １万平方メートル以上２万5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｆ ２万5,０００平方メートル以

上のもの 

 エ アからウまで以外の場合 

  (ア) 非住宅建築物の評価手法が国土

交通大臣が定める簡易な評価方法

の場合は、当該非住宅建築物の床

面積の合計に応じ、次に掲げる区

分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上１

万平方メートル未満のもの 

   ｅ １万平方メートル以上２万5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｆ ２万5,０００平方メートル以

上のもの 

  (イ) 非住宅建築物の評価手法が標準 

   入力法又は主要室入力法の場合は、

   当該非住宅建築物の床面積の合計

に応じ、次に掲げる区分 

   ａ ３００平方メートル未満のも

の 

   ｂ ３００平方メートル以上2,０

００平方メートル未満のもの 

   ｃ 2,０００平方メートル以上5,

０００平方メートル未満のもの 

   ｄ 5,０００平方メートル以上１

万平方メートル未満のもの 

   ｅ １万平方メートル以上２万5, 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

11,420円 

 

21,410円 

 

50,950円 

 

75,410円 

 

93,160円 

 

115,270円 

 

 

 

 

 

 

 

43,580円 

 

73,060円 

 

118,290円 

 

154,470円 

 

185,620円 

 

217,780円 

 

 

 

 

 

113,930円 

 

184,280円 

 

263,010円 

 

323,910円 

 

382,940円 
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    ０００平方メートル未満のもの 

   ｆ ２万5,０００平方メートル以

上のもの 

 オ 住宅及び非住宅建築物の複合建築

物の場合  

 

１件 

 

１件 

 

 

436,870円 

 

住宅及び非住

宅建築物に該

当する部分の

床面積ごとに

アからエまで

に該当する金

額を合計した

金額 

 

⑶ 建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定申請手数料 

 ア 建築基準関係規定適合審査の申出

がない場合 

  (ア) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付があるもの（(オ)又は(キ)

に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅の場合は、当該

一戸建て住宅の床面積の合計に

応じ、次に掲げる区分 

    (ａ) ２００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ２００平方メートル以上の

もの 

   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    次に掲げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,710円 

 

4,710円 

 

 

 

 

9,400円 

 

建築物省エ

ネ法第２９

条第１項 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

のもの 

  (イ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(ウ)、(エ)、

(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が標

準計算法の場合は、当該一戸建

て住宅の床面積の合計に応じ、

次に掲げる区分 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,120円 

 

 

44,910円 

 

 

80,420円 
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    (ａ) ２００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ２００平方メートル以上の

もの 

   ｂ 共同住宅等で評価手法が標準

計算法の場合は、当該共同住宅

等の床面積の合計に応じ、次に

掲げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

のもの 

  (ウ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)、(エ)、

(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が仕

様・計算併用法の場合は、当該

一戸建て住宅の床面積の合計に

応じ、次に掲げる区分 

    (ａ) ２００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ２００平方メートル以上の

もの 

   ｂ 共同住宅等で評価手法が仕様

・計算併用法の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    次に掲げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

のもの 

  (エ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)、(ウ)、

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

34,190円 

 

38,210円 

 

 

 

 

 

69,030円 

 

115,260円 

 

 

196,330円 

 

 

281,420円 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,480円 

 

28,160円 

 

 

 

 

 

50,940円 

 

85,780円 

 

 

149,430円 

 

 

218,440円 
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(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が仕

様基準の場合は、当該一戸建て

住宅の床面積の合計に応じ、次

に掲げる区分 

    (ａ) ２００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ２００平方メートル以上の

もの 

   ｂ 共同住宅等で評価手法が仕様

基準の場合は、当該共同住宅等

の床面積の合計に応じ、次に掲

げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

のもの 

  (オ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付があるもの（(ア)又は(キ)

に掲げる場合を除く。） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が国

土交通大臣が定める簡易な評価

方法の場合は、当該非住宅建築

物の床面積の合計に応じ、次に

掲げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のもの 

    (ｅ) １万平方メートル以上２万

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｆ) ２万5,０００平方メートル

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

17,440円 

 

18,780円 

 

 

 

 

 

32,850円 

 

56,970円 

 

 

103,200円 

 

 

156,130円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,400円 

 

26,820円 

 

 

80,420円 

 

 

127,320円 

 

160,820円 

 

 

201,020円 
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以上のもの 

  (カ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)から(エ)

まで又は(ク)に掲げる場合を除く。

） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が国

土交通大臣が定める簡易な評価

方法の場合は、当該非住宅建築

物の床面積の合計に応じ、次に

掲げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のもの 

    (ｅ) １万平方メートル以上２万

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｆ) ２万5,０００平方メートル

以上のもの 

  (キ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付があるもの（(ア)又は(オ)

に掲げる場合を除く。） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が標

準入力法又は主要室入力法の場

合は、当該非住宅建築物の床面

積の合計に応じ、次に掲げる区

分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のもの 

    (ｅ) １万平方メートル以上２万

5,０００平方メートル未満の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,120円 

 

146,080円 

 

 

236,530円 

 

 

308,890円 

 

371,200円 

 

 

435,520円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,400円 

 

26,820円 

 

 

80,420円 

 

 

127,320円 

 

160,820円 
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もの 

    (ｆ) ２万5,０００平方メートル

以上のもの 

  (ク) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)から(エ)

まで又は(カ)に掲げる場合を除く。 

   ） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が標

準入力法又は主要室入力法の場

合は、当該非住宅建築物の床面

積の合計に応じ、次に掲げる区

分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のもの 

    (ｅ) １万平方メートル以上２万

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｆ) ２万5,０００平方メートル

以上のもの 

  (ケ) 住宅及び非住宅建築物の複合建

築物 

 

 

 

 

 

 

 イ 建築基準関係規定適合審査の申出

がある場合 

  (ア) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付があるもの（(オ)又は(キ)

に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

201,020円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227,820円 

 

368,520円 

 

 

525,970円 

 

 

647,910円 

 

765,830円 

 

 

873,700円 

 

住宅及び非住

宅建築物に該

当する部分の

床面積ごとに 

(ア)から(ク)まで

に該当する金

額を合計した

金額 

 

 

 

 

 

当該一戸建て

住宅の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額
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   ｂ 共同住宅等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (イ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(ウ)、(エ)、

(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が標

準計算法の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(ア)

ａに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

当該共同住宅

等の床面積の

合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(ア)

ｂに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

 

 

 

当該一戸建て

住宅の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(イ)

ａに掲げる区

分による金額

を加算した金
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   ｂ 共同住宅等で評価手法が標準

計算法の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ウ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)、(エ)、

(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が仕

様・計算併用法の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住宅等で評価手法が仕様

・計算併用法の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

額 

当該共同住宅

等の床面積の

合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(イ)

ｂに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

 

 

 

当該一戸建て

住宅の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(ウ)

ａに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

当該共同住宅

等の床面積の

合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認
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  (エ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)、(ウ)、

(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が仕

様基準の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住宅等で評価手法が仕様

基準の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (オ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付があるもの（(ア)又は(キ)

に掲げる場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分による金

額を加算した

額）に、ア(ウ)

ｂに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

 

 

 

当該一戸建て

住宅の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(エ)

ａに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

当該共同住宅

等の床面積の

合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(エ)

ｂに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

 

 

 

－ 127 －



   ａ 非住宅建築物で評価手法が国

土交通大臣が定める簡易な評価

方法の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (カ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)から(エ)

まで又は(ク)に掲げる場合を除く。

） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が国

土交通大臣が定める簡易な評価

方法の場合 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

当該非住宅建

築物の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(オ)

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

 

 

 

 

当該非住宅建

築物の床面積 

の合計に応じ、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (キ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付があるもの（(ア)又は(オ)

に掲げる場合を除く。） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が標

準入力法又は主要室入力法の場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(カ)

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

 

 

 

当該非住宅建

築物の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、
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  (ク) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)から(エ)

まで又は(カ)に掲げる場合を除く。

） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が標

準入力法又は主要室入力法の場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(キ)

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

 

 

 

 

当該非住宅建

築物の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金 

 

 

 

 

 

  (ケ) 住宅及び非住宅建築物の複合建

築物 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

額を加算した

額）に、ア(ク)

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

住宅及び非住

宅建築物に該

当する部分の

床面積ごとに

(ア)から(ク)まで

に該当する金

額を合計した

金額 

 

⑷ 複数の建築物の連携による建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認定申請

手数料  

１件 計画に係る一

の建築物ごと

の前号に掲げ

る区分に応じ

た金額を合計

した金額 

建築物省エ

ネ法第２９

条第３項 

    
⑸ 建築物エネルギー消費性能向上計画

の変更認定申請手数料  

 ア 建築基準関係規定適合審査の申出

がない場合 

  (ア) 建築物省エネ適合証又は性能評

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物省エ

ネ法第３１

条第１項 
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価書の添付があるもの（(オ)又は(キ)

に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅の場合は、当該

一戸建て住宅の床面積の合計に

応じ、次に掲げる区分 

    (ａ) ２００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ２００平方メートル以上の

もの 

   ｂ 共同住宅等の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    次に掲げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

のもの 

  (イ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(ウ)、(エ)、

(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が標

準計算法の場合は、当該一戸建

て住宅の床面積の合計に応じ、

次に掲げる区分 

    (ａ) ２００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ２００平方メートル以上の

もの 

   ｂ 共同住宅等で評価手法が標準

計算法の場合は、当該共同住宅

等の床面積の合計に応じ、次に

掲げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

2,370円 

 

2,370円 

 

 

 

 

4,710円 

 

10,070円 

 

 

22,470円 

 

 

40,220円 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,110円 

 

19,120円 

 

 

 

 

 

34,530円 

 

57,640円 

 

 

98,180円 
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    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

のもの 

  (ウ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)、(エ)、

(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が仕

様・計算併用法の場合は、当該

一戸建て住宅の床面積の合計に

応じ、次に掲げる区分 

    (ａ) ２００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ２００平方メートル以上の

もの 

   ｂ 共同住宅等で評価手法が仕様

・計算併用法の場合は、当該共 

    同住宅等の床面積の合計に応じ、

    次に掲げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

のもの 

  (エ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)、(ウ)、

(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が仕

様基準の場合は、当該一戸建て

住宅の床面積の合計に応じ、次

に掲げる区分 

    (ａ) ２００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ２００平方メートル以上の

もの 

   ｂ 共同住宅等で評価手法が仕様

基準の場合は、当該共同住宅等

の床面積の合計に応じ、次に掲

げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

140,720円 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,750円 

 

14,090円 

 

 

 

 

 

25,480円 

 

42,900円 

 

 

74,730円 

 

 

109,230円 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,730円 

 

9,400円 

 

 

 

 

 

16,440円 

 

28,500円 
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０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

のもの 

  (オ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付があるもの（(ア)又は(キ)

に掲げる場合を除く。） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が国

土交通大臣が定める簡易な評価

方法の場合は、当該非住宅建築

物の床面積の合計に応じ、次に

掲げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のもの 

    (ｅ) １万平方メートル以上２万

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｆ) ２万5,０００平方メートル

以上のもの 

  (カ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)から(エ)

まで又は(ク)に掲げる場合を除く。

） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が国

土交通大臣が定める簡易な評価

方法の場合は、当該非住宅建築

物の床面積の合計に応じ、次に

掲げる区分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

51,610円 

 

 

78,080円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,710円 

 

13,420円 

 

 

40,220円 

 

 

63,670円 

 

80,420円 

 

 

100,520円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,570円 

 

73,050円 

 

 

118,280円 
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5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のもの 

    (ｅ) １万平方メートル以上２万

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｆ) ２万5,０００平方メートル

以上のもの 

  (キ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付があるもの（(ア)又は(オ)

に掲げる場合を除く。） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が標

準入力法又は主要室入力法の場

合は、当該非住宅建築物の床面

積の合計に応じ、次に掲げる区

分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のもの 

    (ｅ) １万平方メートル以上２万

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｆ) ２万5,０００平方メートル

以上のもの 

  (ク) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)から(エ)

まで又は(カ)に掲げる場合を除く。 

   ） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が標

準入力法又は主要室入力法の場

合は、当該非住宅建築物の床面

積の合計に応じ、次に掲げる区

分 

    (ａ) ３００平方メートル未満の

もの 

    (ｂ) ３００平方メートル以上2,

０００平方メートル未満のも

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

154,460円 

 

185,610円 

 

 

217,770円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,710円 

 

13,420円 

 

 

40,220円 

 

 

63,670円 

 

80,420円 

 

 

100,520円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113,920円 

 

184,270円 
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の 

    (ｃ) 2,０００平方メートル以上

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｄ) 5,０００平方メートル以上

１万平方メートル未満のもの 

    (ｅ) １万平方メートル以上２万

5,０００平方メートル未満の

もの 

    (ｆ) ２万5,０００平方メートル

以上のもの 

  (ケ) 住宅及び非住宅建築物の複合建

築物 

 

 

 

 

 

 

 イ 建築基準関係規定適合審査の申出

がある場合 

  (ア) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付があるもの（(オ)又は(キ)

に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住宅等の場合 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

263,000円 

 

 

323,970円 

 

382,930円 

 

 

436,860円 

 

住宅及び非住

宅建築物に該

当する部分の

床面積ごとに

(ア)から(ク)まで

に該当する金

額を合計した

金額 

 

 

 

 

 

当該一戸建て

住宅の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(ア)

ａに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

当該共同住宅

等の床面積の

合計に応じ、

建築物確認区

分による金額
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  (イ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(ウ)、(エ)、

(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が標

準計算法の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住宅等で評価手法が標準

計算法の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(ア)

ｂに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

 

 

 

当該一戸建て

住宅の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(イ)

ａに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

当該共同住宅

等の床面積の

合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(イ)

ｂに掲げる区

分による金額

を加算した金

－ 135 －



 

  (ウ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)、(エ)、

(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が仕

様・計算併用法の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 共同住宅等で評価手法が仕様

・計算併用法の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (エ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)、(ウ)、

(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。） 

   ａ 一戸建て住宅で評価手法が仕

様基準の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

額 

 

 

 

当該一戸建て

住宅の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(ウ)

ａに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

当該共同住宅

等の床面積の

合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(ウ)

ｂに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

 

 

 

当該一戸建て

住宅の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の
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   ｂ 共同住宅等で評価手法が仕様

基準の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (オ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付があるもの（(ア)又は(キ)

に掲げる場合を除く。） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が国

土交通大臣が定める簡易な評価

方法の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (カ) 建築物省エネ適合証又は性能評

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(エ)

ａに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

当該共同住宅

等の床面積の

合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(エ)

ｂに掲げる区

分による金額

を加算した金

額 

 

 

 

当該非住宅建

築物の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(オ)

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 
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価書の添付がないもの（(イ)から(エ)

まで又は(ク)に掲げる場合を除く。 

   ） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が国

土交通大臣が定める簡易な評価

方法の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (キ) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付があるもの（(ア)又は(オ)

に掲げる場合を除く。） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が標

準入力法又は主要室入力法の場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ク) 建築物省エネ適合証又は性能評

価書の添付がないもの（(イ)から(エ)

まで又は(カ)に掲げる場合を除く。

） 

   ａ 非住宅建築物で評価手法が標

準入力法又は主要室入力法の場

合 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

当該非住宅建

築物の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(カ)

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

 

 

 

当該非住宅建

築物の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(キ)

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

 

 

 

 

当該非住宅建

築物の床面積 

の合計に応じ、

建築物確認区

分による金額
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  (ケ) 住宅及び非住宅建築物の複合建

築物 

 

 

 

 

 

 

 ウ 複数の建築物の連携による建築物

エネルギー消費性能向上計画の認定

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

（建築設備の

設置がある場 

合にあっては、

建築設備確認

区分による金

額を加算した

額）に、ア(ク)

に掲げる区分

による金額を

加算した金額 

住宅及び非住

宅建築物に該

当する部分の

床面積ごとに

(ア)から(ク)まで

に該当する金

額を合計した

金額 

計画の変更に

係る一の建築

物ごとのア及

びイに掲げる

区分に応じた

金額を合計し

た金額     

備考 

 １ 「非住宅建築物」とは、住宅の部分を有しない建築物をいう。 

 ２ 「複合建築物」とは、共同住宅等と住宅以外の用途に供する部分

を有する建築物をいう。 

 ３ 「建築基準関係規定適合審査の申出」とは、建築物省エネ法第３

０条第２項の規定による申出をいう。 

  ４ 「建築物省エネ適合証」とは、建築物省エネ法第１４条第１項に

規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確

保の促進等に関する法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価

機関が建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第３０ 

条第１項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。 
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  ５ 「性能評価書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第５

条第１項に規定する住宅性能評価書をいう。 

６ 「建築物確認区分」とは、別表第３第１２項第１号に掲げる区分

をいう。 

 ７ 「建築設備確認区分」とは、別表第３第１２項第５３号に掲げる

区分をいう。 
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３９ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第

５７号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 輸出証明書の発行手数料 １件 

 

400円 

 

農林水産物

及び食品の

輸出の促進

に関する法

律第１５条

第２項 
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別表第４（第２条関係） 

１  戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は

戸籍証明書の交付手数料 

 ア 窓口又は郵送で交付するもの 

 イ 多機能端末機で交付するもの 

 

 

 

１通 

１通 

 

 

 

 

450円 

350円 

 

戸籍法第１ 

０条第１項、

第１０条の

２第１項か

ら第５項ま

で、第１２ 

０条第１項、

第１２０条

の２第１項

又は第１２

６条 

⑵ 戸籍に記載した事項に関する証明書

の交付手数料 

証明事項

１件 

350円 戸籍法第１ 

０条第１項、

第１０条の

２第１項か

ら第５項ま

で又は第１

２６条 

⑶ 戸籍電子証明書提供用識別符号の発

行手数料（電子情報処理組織を使用す

る方法により戸籍電子証明書提供用識

別符号の発行を行う場合（当該発行に

係る戸籍電子証明書の請求が電子情報

処理組織を使用する方法により行われ

た場合に限る。）における当該発行及

び戸籍電子証明書提供用識別符号の発

行に係る戸籍電子証明書の請求を行う

者が同時に当該戸籍電子証明書が証明

する事項と同一の事項を証明する戸籍

の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の

請求を行う場合における当該発行に係

るものを除く。） 

戸籍電子

証明書提

供用識別

符号１件 

400円 

 

戸籍法第１

２０条の３

第２項 

 

⑷ 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の 

 交付又は除籍証明書の交付手数料 

 

 

 

 

 

１通 750円 戸籍法第１ 

２条の２に

おいて準用

する同法第

１０条第１

項、第１０

条の２第１ 
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   項から第５

項まで、第

１２０条第

１項、第１

２０条の２

第１項又は

第１２６条 

⑸ 除かれた戸籍に記載した事項に関す

る証明書の交付手数料 

証明事項

１件 

 

450円 

 

戸籍法第１

２条の２に

おいて準用

する同法第

１０条第１

項、第１０

条の２第１

項から第５

項まで又は

第１２６条 

⑹ 除籍電子証明書提供用識別符号の発

行手数料（電子情報処理組織を使用す

る方法により除籍電子証明書提供用識

別符号の発行を行う場合（当該発行に

係る除籍電子証明書の請求が電子情報

処理組織を使用する方法により行われ

た場合に限る。）における当該発行及

び除籍電子証明書提供用識別符号の発

行に係る除籍電子証明書の請求を行う

者が同時に当該除籍電子証明書が証明

する事項と同一の事項を証明する除か

れた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍

証明書の請求を行う場合における当該

発行に係るものを除く。） 

除籍電子

証明書提

供用識別

符号１件 

 

700円 

 

戸籍法第１

２０条の３

第２項 

 

⑺ 届出若しくは申請の受理の証明書の

交付、届書その他市長の受理した書類

に記載した事項の証明書の交付又は届

書等情報の内容の証明書の交付手数料 

１通 

 

３５０円（ 

婚姻、離婚、

養子縁組、

養子離縁又

は認知の届

出の受理に

ついて、請

求により法

務省令で定

める様式に

よる上質紙

を用いる場

合は、1,４

００円） 

戸籍法第４

８条第１項

（同法第１

１７条にお

いて準用す

る場合を含

む。）若し

くは第２項

（同法第１

１７条にお

いて準用す

る場合を含

む。）、第

１２０条の 
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   ６第１項又

は第１２６

条 

⑻ 届書その他市長の受理した書類の閲

覧又は届書等情報の内容を表示したも

のの閲覧手数料 

書類又は

届書等情

報の内容

を表示し

たもの１

件 

350円 戸籍法第４

８条第２項

（同法第１

１７条にお

いて準用す

る場合を含

む。）又は

第１２０条

の６第１項 

 備考 

１ 「多機能端末機」とは、本市の電子計算機と電気通信回線で接続

された民間事業者が設置する端末機であって、証明書等を自動的に

交付する機能を有するものをいう。 

２ 「電子情報処理組織を使用する方法」とは、情報通信技術を活用

した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第７

条第１項の規定により同法第６条第１項に規定する電子情報処理組

織を使用する方法（地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規

定する総務省令で定める金額等を定める省令（平成１２年自治省令

第５号）第１条の２に規定するものに限る。）をいう。 

－ 144 －



２ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請手

数料 

１件 5,400円 

 

消防法第１

０条第１項

ただし書     
⑵ 製造所等設置許可申請手数料 

 ア 製造所 

  (ア) 指定数量の倍数が１０以下のも

の 

  (イ) 指定数量の倍数が１０を超え５

０以下のもの 

  (ウ) 指定数量の倍数が５０を超え１

００以下のもの 

  (エ) 指定数量の倍数が１００を超え

２００以下のもの 

  (オ) 指定数量の倍数が２００を超え

るもの 

 イ 屋内貯蔵所 

  (ア) 指定数量の倍数が１０以下のも

の 

  (イ) 指定数量の倍数が１０を超え５

０以下のもの 

  (ウ) 指定数量の倍数が５０を超え１

００以下のもの 

  (エ) 指定数量の倍数が１００を超え

２００以下のもの 

  (オ) 指定数量の倍数が２００を超え

るもの 

 ウ 屋外タンク貯蔵所（特定屋外タン

ク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所

及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯

蔵所を除く。） 

  (ア) 指定数量の倍数が１００以下の

もの 

  (イ) 指定数量の倍数が１００を超え

１万以下のもの 

  (ウ) 指定数量の倍数が１万を超える

もの 

 エ 準特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タ 

  ンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。

  ） 

 オ 特定屋外タンク貯蔵所（浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

39,000円 

 

52,000円 

 

66,000円 

 

77,000円 

 

92,000円 

 

 

20,000円 

 

26,000円 

 

39,000円 

 

52,000円 

 

66,000円 

 

 

 

 

 

20,000円 

 

26,000円 

 

39,000円 

 

570,000円 

 

 

 

 

消防法第１

１条第１項

前段 
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特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タン

クに係る屋外タンク貯蔵所を除く。

） 

  (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,００

０キロリットル以上5,０００キロ

リットル未満のもの 

  (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,００

０キロリットル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

  (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が１万キ

ロリットル以上５万キロリットル

未満のもの 

  (エ) 危険物の貯蔵最大数量が５万キ

ロリットル以上１０万キロリット

ル未満のもの 

  (オ) 危険物の貯蔵最大数量が１０万

キロリットル以上２０万キロリッ

トル未満のもの 

  (カ) 危険物の貯蔵最大数量が２０万

キロリットル以上３０万キロリッ

トル未満のもの 

  (キ) 危険物の貯蔵最大数量が３０万

キロリットル以上４０万キロリッ

トル未満のもの 

  (ク) 危険物の貯蔵最大数量が４０万

キロリットル以上のもの 

 カ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所

及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

  (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,００

０キロリットル以上5,０００キロ

リットル未満のもの 

  (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,００

０キロリットル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

  (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が１万キ

ロリットル以上５万キロリットル

未満のもの 

  (エ) 危険物の貯蔵最大数量が５万キ

ロリットル以上１０万キロリット

ル未満のもの 

  (オ) 危険物の貯蔵最大数量が１０万

キロリットル以上２０万キロリッ

トル未満のもの 

  (カ) 危険物の貯蔵最大数量が２０万

キロリットル以上３０万キロリッ

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

880,000円 

 

 

1,070,000円 

 

 

1,200,000円 

 

 

1,520,000円 

 

 

1,780,000円 

 

 

4,070,000円 

 

 

5,340,000円 

 

 

6,490,000円 

 

 

 

1,450,000円 

 

 

1,720,000円 

 

 

1,920,000円 

 

 

2,360,000円 

 

 

2,740,000円 

 

 

5,640,000円 
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トル未満のもの 

  (キ) 危険物の貯蔵最大数量が３０万

キロリットル以上４０万キロリッ

トル未満のもの 

  (ク) 危険物の貯蔵最大数量が４０万

キロリットル以上のもの 

 キ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵

所 

  (ア) 危険物の貯蔵最大数量が４０万

キロリットル未満のもの 

  (イ) 危険物の貯蔵最大数量が４０万

キロリットル以上５０万キロリッ

トル未満のもの 

  (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が５０万

キロリットル以上のもの 

 ク 屋内タンク貯蔵所 

 ケ 地下タンク貯蔵所 

  (ア) 指定数量の倍数が１００以下の

もの 

  (イ) 指定数量の倍数が１００を超え

るもの 

 コ 簡易タンク貯蔵所 

 サ 移動タンク貯蔵所（シに規定する

移動タンク貯蔵所を除く。) 

 シ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空

機若しくは船舶の燃料タンクに直接

給油するための給油設備を備えた移

動タンク貯蔵所 

 ス 屋外貯蔵所 

 セ 給油取扱所（屋内給油取扱所を除

く。） 

 ソ 屋内給油取扱所 

 タ 第１種販売取扱所 

 チ 第２種販売取扱所 

 ツ 移送取扱所 

  (ア) 危険物を移送するための配管の

延長（当該配管の起点又は終点が

２以上ある場合には、任意の起点

から任意の終点までの当該配管の

延長のうち最大のもの。以下この

項において同じ。）が１５キロメ

ートル以下のもの（危険物を移送

するための配管に係る最大常用圧

力が0.９５メガパスカル以上のも

のであって、かつ、危険物を移送

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

１件 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,240,000円 

 

 

8,790,000円 

 

 

 

5,930,000円 

 

7,470,000円 

 

 

10,900,000円 

 

26,000円 

 

26,000円 

 

39,000円 

 

13,000円 

26,000円 

 

39,000円 

 

 

 

13,000円 

52,000円 

 

66,000円 

26,000円 

33,000円 

 

21,000円 
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するための配管の延長が７キロメ

ートル以上のものを除く。） 

  (イ) 危険物を移送するための配管に

係る最大常用圧力が0.９５メガパ

スカル以上であって、かつ、危険

物を移送するための配管の延長が

７キロメートル以上１５キロメー

トル以下のもの 

  (ウ) 危険物を移送するための配管の

延長が１５キロメートルを超える

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 テ 一般取扱所 

  (ア) 指定数量の倍数が１０以下のも

の 

  (イ) 指定数量の倍数が１０を超え５

０以下のもの 

  (ウ) 指定数量の倍数が５０を超え１

００以下のもの 

  (エ) 指定数量の倍数が１００を超え

２００以下のもの 

  (オ) 指定数量の倍数が２００を超え

るもの 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

87,000円 

 

 

 

 

 

８7,０００円

に危険物を移

送するための

配管の延長が

１５キロメー

トル又は１５

キロメートル

に満たない端

数を増すごと

に２2,０００

円を加えた金

額 

 

39,000円 

 

52,000円 

 

66,000円 

 

77,000円 

 

92,000円 

        
⑶ 製造所等の位置、構造又は設備の変

更許可申請手数料 

 ア 製造所 

 

 

 

 

 

 イ 貯蔵所 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

前号アに掲げ 

る区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

の２分の１に

相当する金額 

前号イからス

までに掲げる

貯蔵所の区分

（変更許可申

請に係る審査

の場合には、

消防法第１

１条第１項

後段 
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 ウ 取扱所 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

前号ウに掲げ

る屋外タンク

貯蔵所の区分

）に応じ、そ

れぞれ当該手

数料の金額の

２分の１に相

当する金額 

前号セからテ

までに掲げる

区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

の２分の１に

相当する金額         
⑷ 製造所等設置許可完成検査手数料 

 ア 製造所 

 

 

 

 

 

 

 イ 屋外タンク貯蔵所（特定屋外タン

ク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所

及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯

蔵所を含む。） 

 

 

 

 

 

 ウ その他の貯蔵所 

 

 

 

 

 

 

 

 エ 取扱所 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

第２号アに掲

げる区分に応

じ、それぞれ

当該手数料の

金額の２分の

１に相当する

金額 

第２号ウに掲

げる屋外タン

ク貯蔵所の指

定数量の倍数 

の区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

の２分の１に

相当する金額 

第２号イ及び

クからスまで

に掲げる区分

に応じ、それ

ぞれ当該手数

料の金額の２

分の１に相当

する金額 

第２号セから

テまでに掲げ 

る区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

消防法第１

１条第５項

及び危険物

の規制に関

する政令（

昭和３４年

政令第３０

６号）第８

条第３項 
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の２分の１に

相当する金額         
⑸ 製造所等の位置、構造又は設備の変

更許可完成検査手数料 

 ア 製造所 

 

 

 

 

 

 

 イ 屋外タンク貯蔵所（特定屋外タン

ク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所

及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯

蔵所を含む。） 

 

 

 

 

 

 ウ その他の貯蔵所 

 

 

 

 

 

 

 

 エ 取扱所 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

第２号アに掲

げる区分に応

じ、それぞれ

当該手数料の

金額の４分の

１に相当する

金額 

第２号ウに掲

げる屋外タン

ク貯蔵所の指

定数量の倍数 

の区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

の４分の１に

相当する金額 

第２号イ及び

クからスまで

に掲げる区分

に応じ、それ

ぞれ当該手数

料の金額の４

分の１に相当

する金額 

第２号セから

テまでに掲げ 

る区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

の４分の１に

相当する金額 

 

    
⑹ 製造所等仮使用承認申請手数料 １件 5,400円 

 

消防法第１

１条第５項

ただし書     
⑺ 製造所等設置許可完成検査前検査手

数料 

 ア 水張検査 

  (ア) 容量１万リットル以下のタンク 

  (イ) 容量１万リットルを超え１００

万リットル以下のタンク 

  (ウ) 容量１００万リットルを超え２

 

 

 

１件 

１件 

 

１件 

 

 

 

6,000円 

11,000円 

 

15,000円 

消防法第１

１条の２第

１項 
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００万リットル以下のタンク 

  (エ) 容量２００万リットルを超える

タンク 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 水圧検査 

  (ア) 容量６００リットル以下のタン

ク 

  (イ) 容量６００リットルを超え１万

リットル以下のタンク 

  (ウ) 容量１万リットルを超え２万リ

ットル以下のタンク 

  (エ) 容量２万リットルを超えるタン

ク 

 

 

 

 

 

 

 ウ 基礎・地盤検査 

  (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,００

０キロリットル以上5,０００キロ

リットル未満の特定屋外タンク貯

蔵所 

  (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,００

０キロリットル以上１万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

  (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が１万キ

ロリットル以上５万キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

  (エ) 危険物の貯蔵最大数量が５万キ

ロリットル以上１０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

  (オ) 危険物の貯蔵最大数量が１０万

キロリットル以上２０万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

  (カ) 危険物の貯蔵最大数量が２０万

キロリットル以上３０万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

１5,０００円

に１００万リ

ットル又は１

００万リット

ルに満たない

端数を増すご

とに4,４００

円を加えた金

額 

 

6,000円 

 

11,000円 

 

15,000円 

 

１5,０００円

に１万リット

ル又は１万リ

ットルに満た

ない端数を増

すごとに4,４

００円を加え

た金額 

 

420,000円 

 

 

 

560,000円 

 

 

730,000円 

 

 

960,000円 

 

 

1,090,000円 

 

 

1,660,000円 
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  (キ) 危険物の貯蔵最大数量が３０万

キロリットル以上４０万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

  (ク) 危険物の貯蔵最大数量が４０万

キロリットル以上の特定屋外タン

ク貯蔵所 

 エ 溶接部検査 

  (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,００

０キロリットル以上5,０００キロ

リットル未満の特定屋外タンク貯

蔵所 

  (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,００

０キロリットル以上１万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

  (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が１万キ

ロリットル以上５万キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 

  (エ) 危険物の貯蔵最大数量が５万キ

ロリットル以上１０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

  (オ) 危険物の貯蔵最大数量が１０万

キロリットル以上２０万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

  (カ) 危険物の貯蔵最大数量が２０万

キロリットル以上３０万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

  (キ) 危険物の貯蔵最大数量が３０万

キロリットル以上４０万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

  (ク) 危険物の貯蔵最大数量が４０万

キロリットル以上の特定屋外タン

ク貯蔵所 

 オ 岩盤タンク検査 

  (ア) 危険物の貯蔵最大数量が４０万

キロリットル未満の屋外タンク貯

蔵所 

  (イ) 危険物の貯蔵最大数量が４０万

キロリットル以上５０万キロリッ

トル未満の屋外タンク貯蔵所 

  (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が５０万

キロリットル以上の屋外タンク貯

蔵所 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

1,900,000円 

 

 

2,120,000円 

 

 

 

530,000円 

 

 

 

680,000円 

 

 

1,030,000円 

 

 

1,410,000円 

 

 

1,780,000円 

 

 

3,430,000円 

 

 

4,190,000円 

 

 

4,800,000円 

 

 

 

9,320,000円 

 

 

12,600,000円 

 

 

17,300,000円 

    
⑻ 製造所等の位置、構造又は設備の変

更許可完成検査前検査手数料 

 ア 水張検査 

 

 

１件 

 

 

前号アに掲げ 
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 イ 水圧検査 

 

 

 

 

 ウ 基礎・地盤検査 

 

 

 

 

 

 エ 溶接部検査 

 

 

 

 

 

 オ 岩盤タンク検査 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

る区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

と同一の金額 

前号イに掲げ 

る区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

と同一の金額

前号ウに掲げ 

る区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

の２分の１に

相当する金額 

前号エに掲げ 

る区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

の２分の１に

相当する金額 

前号オに掲げ 

る区分に応じ、

それぞれ当該

手数料の金額

の２分の１に

相当する金額 

 

    
⑼ 貯蔵所等保安検査手数料 

 ア 特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タン

クに係る屋外タンク貯蔵所を除く。

） 

  (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,００

０キロリットル以上5,０００キロ

リットル未満のもの 

  (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,００

０キロリットル以上１万キロリッ

トル未満のもの 

  (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が１万キ

ロリットル以上５万キロリットル

未満のもの 

  (エ) 危険物の貯蔵最大数量が５万キ

ロリットル以上１０万キロリット

ル未満のもの 

  (オ) 危険物の貯蔵最大数量が１０万

キロリットル以上２０万キロリッ

 

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

320,000円 

 

 

460,000円 

 

 

750,000円 

 

 

1,020,000円 

 

 

1,300,000円 

 

消防法第１

４条の３第

１項又は第

２項 
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トル未満のもの 

  (カ) 危険物の貯蔵最大数量が２０万

キロリットル以上３０万キロリッ

トル未満のもの 

  (キ) 危険物の貯蔵最大数量が３０万

キロリットル以上４０万キロリッ

トル未満のもの 

  (ク) 危険物の貯蔵最大数量が４０万

キロリットル以上のもの 

 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク

貯蔵所 

  (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,００

０キロリットル以上４０万キロリ

ットル未満のもの 

  (イ) 危険物の貯蔵最大数量が４０万

キロリットル以上５０万キロリッ

トル未満のもの 

  (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が５０万

キロリットル以上のもの 

 ウ 移送取扱所 

  (ア) 危険物を移送するための配管に

係る最大常用圧力が0.９５メガパ

スカル以上であって、かつ、危険

物を移送するための配管の延長が

７キロメートル以上１５キロメー

トル以下のもの 

  (イ) 危険物を移送するための配管の

延長が１５キロメートルを超える

もの 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

3,150,000円 

 

 

3,870,000円 

 

 

4,460,000円 

 

 

 

2,690,000円 

 

 

3,230,000円 

 

 

4,830,000円 

 

 

70,000円 

 

 

 

 

 

７0,０００円

に危険物を移

送するための

配管の延長が

１５キロメー

トル又は１５

キロメートル

に満たない端

数を増すごと

に１7,０００

円を加えた金

額     

備考  

 １ 「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」とは、浮き屋根を有する特

定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則（昭和３４年総
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理府令第５５号。以下この項において「規則」という。）第２０条

の４第２項第３号に定める構造を有しなければならないものに係る

特定屋外タンク貯蔵所をいう。 

 ２ 「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」とは、浮き蓋付きの特定屋外

貯蔵タンクのうち規則第２２条の２第１号ハに定める構造を有しな

ければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。 

 ３ 「変更許可申請に係る審査の場合」とは、特定屋外タンク貯蔵所

及び準特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

を除く。）にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及

び地盤（地中タンク（規則第４条第３項第４号に規定する地中タン

クをいう。）に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯

蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク（規則第３条第２

項第１号に規定する海上タンクをいう。）に係る特定屋外タンク貯

蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設

備（規則第４条第３項第６号の２に規定する定置設備をいう。）（

定置設備の地盤を含む。））の変更以外の変更に係る消防法第１１

条第１項後段の規定に基づく変更の許可の申請（以下この項におい

て「変更許可申請」という。）に係る審査の場合、岩盤タンクに係

る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以

外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合、危険物の規制に関

する政令等の一部を改正する政令（平成６年政令第２１４号。以下

この項において「６年政令」という。）附則第７項に規定する旧基

準の特定屋外タンク貯蔵所（同項第２号に掲げるものに限る。）に

あっては、平成２５年１２月３１日（同号括弧書に掲げる旧基準の

特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯
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蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これら

の日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が６年

政令附則第２項第１号に規定する新基準（以下この項において「６

年新基準」という。）に適合することとなった場合にあっては、当

該適合することとなった日）までに行われた変更許可申請（当該旧

基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を６年新基準に適合さ

せるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係

るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを

除く。）に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を

改正する政令（平成１１年政令第３号）附則第２項に規定する旧基

準の準特定屋外タンク貯蔵所（同項第１号に掲げるものに限る。）

にあっては、平成２９年３月３１日（同号括弧書に掲げる旧基準の

準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タン

ク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。こ

れらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備

が同項に規定する新基準（以下この項において「１１年新基準」と

いう。）に適合することとなった場合にあっては、当該適合するこ

ととなった日）までに行われた変更許可申請（当該旧基準の準特定

屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を１１年新基準に適合させるため

のものを除く。）に係る審査の場合をいう。 
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３ 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号。以下この項において「

火取法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 火薬類製造許可申請手数料 １件 220,000円 

  

火取法第３

条及び火薬

類取締法施

行令（昭和

２５年政令 

第３２３号。

以下この項

において「

火取法施行 

令」という。

）第１６条

第１項第１

号 

⑵ 火薬類販売営業許可申請手数料 

 ア 競技用紙雷管のみの販売営業に係

るもの 

 イ その他の販売営業に係るもの 

 

１件 

 

１件 

 

25,000円 

 

110,000円 

火取法第５

条 

⑶ 火薬庫設置等許可申請手数料 １件 73,000円 火取法第１ 

⑷ 火薬庫変更許可申請手数料 １件 8,300円 ２条第１項 

⑸ 火薬類製造施設完成検査手数料 １件 41,000円 火取法第１

５条第１項

又は第２項

及び火取法

施行令第１

６条第１項

第１号 

⑹ 火薬庫完成検査手数料 

 ア 設置又は移転の工事に係るもの 

 イ 構造又は設備の変更の工事に係る

もの 

 

１件 

１件 

 

 

41,000円 

23,000円 

火取法第１

５条第１項

又は第２項 

⑺ 火薬類譲渡し許可申請手数料 １件 1,200円 火取法第１ 

⑻ 火薬類譲受け許可申請手数料 

 ア 火工品のみの譲受けに係るもの 

 イ ア以外のもの 

  (ア) 申請に係る火薬類（火工品を除

く。）の数量が２５キログラム以

下の場合 

  (イ) その他の場合 

 

１件 

 

１件 

 

 

１件 

 

2,400円 

 

3,500円 

 

 

6,900円 

７条第１項 

⑼ 火薬類輸入許可申請手数料   火取法第２ 
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 ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が

２５キログラム以下の場合 

 イ その他の場合 

１件 

 

１件 

12,000円 

 

25,000円 

４条第１項 

⑽ 煙火消費許可申請手数料 １件 7,900円 火取法第２

５条第１項 

⑾ 火薬類製造特定施設又は火薬庫保安

検査手数料 

１件 

 

41,000円 火取法第３

５条第１項

及び火取法

施行令第１

６条第１項

第１号 
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４ 道路運送車両法関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 臨時運行許可申請手数料 １両 750円 

 

道路運送車

両法第３４

条第２項（

同法第７３

条第２項に

おいて準用

する場合を

含む。） 

 

 

－ 159 －



５ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下この項において「廃棄物

処理法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ ２以上の事業者による産業廃棄物の

処理に係る特例認定申請手数料 

１件 147,000円 

  

廃棄物処理

法第１２条

の７第１項 

⑵ ２以上の事業者による産業廃棄物の

処理に係る特例認定変更申請手数料 

１件 134,000円 廃棄物処理

法第１２条

の７第７項 

⑶ 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数

料 

１件 81,000円 廃棄物処理

法第１４条

第１項 

⑷ 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請

手数料 

１件 73,000円 廃棄物処理

法第１４条

第２項 

⑸ 産業廃棄物処分業許可申請手数料 １件 100,000円 廃棄物処理

法第１４条

第６項 

⑹ 産業廃棄物処分業許可更新申請手数

料 

１件 94,000円 廃棄物処理

法第１４条

第７項 

⑺ 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請

手数料 

１件 71,000円 廃棄物処理

法第１４条 

⑻ 産業廃棄物処分業変更許可申請手数

料 

１件 92,000円 の２第１項 

⑼ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

申請手数料 

１件 81,000円 廃棄物処理

法第１４条

の４第１項 

⑽ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

更新申請手数料 

１件 74,000円 廃棄物処理

法第１４条

の４第２項 

⑾ 特別管理産業廃棄物処分業許可申請

手数料 

１件 100,000円 廃棄物処理

法第１４条

の４第６項 

⑿ 特別管理産業廃棄物処分業許可更新

申請手数料 

１件 95,000円 廃棄物処理

法第１４条

の４第７項 

⒀ 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更

許可申請手数料 

１件 72,000円 廃棄物処理

法第１４条 

⒁ 特別管理産業廃棄物処分業変更許可

申請手数料 

１件 95,000円 の５第１項 

⒂ 産業廃棄物処理施設設置許可申請手   廃棄物処理 
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 数料 

 ア 廃棄物処理法第１５条第４項に規

定する産業廃棄物処理施設に係るも

の 

 イ ア以外のもの 

 

１件 

 

 

１件 

 

140,000円 

 

 

120,000円 

法第１５条

第１項 

⒃ 産業廃棄物処理施設変更許可申請手

数料 

 ア 廃棄物処理法第１５条第４項に規

定する産業廃棄物処理施設に係るも

の 

 イ ア以外のもの 

 

 

１件 

 

 

１件 

 

 

130,000円 

 

 

110,000円 

廃棄物処理

法第１５条

の２の６第

１項 
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６ 使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下この項において「自

動車リサイクル法」という。）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 使用済自動車の解体業許可申請手数

料 

１件 78,000円 

  

自動車リサ

イクル法第

６０条第１

項 

⑵ 使用済自動車の解体業許可更新申請

手数料 

１件 70,000円 自動車リサ

イクル法第

６０条第２

項 

⑶ 使用済自動車の破砕業許可申請手数

料 

１件 84,000円 自動車リサ

イクル法第

６７条第１

項 

⑷ 使用済自動車の破砕業許可更新申請

手数料 

１件 77,000円 自動車リサ

イクル法第

６７条第２

項 

⑸ 使用済自動車の破砕業変更許可申請

手数料 

１件 67,000円 自動車リサ

イクル法第

７０条第１

項 
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７ 船員法第１０４条第１項の規定により市町村が処理する事務に関す

る政令（昭和２８年政令第２６０号）関係

区分 単位 金額 根拠法令 

⑴ 船員手帳の交付、再交付又は書換え

手数料 

１件 1,950円 

 

船員法第１

０４条第１ 

⑵ 船員手帳訂正手数料 １件 430円 項の規定に

より市町村

が処理する

事務に関す

る政令第１

項第３号 

 

 

－ 163 －



 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、本市が徴収する手数料を改定したいの

と、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、関係

条文の整理をする必要があるので、この条例案を提出する。 
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第９４号議案 

 

長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使

用等の公営に関する条例の一部を改正する条例 

 

長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等

の公営に関する条例（平成６年長崎市条例第２１号）の一部を次のように

改正する。 

第９条及び第１０条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。 

第１３条中「２８円３５銭」を「３０円７３銭」に、「５８6,９０５円

」を「６０9,６９０円」に改める。 

  附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運動用自動

車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「

施行日」という。）以後その期日を告示される長崎市議会議員又は長崎

市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された

長崎市議会議員又は長崎市長の選挙については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

 

   理 由 

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、長崎市議会議員及び長崎市長の選
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挙における選挙運動用ビラの作成の公費の支払に係る限度額等を引き上げ

たいので、この条例案を提出する。 
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第９５号議案 

   長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

 長崎市附属機関に関する条例（昭和２８年長崎市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第１市長長崎市平和公園再整備基本計画検討委員会の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 平和公園の再整備に係る基本計画の策定に関する重要事項の調査審議が

終了したことに伴い、長崎市平和公園再整備基本計画検討委員会を廃止し

たいので、この条例案を提出する。 
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第９６号議案 

   長崎市チトセピアホール条例の一部を改正する条例 

 長崎市チトセピアホール条例（平成３年長崎市条例第３１号）の一部を

次のように改正する。 

 第１７条第２項中「４割に相当する額」を削る。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第８条関係）  

利用時間 

区分 

午前９時から 

正午まで１１ 

午後１時から 

午後５時まで 

午後６時から 

午後10時まで 

入 場 料 等 の 徴 収 

を し な い 場 合 １ 

平日 

円

21,190 

円

31,930 

円

36,250 

土曜日、

日曜日又

は休日 
24,640 36,250 41,640 

入場料

等の徴

収をす

る場合 

最高の入

場料等が

3,１４２

円以下の

とき 

平日 31,590 45,950 51,110 

土曜日、

日曜日又

は休日 
36,830 53,700 60,820 

最高の入

場料等が

3,１４２

円を超え

るとき 

平日 36,080 53,020 59,070 

土曜日、

日曜日又

は休日 
42,100 62,090 71,190 

 

 別表備考２中「を徴収」」を「の徴収」」に改め、同表備考４中「４割 

」を「５割」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ 改正後の長崎市チトセピアホール条例別表の規定は、この条例の施行

の日以後にされる申請に係る利用料金について適用し、同日前にされた

申請に係る利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市チトセピアホールの利用料金の

基準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第９７号議案 

   長崎ブリックホール条例の一部を改正する条例 

 長崎ブリックホール条例（平成９年長崎市条例第３６号）の一部を次の

ように改正する。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。
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別表（第８条関係） 

 １ 大ホールの使用料 

利用時間 

区分 

午前９時から 

正午まで１１ 

午後１時から 

午後５時まで 

午後６時から 

午後10時まで 

入場料等の徴 収 

をしない場合 １ 

平日 

円

56,020 

円

101,410 

円

115,340 

土曜日、

日曜日又

は休日 
64,010 116,710 133,360 

入場料

等の徴

収をす

る場合 

最高の入

場料等が

3,１４２

円以下の

とき 

平日 83,170 133,630 155,260 

土曜日、

日曜日又

は休日 
95,410 154,090 178,830 

最高の入

場料等が

3,１４２

円を超え

5,２３８

円以下の

とき 

平日 90,490 144,700 169,040 

土曜日、

日曜日又

は休日 
103,790 166,720 194,580 

最高の入

場料等が

5,２３８

円を超え

るとき 

平日 110,910 186,180 219,670 

土曜日、

日曜日又

は休日 
128,330 216,310 255,290 

 

 ２ 国際会議場の使用料

利用時間

区分 

午前９時から 

正午まで１１ 

午後１時から 

午後５時まで 

午後６時から 

午後10時まで 

入場料等の徴 収 

をしない場合 １ 

平日 

円

21,900 

円

29,130 

円

31,650 

土曜日、

日曜日又

は休日 

25,250 33,740 36,550 

入場料

等の徴 

最高の入

場料等が

3,１４２

円以下の

とき 

平日 25,250 39,740 46,360 

土曜日、

日曜日又

は休日 

29,440 46,350 53,710 
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収をす

る場合 

最高の入

場料等が

3,１４２

円を超え

るとき 

平日 32,260 55,120 65,140 

土曜日、

日曜日又

は休日 

37,460 64,600 76,000 

 

３ その他の施設の使用料

利用時間

 

区分 

午前９時

から正午

まで１１ 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

10 時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

10 時まで 

午前９時

から午後 

10 時まで 

楽屋 

１ 

円

1,400 

円

1,850 

円

1,970 

円

3,250 

円

3,820 

円

5,600 

２ 1,400 1,850 1,970 3,250 3,820 5,600 

３ 1,400 1,850 1,970 3,250 3,820 5,600 

４ 950 1,230 1,340 2,180 2,570 3,710 

５ 950 1,230 1,340 2,180 2,570 3,710 

６ 950 1,230 1,340 2,180 2,570 3,710 

７ 1,400 1,850 1,970 3,250 3,820 5,600 

８ 1,400 1,850 1,970 3,250 3,820 5,600 

９ 1,680 2,200 2,200 3,880 4,400 6,080 

リハーサル室 7,960 10,580 10,580 18,540 21,160 30,380 

練習室 

１ 3,510 4,890 4,920 8,400 9,810 14,920 

２ 3,510 4,890 4,920 8,400 9,810 14,920 

３ 2,580 3,670 3,630 6,250 7,300 11,110 

会 議 室 

（１室につき） 
3,460 4,610 4,610 8,070 9,220 12,880 

和室 
１ 2,800 3,670 3,840 6,470 7,510 10,900 

２ 1,990 2,590 2,760 4,580 5,350 7,630 

茶室 3,010 3,970 4,310 6,980 8,280 11,780 

特別室 

１ 6,920 9,220 9,220 16,140 18,440 25,770 

２ 3,460 4,610 4,610 8,070 9,220 12,880 

３ 3,460 4,610 4,610 8,070 9,220 12,880 
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 別表備考２中「を徴収」」を「の徴収」」に改め、同表備考３中「を徴

収」を「の徴収を」に改め、同表備考４中「４割」を「５割」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎ブリックホール条例の規定は、この条例の施行の日以後

にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る

使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎ブリックホールの使用料を改定し

たいので、この条例案を提出する。 
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第９８号議案 

   長崎市市民活動センター条例の一部を改正する条例 

 長崎市市民活動センター条例（平成２０年長崎市条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

 別表中「１0,３７１」を「１2,４４０」に、「１2,２５７」を「１4,５

７０」に、「１3,２００」を「１5,８４０」に、「１4,１４２」を「１6,

８２０」に、「１5,０８５」を「１8,１００」に、「１０４」を「２８０ 

」に、「５２３」を「４７０」に、「３１４」を「３４０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市市民活動センター条例の規定は、この条例の施行の日

以後にされる申請に係る利用料金について適用し、同日前にされた申請

に係る利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市市民活動センターの利用料金の

基準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第９９号議案 

市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条

例 

第１条 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年長崎市

条例第２号）の一部を次のように改正する。 

本則中「第１７３条第１項第１号」を「第１７３条の４第１項第１号 

」に改める。 

第２条 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

本則中「第２４３条の２の７第１項」を「第２４３条の２の８第１項 

」に、「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」 

に、「第１７３条の４第１項第１号」を「第１７３条の５第１項第１号 

」に改める。 

   附 則 

 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号 

）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第１

条の規定は、公布の日から施行する。 

  令和７年９月５日提出 

  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

地方自治法及び地方自治法施行令の一部改正に伴い、関係条文の整理を

する必要があるのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出
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する。 
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第１００号議案 

   長崎市庁舎の会議室等の市民利用に関する条例の一部を改正する条

例 

 長崎市庁舎の会議室等の市民利用に関する条例（令和４年長崎市条例第

２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「２２６」を「４５０」に、「６８６」を「９６０」に、「

1,７８６」を「2,５００」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市庁舎の会議室等の市民利用に関する条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日

前にされた申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市魚の町の市庁舎の市民利用会議

室等の使用料を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１０１号議案 

長崎市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

 長崎市行政財産使用料条例（昭和３９年長崎市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１項中「土地のみを１月未満使用する場合」を「消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）第６条の規定により非課税とされるものを除くも

のについて」に改め、同表第２項中「占用面積」を「使用面積」に改め、

同項の表電柱、電線、変圧塔、公衆電話所、郵便差出箱その他これらに類

する工作物の項に次のように加える。

 無線基地局 １基につき１

年 

３５１  

 

別表第２項の表に次のように加える。

広告物 表示面積１平

方メートルに

つき１年 

4,８８７  

 

自動販売機 使用面積１平

方メートルに

つき１年 

１2,０００  

別表第２項備考８を同項備考１０とし、同項備考７中「使用期間が１月

未満のとき」を「消費税法第６条の規定により非課税とされるものを除く

ものについての使用料の額」に改め、同備考に次のただし書を加え、同備

考を同項備考９とする。 

    ただし、自動販売機を設置する場合は、この限りでない。 

 別表第２項備考６を同項備考８とし、同項備考５を同項備考７とし、同
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項備考４後段に次のただし書を加え、同備考を同項備考６とする。 

  ただし、自動販売機を設置する場合において、１月未満の端数が

あるときは、１月を３０日とした日割計算とする。 

 別表第２項備考３の次に次の２備考を加える。 

  ４ 「無線基地局」とは、工作物等に添加する携帯電話等の小型の無

線基地局又はこれに類する小型の無線基地局等（当該無線基地局に

附帯するアンテナ、配管及び配線を含む。）をいう。 

５ 「表示面積」とは、広告物の表示部分の面積をいう。 

  附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別表第１項の

改正規定及び同表第２項の改正規定（「占用面積」を「使用面積」に改

める部分及び同項備考７中「使用期間が１月未満のとき」を「消費税法

第６条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の

額」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の長崎市行政財産使用料条例第 2 条第

１項ただし書の規定に基づく許可を受けて使用しているものに係る使用

料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

 

   理 由 

 地方自治法第２３８条の４第７項の規定に基づき、無線基地局等を設置
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する場合の行政財産の使用料を定めたいのと、その他所要の整備をしたい

ので、この条例案を提出する。 
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第１０２号議案 

   長崎市立学校施設使用料等条例の一部を改正する条例 

 長崎市立学校施設使用料等条例（平成１６年長崎市条例第３４号）の一

部を次のように改正する。 

 別表中「６２」を「２００」に、「７８」を「２６０」に、「３１４」

を「７３０」に、「５２」を「１００」に、「１８８」を「３７０」に、

「２０９」を「３５０」に、「５３４」を「７４０」に改める。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市立学校施設使用料等条例の規定は、この条例の施行の

日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請

に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、学校施設の使用料を改定したいので、

この条例案を提出する。 
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第１０３号議案 

長崎市税条例の一部を改正する条例 

長崎市税条例（昭和２５年長崎市条例第５７号）の一部を次のように改

正する。 

第６１条第２項中「当該軽自動車等について減免を受けようとする年度

、納期、税額及び」を削り、同項第１号中「名称及び」を「名称、連絡先

及び」に改め、同項第２号を次のように改める。 

⑵ 軽自動車等の種別、用途、車両番号又は標識番号、型式、登録年月

日、形状及び主たる定置場の位置 

第６１条第２項第３号を削り、同項第４号中「総排気量又は」を「型式

及び総排気量又は」に改め、同号を同項第３号とし、同項第５号及び第６

号を削る。 

第６１条の２第２項中「次に掲げる」を「次の各号に掲げる区分に応じ

、それぞれ当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。 

⑴ 前年度において同一の軽自動車等に係る種別割の減免を受けていな

い場合 次のアからオまでに掲げる事項 

 ア 減免を受ける者の氏名、住所、連絡先及び個人番号（個人番号を

有しない者にあっては、氏名及び住所） 

 イ 軽自動車等の種別、用途、車両番号、主たる定置場の位置及び使

用目的 

 ウ 身体障害者等の氏名、住所、生年月日及び障害の区分 

 エ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、

種類、等級及び交付年月日 

 オ 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との
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関係 

⑵ 前年度において同一の軽自動車等に係る種別割の減免を受けた場合

次のアからウまでに掲げる事項 

ア 身体障害者等の氏名、住所及び障害名並びに種別割の納税義務者

との関係 

イ 運転免許証又は道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定する

免許情報記録（以下この号において「免許情報記録」という。）の

番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の有効期限

及び運転免許の種類 

 ウ 前号ア、エ及びオに掲げる事項 

 第６１条の２中第６項を削り、第７項を第６項とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の長崎市税条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる軽

自動車税の種別割の減免に係る申請について適用し、同日前にされた軽

自動車税の種別割の減免に係る申請については、なお従前の例による。 

令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

理 由 

住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与するた

め、統一的な基準に適合した地方公共団体情報システムを利用することに
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伴い、軽自動車税の種別割の減免に係る申請書の記載事項を見直したいの

で、この条例案を提出する。 
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第１０４号議案 

   長崎市手数料条例の一部を改正する条例 

 長崎市手数料条例（平成１２年長崎市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第１第２１０号中「第５条の４各号」を「第５条の１４各号」に、

「第５条の３第１項又は第５条の６第１項」を「第５条の１３第１項又は

第５条の１６第１項」に改め、同表第２１１号中「第５条の４」を「第５

条の１４」に、「第５条の７第１項」を「第５条の１７第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年１１月２８日から施行する。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴い、関係

条文の整理をする必要があるので、この条例案を提出する。 
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第１０５号議案 

   長崎市科学館条例の一部を改正する条例 

 長崎市科学館条例（平成９年長崎市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第２２条第２項中「利用料」」を「金額」」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第９条関係） 

区   分 
観 覧 料 

（１人１回につき） 

年間観覧料 

（１人１年間につき）

常設展示 

一般 
円 

６１０  

小学校の児童又

は中学校若しく

は高等学校の生

徒 

３１０  

特別展示 
2,０９０円以内で教

育委員会が定める額 
 

スペース

シアター 

一般 
円 

７２０  

小学校の児童又

は中学校若しく

は高等学校の生

徒 

３６０  

常設展示

及びスペ

ースシア

ター 

一般  

円 

3,３３０ 

小学校の児童又

は中学校若しく

は高等学校の生

徒 

 1,６８０ 

 備考 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及び

高等学校の生徒を除く。）をいう。
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 別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第９条関係）

区       分 金額（１時間につき） 

学習室（１室につき） 1,１８０円 

 別表第２備考２中「利用料」を「金額」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市科学館条例別表第２の規定は、この条例の施行の日以

後にされる申請に係る利用料金について適用し、同日前にされた申請に

係る利用料金については、なお従前の例による。 

令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市科学館の利用料金の基準とする

額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１０６号議案 

   長崎市恐竜博物館条例の一部を改正する条例 

 長崎市恐竜博物館条例（令和２年長崎市条例第４７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第５条関係）

区   分 
観 覧 料 

（１人１回につき） 

年間観覧料 

（１人１年間につき） 

常設展示 

一般 
円 

５００ 

 

円 

1,２５０ 

小学校の児

童又は中学

校若しくは

高等学校の

生徒 

２５０ ６３０ 

企画展示 
企画展示に要する費用を勘案し、教育委員会

が定める額 

 別表備考２中「及び中学校」を「並びに中学校及び高等学校」に改め、 

同表備考３を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市恐竜博物館の利用料金の基準と 
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する額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１０７号議案 

   長崎市公民館条例の一部を改正する条例 

 長崎市公民館条例（昭和２６年長崎市条例第１９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２３条第２項中「、同表備考３中「指定管理者があらかじめ市長の承

認を受けて定める額とする」とあるのは「市長が定める」と」を削る。 

 別表第１第１項中「1,９９０」を「5,０２０」に、「２６１」を「６４

０」に、「５９７」を「1,２３０」に、「１０４」を「３５０」に、「２

０９」を「５００」に、「１２５」及び「１７８」を「３９０」に、「３

３５」及び「２８２」を「７００」に改め、同表第２項から第７項までを

次のように改める。
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 ２ 長崎市西公民館使用料

種  別 １時間につき 

講堂 
円 

1,１９０ 

研修室 

１ ５５０ 

２ ５５０ 

３ ５５０ 

４ ３９０ 

５ ５５０ 

６ ３９０ 

和室 ４５０ 

調理実習室 ７２０ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間と

して計算する。 

 ３ 長崎市南公民館使用料

種  別 １時間につき 

講堂 
円 

1,４３０ 

研修室 

１ ５５０ 

２ ３９０ 

３ ３９０ 

会議室 ３９０ 

和室 ４５０ 
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調理実習室 ７２０ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間と

して計算する。 

 ４ 長崎市滑石公民館使用料

種  別 １時間につき 

講堂 
円 

９３０ 

研修室 

１ ５５０ 

２ ５５０ 

３ ３９０ 

小研修室 ３９０ 

和室 
１ ４５０ 

２ ４５０ 

調理実習室 ７２０ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間と

して計算する。 

 ５ 長崎市戸石地区公民館使用料

種  別 １時間につき 

研修室 

１ 
円 

５５０ 

２ ５３０ 

－ 193 －



 ３ ４５０ 

調理実習室 ４５０ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間と

して計算する。 

 ６ 長崎市三重地区公民館使用料

種  別 １時間につき 

講堂 
円 

1,４３０ 

会議室 

１ ３９０ 

２ ４００ 

３ ４００ 

４ ４００ 

和室 ４００ 

調理実習室 ７２０ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間と

して計算する。 

 ７ 長崎市香焼公民館使用料

種  別 １時間につき 

ホール 
円 

6,５９０ 

 １ ７００ 
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会議室 ２ ７００ 

 ３ ４９０ 

和室 ４９０ 

調理実習室 ６８０ 

備考 

 １ ホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、教育委員会規則

で定める。 

 ２ 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間

として計算する。 

 別表第１に次の７項を加える。   
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 ８ 長崎市高浜地区公民館使用料

種  別 １時間につき 

講堂 
円 

６６０ 

研修室 ４１０ 

会議室 ４１０ 

和室 ４１０ 

調理実習室 ６４０ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間と

して計算する。 

 ９ 長崎市野母地区公民館使用料

種  別 １時間につき 

講堂 
円 

1,１９０ 

会議室 ３９０ 

和室 ４５０ 

調理実習室 ７２０ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間と

して計算する。 

 １０ 長崎市外海公民館使用料

種  別 １時間につき 
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講堂 
円 

７００ 

研修室 ３１０ 

会議室 ４００ 

視聴覚室 ４２０ 

和室 ４２０ 

調理実習室 ４８０ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間と

して計算する。 

 １１ 長崎市黒崎地区公民館使用料

種  別 １時間につき 

講堂 
円 

1,１９０ 

会議室 ３９０ 

和室 ４５０ 

調理実習室 ４５０ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間と

して計算する。 

 １２ 長崎市三和公民館使用料

種  別 １時間につき 

ホール 
円 

１2,３１０ 
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会議室 

１ ７００ 

２ ４９０ 

３ ４９０ 

４ ４９０ 

視聴覚室 ７００ 

和室 ７００ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間と

して計算する。 

 １３ 長崎市川原地区公民館使用料

種  別 １時間につき 

講堂 
円 

1,１５０ 

会議室 
１ ４９０ 

２ ７００ 

和室 ４９０ 

調理実習室 ６８０ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間と

して計算する。 

 １４ 長崎市為石地区公民館使用料

種  別 １時間につき 
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講堂 
円 

1,２３０ 

会議室 

１ ４９０ 

２ ４９０ 

３ ７００ 

和室 
１ ７００ 

２ ４９０ 

調理実習室 ６８０ 

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未

満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時 

間として計算する。 

 別表第１備考３を削り、同表備考４を同表備考３とする。 

 別表第２中備考以外の部分を次のように改める。
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別表第２（第１３条関係） 

 北公民館の利用に係る基準額

種  別 １時間につき 

講堂 
円 

1,４６０ 

研修室 

１ ５９０ 

２ ５９０ 

３ ５９０ 

会議室 

１ ４１０ 

２ ４１０ 

３ ４１０ 

視聴覚室 1,２３０ 

和室 
１ ４７０ 

２ ４７０ 

調理実習室 ７２０ 
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 別表第２備考３を削り、同表備考４を同表備考３とする。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市公民館条例別表第１及び別表第２の規定は、この条例 

の施行の日以後にされる申請に係る使用料又は利用料金について適用し、 

同日前にされた申請に係る使用料又は利用料金については、なお従前の

例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、公民館の使用料及び利用料金の基準と

する額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１０８号議案 

   日吉自然の家条例の一部を改正する条例 

 日吉自然の家条例（平成２７年長崎市条例第５３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第８条第２項中「（附属設備の利用に係るものを除く 。）」 を削り、同

条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

 第１３条中「附属設備」を「設備」に改める。 

 第２１条第２項中「及び第３項」を削り、「並びに別表」を「及び別表 

」に改め、「、同条第３項中「利用料金については、指定管理者があらか

じめ市長の承認を受けて」とあるのは「使用料については、市長が別に」

と」を削り、「第４項」を「第３項」に改める。 

 別表第１項の表を次のように改める。

区       分 金額（１人１日につき） 

小学校の児童又

は中学校若しく

は高等学校の生

徒 

宿泊する場合 
円 

７５０ 

宿泊しない場合 ２５０ 

一般 
宿泊する場合 1,５００ 

宿泊しない場合 ４９０ 

 別表第１項備考１を次のように改める。 

  １ 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及び

高等学校の生徒を除く。）をいう。 

 別表第１項備考２を削り、同項備考３を同項備考２とし、同項備考４を 

同項備考３とし、同表第２項の表を次のように改める。 
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区       分 金額（１時間につき） 

体育館 ７３０円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の日吉自然の家条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に

される申請に係る利用料金について適用し、同日前にされた申請に係る

利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、日吉自然の家の利用料金の基準とする

額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１０９号議案 

   長崎市図書館条例の一部を改正する条例 

第１条 長崎市図書館条例（平成１９年長崎市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

  第７条第１項中「、編集室」を削る。 

  別表第１編集室の項を削る。 

第２条 長崎市図書館条例の一部を次のように改正する。 

  第２６条第２項中「「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定

める額とする」とあるのは「市長が別に定める」と、同表備考３中」を

削る。 

  別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

 別表第１（第８条関係）

区       分 金額（１時間につき） 

多目的ホール 
円 

2,１９０ 

新
興
善
メ
モ
リ
ア
ル
 

ホール 1,７９０ 

会議室１ ５００ 

会議室２ ７５０ 

研修室１ ２４０ 

研修室２ ２４０ 

研修室３ ２４０ 

研修室４ ２４０ 
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スタジオ ９３０ 

パソコン室 ６７０ 

  別表第１備考２を削り、同表備考３を同表備考２とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条及び次項の規定は令

和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の長崎市図書館条例別表第１の規定は、令

和８年４月１日以後にされる申請に係る利用料金について適用し、同日

前にされた申請に係る利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 利用状況等を総合的に勘案し、長崎市立図書館の編集室を廃止したいの

と、受益者負担の適正化を図るため、同図書館の利用料金の基準とする額

を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１１０号議案 

   長崎市民会館条例の一部を改正する条例 

第１条 長崎市民会館条例（平成２７年長崎市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２３条第２項中「使用料」と、同表備考５」を「使用料」と、同表

第１号備考５」に改める。 

第２条 長崎市民会館条例の一部を次のように改正する。 

  第２３条第２項中「４割に相当する額」を削り、「同表第１号備考５ 

」を「同表第１号備考４」に改め、「、同表備考３中「指定管理者があ 

らかじめ市長の承認を受けて定める額とする」とあるのは「市長が定め 

る」と」及び「、同表備考２中「指定管理者があらかじめ市長の承認を

受けて定める額とする」とあるのは「市長が定める」と」を削る。 

  別表第１第１号の表を次のように改める。

区  分 

金額（１時間につき） 

午前９時から

正午まで１１ 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から 

午後10時まで 

平日 
円 

１1,１２０ 

円 

１2,４１０ 

円 

１5,０８０ 

土曜日、日曜

日又は休日 
１2,０８０ １3,５２０ １5,９３０ 

  別表第１第２号の表を次のように改める。 
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区        分 金額（１時間につき） 

展示ホール 
円 

2,６９０ 

リハーサル室 ４９０ 

音楽室 1,２３０ 

大会議室 1,１５０ 

第１会議室 ７００ 

第２会議室 ７００ 

第３会議室 ７００ 

第４会議室 ７００ 

第５会議室 ７００ 

第６会議室 ７００ 

第７会議室 ７００ 

第８会議室 1,１５０ 

小会議室 ４２０ 

和室（１室につき） ７００ 
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  別表第１備考４中「４割」を「５割」に改め、同備考後段を削り、同 

表備考５中「利用時間」を「ホールを利用する場合において、利用時間 

」に、「場合」を「とき」に改める。 

  別表第２第１号を次のように改める。 
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      ⑴  専用利用する場合 

        ア  競技場 

区                分 

金額（１時間につき） 

午前９時から

午後５時まで 

午後６時から

午後９時まで 

アマチュア

スポーツに

利用する場

合１１１１ 

入場料等

の徴収を

しない場

合１１１ 

平日 
円

1,６３０ 

円

2,８７０ 

土曜日、日曜

日又は休日 
2,２９０  3,４８０ 

入場料等

の徴収を

する場合 

平日  １1,１５０  １8,０２０ 

土曜日、日曜

日又は休日 
１2,７３０  １9,１７０ 

アマチュア

スポーツ以

外に利用す

る場合１１ 

入場料等

の徴収を

しない場

合１１１ 

平日  １1,１５０  １8,０２０ 

土曜日、日曜

日又は休日 
１2,７３０  １9,１７０ 

入場料等

の徴収を

する場合 

平日  １2,７３０  ２1,８３０ 

土曜日、日曜

日又は休日 
１5,５００  ２5,６９０ 

        イ  軽スポーツ室

区                分  金額（１時間につき） 

軽スポーツ室（１室につき）  ９５０円 

    備考 

      １  「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、

又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、市民

体育館に入館する者から金銭を受領することをいう。 

      ２  「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 

      ３  アマチュアスポーツ以外に利用する場合で入場料等の徴収をす

る場合は、この表に掲げる金額に、入場料等の１人当たり最高額
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の１００人分を加算した額とする。 

   ４ 競技場を利用する場合において、利用時間を超過して利用する

とき及び競技場又は軽スポーツ室を部分的に利用する場合の金額 

は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする。 

   ５ 競技場を利用する場合において、この表に掲げる利用時間帯の

いずれかの全部をその利用に係る準備又はリハーサルのために利

用するときの金額は、この表に掲げる金額（備考３の適用がある

ときは、当該適用後の金額）の５割に相当する額とする。 

   ６ 軽スポーツ室を利用する場合で営利、営業宣伝その他これらに

類する目的で利用する場合の金額は、この表に掲げる金額の倍額

とする。 

   ７ 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満

の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間

として計算する。 
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  別表第２第２号の表を次のように改める。

区        分 金額（１時間につき） 

バドミントン（１面につき） 
円 

３８０ 

バレーボール（１面につき） ９００ 

バスケットボール（１面につき） ９００ 

その他（競技場半面につき） ９００ 

  別表第２第３号の表を次のように改める。

区        分 金        額 

当日券（１人２

時間につき） 

高等学校の生徒 
円 

２１０ 

一般 ４１０ 

会員券（１人１

月につき） 

高等学校の生徒 1,９２０ 

一般 3,７４０ 

  別表第２第４号の表を次のように改める。

区        分 金額（１時間につき） 

卓球台（１台につき） ３１０円 

  別表第３中備考以外の部分を次のように改める。   
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別表第３（第８条関係） 

中央公民館の利用に係る基準額

区        分 金額（１時間につき） 

第１研修室 
円 

７００ 

第２研修室 ７００ 

第３研修室 ７００ 

第４研修室 ７００ 

第５研修室 ７００ 

第６研修室 ７００ 

視聴覚室 1,２３０ 

調理実習室 ７６０ 

室内楽室 ７００ 

和室 ７００ 

体育室 1,２５０ 

工作室 ７００ 
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  別表第３備考３を削り、同表備考４を同表備考３とする。 

  別表第４中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第４（第８条関係） 

  男女共同参画推進センターの利用に係る基準額

区        分 金額（１時間につき） 

会議室 

１ 
円 

７３０ 

２ ４８０ 

３ ６６０ 

４ ４７０ 

研修室 
１ 1,４００ 

２ ８４０ 

和室 ５６０ 

  別表第４備考２を削り、同表備考３を同表備考２とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定

は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の長崎市民会館条例別表第１から別表第４

までの規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

される申請に係る利用料金について適用し、施行日前にされた申請に係

る利用料金については、なお従前の例による。 

３ 施行日前に発行された第２条の規定による改正前の長崎市民会館条例
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別表第２第３号に規定する会員券は、施行日後においても、なお従前の

例により使用することができる。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市民会館の利用料金の基準とする

額を改定したいのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出

する。 
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第１１１号議案 

   長崎市文化センター条例の一部を改正する条例 

 長崎市文化センター条例（平成１６年長崎市条例第４３号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１第１項の表多目的ホールの項中「1,４２４」を「4,７１０」に

改め、同表会議室１の項中「２２０」を「４９０」に改め、同表会議室２

の項及び会議室３の項中「２２０」を「７００」に改め、同表和室の項中

「２２０」を「７００」に改め、別表第１第２項の表会議室の項中「２２ 

０」を「７００」に改め、同表和室の項中「２２０」を「４９０」に改め、 

同表調理実習室の項中「２２０」を「７３０」に改め、別表第１備考３中

「４割」を「５割」に改め、同備考後段を削る。 

 別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第８条関係）

区       分 金額（１時間につき） 

多目的ホール 
円 

5,２１０ 

会議室 ５６０ 

視聴覚室 ５６０ 

 別表第２備考３中「４割」を「５割」に改め、同備考後段を削る。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  
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２ 改正後の長崎市文化センター条例の規定は、この条例の施行の日以後

にされる申請に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前にされ

た申請に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、文化センターの使用料及び利用料金の

基準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１１２号議案 

   長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

 長崎市ふれあいセンター条例（昭和６２年長崎市条例第２２号）の一部

を次のように改正する。 

 別表研修室の項中「４２９」を「1,０４０」に、「３１４」を「７３０ 

」に、「２０９」を「４６０」に、「１０４」を「３１０」に改め、同表

軽スポーツ室の項中「４２９」を「1,０４０」に改め、同表調理室の項中

「２０９」を「５８０」に、「１０４」を「５００」に改め、同表ホール

の項中「９６３」を「3,０６０」に、「４８１」を「1,６４０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市ふれあいセンター条例の規定は、この条例の施行の日

以後にされる申請に係る利用料金について適用し、同日前にされた申請

に係る利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、ふれあいセンターの利用料金の基準と

する額を改定したいので、この条例案を提出する。 

－ 217 －



第１１３号議案 

   長崎市障害福祉センター条例の一部を改正する条例 

 長崎市障害福祉センター条例（平成３年長崎市条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 

 第１２条第１項第１号中「3,１４２円」を「3,４６０円」に、「7,３３

３円」を「8,２９０円」に改め、同項第２号中「1,０４７円」を「1,４６

０円」に、「2,０９５円」を「2,５００円」に改める。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市障害福祉センター条例の規定は、この条例の施行の日

以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に

係る手数料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市障害福祉センターの手数料を改

定したいので、この条例案を提出する。 
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第１１４号議案 

   長崎市市民センター条例の一部を改正する条例 

 長崎市市民センター条例（平成１４年長崎市条例第３７号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１第１項中「2,０１１」を「5,６６０」に、「２９３」を「９０

０」に、「１８８」を「６１０」に、「２５１」を「７６０」に、「３１

４」を「８４０」に改め、同表第２項中「１０４」を「７２０」に、「２

５７」を「６４０」に改め、同表第３項の表研修室１の項中「１０４」を

「５２０」に改め、同表研修室２の項中「１０４」を「７２０」に改め、

同表研修室３の項中「１０４」を「５２０」に改め、同表研修室４の項中

「１０４」を「６５０」に改め、同表多目的室の項中「２２０」を「８３

０」に、「１０４」を「７２０」に改め、同表工芸室の項中「１０４」を

「７２０」に改め、別表第１第４項中「2,０４２」を「5,０２０」に、「

１５７」を「３９０」に、「１７８」を「４２０」に、「１８８」を「４

３０」に改め、同表第５項中「３３５」を「７２０」に、「１１５」を「

２７０」に、「２３０」を「４３０」に、「３１４」を「６７０」に、「

６３９」を「８９０」に改め、同表備考４中「４割」を「５割」に改め、

同備考後段を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市市民センター条例の規定は、この条例の施行の日以後

にされる申請に係る利用料金について適用し、同日前にされた申請に係
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る利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、市民センターの利用料金の基準とする

額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１１５号議案 

   長崎市銭座地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

 長崎市銭座地区コミュニティセンター条例（平成１７年長崎市条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

 

区       分 金額（１時間につき） 

研修室 

１Ａ 
   円 

３１０ 

１Ｂ ４６０ 

１Ａ及び１Ｂ ７３０ 

２ ３１０ 

３ ３１０ 

４ ４６０ 

調理室 ５００ 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市銭座地区コミュニティセンター条例の規定は、この条

例の施行の日以後にされる申請に係る利用料金について適用し、同日前

にされた申請に係る利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 
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長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市銭座地区コミュニティセンター

の利用料金の基準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１１６号議案 

   長崎市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例 

 長崎市国民健康保険診療所条例（平成１６年長崎市条例第４８号）の一

部を次のように改正する。 

 第５条第１号中「3,１４２円」を「3,４６０円」に、「7,３３３円」を 

「8,２９０円」に改め、同条第２号中「1,０４７円」を「1,４６０円」に、

「2,０９５円」を「2,５００円」に改める。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市国民健康保険診療所条例の規定は、この条例の施行の

日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請

に係る手数料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、国民健康保険診療所の手数料を改定し

たいので、この条例案を提出する。 
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第１１７号議案 

   長崎市外海ふるさと交流センター条例の一部を改正する条例 

 長崎市外海ふるさと交流センター条例（平成１６年長崎市条例第４６号 

）の一部を次のように改正する。 

 第７条中「附属設備」を「設備」に改める。 

 第８条第２項中「（附属設備の利用に係るものを除く 。）」 を削り、同

条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

 第１０条第２項中「及び第３項、前条並びに」を「、前条及び」に改め、

「、同条第３項中「利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の

承認を受けて」とあるのは「使用料については、市長が別に」と」を削り、

「第４項」を「第３項」に改める。 

 別表第１項中「4,４００」を「5,７２０」に、「８８０」を「1,１４０ 

」に、「1,１００」を「1,４３０」に、「3,３００」を「4,２９０」に、

「６６０」を「８５０」に、「７７０」を「1,０００」に、「1,６４４」

を「2,１３０」に改め、同表第２項の表を次のように改める。

 

区       分 金額（１時間につき） 

会議室 
１ 

   円 

2,６５０ 

２ 1,０１０ 

 

 別表第３項中「１0,４７６円」を「１2,５７０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市外海ふるさと交流センター条例別表の規定は、この条

例の施行の日以後にされる申込みに係る利用料金について適用し、同日

前にされた申込みに係る利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市外海ふるさと交流センターの利

用料金の基準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 

－ 225 －



第１１８号議案 

   長崎市池島中央会館条例の一部を改正する条例 

 長崎市池島中央会館条例（平成１６年長崎市条例第４７号）の一部を次

のように改正する。 

 第１１条中「附属設備」を「設備」に改める。 

 別表第１項の表を次のように改める。 

 

区       分 金額（１時間につき） 

会議室 

１ 
   円 

2,１１０ 

２ 1,０１０ 

３ ６１０ 

４ ４９０ 

控室 

１ ４９０ 

２ ４９０ 

３ ４９０ 

研修室 ９１０ 

調理室 ６１０ 

 

 別表第１項備考１を次のように改める。 

１ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時間未

満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間

として計算する。 

 別表第１項備考３を削り、同表第２項中「3,４４６」を「4,４７０」に、

「2,７９７」を「3,６２０」に、「2,１５８」を「2,７９０」に改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市池島中央会館条例別表の規定は、この条例の施行の日

以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に

係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市池島中央会館の使用料を改定し

たいので、この条例案を提出する。 
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第１１９号議案 

   長崎市離島振興センター条例の一部を改正する条例 

 長崎市離島振興センター条例（平成１６年長崎市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

 第１４条中「附属設備」を「設備」に改める。 

 別表を次のように改める。   
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別表（第４条関係）

 １ 長崎市伊王島開発総合センターの使用料 

区       分 金額（１時間につき） 

会議室 
１ 

   円 

2,２５０ 

２ ９６０ 

研修室 
１ ９６０ 

２ ５６０ 

和室 ９６０ 

調理実習室 ９６０ 

 ２ 長崎市高島ふれあいセンターの使用料 

区       分 金額（１時間につき） 

多目的ホール 
   円 

7,１５０ 

講座室 ５６０ 

視聴覚室 ５６０ 

 ３ 長崎市池島開発総合センターの使用料 

区       分 金額（１時間につき） 

会議室 

１ 
   円 

2,２５０ 

２ ９６０ 

３ ５６０ 

研修室 ９６０ 
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和室 ５６０ 

調理実習室 ４２０ 

備考 

１ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時間未

満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１時間

として計算する。 

２ 営利、営業、宣伝その他これらに類する目的で利用するときの使

用料は、この表に掲げる使用料の倍額とする。 

３ 長崎市高島ふれあいセンターの多目的ホールの利用者がその利用

に係る準備又はリハーサルのために利用する時間の使用料は、この

表に掲げる額（備考２の適用があるときは、当該適用後の額）の５

割に相当する額とする。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市離島振興センター条例別表の規定は、この条例の施行

の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申

請に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、離島振興センターの使用料を改定した

いので、この条例案を提出する。 
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第１２０号議案 

   長崎市健康づくりセンター条例の一部を改正する条例 

 長崎市健康づくりセンター条例（平成１６年長崎市条例第５０号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１項の表を次のように改める。

 

区       分 

金       額 

当日券 
回数券 

（１１回分） 

健康増進室 

一般 
   円 

４００ 

   円 

4,０００ 

中学校又は高

等学校の生徒 
２００ 2,０００ 

浴場 

一般 ４６０ 4,６００ 

小学校の児童

又は中学校若

しくは高等学

校の生徒 

２３０ 2,３００ 

健康増進室

及び浴場の

両方を利用

する場合 

一般 ６１０ 6,１００ 

中学校又は高

等学校の生徒 
３００ 3,０００ 

備考 「一般」とは、１２歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及

び高等学校の生徒を除く。）をいう。 

 別表第２項の表多目的室（占用して利用する場合に限る。）の項中「５

４０」を「1,０６０」に改め、同表研修室の項中「８８０」を「1,６８０ 

」に改め、同表調理実習室の項中「８８０」を「1,５４０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市健康づくりセンター条例の規定は、この条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後にされる申請に係る利用料金につい

て適用し、施行日前にされた申請に係る利用料金については、なお従前

の例による。 

３ 施行日前に発行された改正前の長崎市健康づくりセンター条例別表第

１項に規定する回数券は、施行日以後においても、なお従前の例により

使用することができる。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市健康づくりセンターの利用料金

の基準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１２１号議案 

   長崎市公衆浴場条例の一部を改正する条例 

 長崎市公衆浴場条例（平成１６年長崎市条例第５１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第７条中「附属設備」を「設備」に改める。 

 別表第１中「１２回分」を「１１回分」に、「１００」を「２００」に、 

「1,０００」を「2,０００」に、

「            「 

小 学 校 の 児 童  を 
小学校の児童又は
中学校若しくは高
等学校の生徒 

 に、「５０ ｜」を

           」            」 

「１００ ｜」に、「５００」を「1,０００」に改め、同表備考中「児童 

」の次に「並びに中学校及び高等学校の生徒」を加える。 

 別表第２中「１００」を「１６０」に、「1,０００」を「1,６００」に

改め、「又は中学校」の次に「若しくは高等学校」を加え、「５０ ｜」

を「８０ ｜」に、「５００」を「８００」に改め、同表備考中「及び中

学校」を「並びに中学校及び高等学校」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に発行された改正前の長崎市公衆浴場条例別表

第１及び別表第２に規定する回数券は、同日以後においても、なお従前

の例により使用することができる。 
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  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、公衆浴場の使用料を改定したいので、

この条例案を提出する。 
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第１２２号議案 

   長崎のもざき恐竜パーク条例の一部を改正する条例 

 長崎のもざき恐竜パーク条例（令和２年長崎市条例第４６号）の一部を

次のように改正する。 

 第８条第１号中「附属設備」を「設備」に改める。 

 第１０条第２項中「（附属設備の利用に係るものを除く 。）」 を削り、

同条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

 第１９条中「附属設備」を「設備」に改める。 

 第２０条第２項中「及び第３項」を削り、「並びに別表第２」を「及び

別表第２」に改め、「、同条第３項中「利用料金については、指定管理者

があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「使用料については、市長

が別に」と」を削り、「第４項」を「第３項」に改める。 

 別表第１行商、募金その他これらに類するものの項中「２６１」を「３

９０」に改め、同表業として行う写真又は映画の撮影の項中「１０４」を

「２００」に、「1,６１３」を「3,１００」に改め、同表興行の項中「１

８」を「３６」に改め、同表広告物の掲出の項中「1,６１３」を「2,２５

０」に改め、同表集会、展示会その他これらに類するものの項中「１２」

を「２４」に改め、同表備考２ただし書中「１月を３０日として日割計算

を」を「その日数に２００円を乗じて得た額と」に改め、同表備考４を削

る。 

 別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第１０条関係）

区       分 金額（１時間につき） 
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アリーナ 

卓球（１台につき） 
   円 

３１０  

バドミントン（１面

につき） 
３８０ 

バレーボール（１面

につき） 
９００ 

バスケットボール（

１面につき） 
９００ 

その他（全面） 4,２００ 

トレーニング室 1,６８０ 

ステージ ９９０ 

 別表第２備考３中「４割」を「５割」に改め、同備考後段を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎のもざき恐竜パーク条例別表第１及び別表第２の規定は、

この条例の施行の日以後にされる申請に係る利用料金について適用し、

同日前にされた申請に係る利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎のもざき恐竜パークの利用料金の

基準とする額を改定したいのと、アリーナにおける卓球に係る利用料金の

基準とする額を定めたいので、この条例案を提出する。 
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第１２３号議案 

   長崎市あぐりの丘条例の一部を改正する条例 

 長崎市あぐりの丘条例（令和３年長崎市条例第３９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第８条関係） 

区       分 入館料（１人１回につき） 

子ども（１歳未満の者を除く。） 
円 

２５０ 

子どもの保護者等 １００ 

 別表第２行商、募金その他これらに類するものの項中「２６１」を「３

９０」に改め、同表業として行う写真又は映画の撮影の項中「１０４」を

「２００」に、「1,６１３」を「3,１００」に改め、同表興行の項中「１

８」を「３６」に改め、同表広告物の掲出の項中「1,６１３」を「2,２５

０」に改め、同表集会、展示会その他これらに類するものの項中「１２」

を「２４」に改め、同表備考２ただし書中「１月を３０日として日割計算

を」を「その日数に２００円を乗じて得た額と」に改め、同表備考４を削

る。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市あぐりの丘条例別表第２の規定は、この条例の施行の

－ 238 －



日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請

に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、全天候型子ども遊戯施設の入館料に係

る区分を見直したいのと、長崎市あぐりの丘の使用料を改定したいので、

この条例案を提出する。 
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第１２４号議案 

 

   長崎市体育館条例の一部を改正する条例 

 

 長崎市体育館条例（昭和４８年長崎市条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第８条関係）

区       分 金額（１時間につき） 

卓球（１台につき） 
   円 

３１０ 

バドミントン（１面につき） ３８０ 

バレーボール ９００ 

その他 ９００ 
 

備考 

 １ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその時間に１時間未満の

端数があるときは、その時間又はその端数時間は、１時間として計

算する。 

２ 営利、営業、宣伝その他これらに類する目的で利用するときの使

用料は、この表に掲げる使用料の倍額とする。 

３ 体育館を部分的に利用するときの使用料は、市長が別に定める。 

４ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場

合の使用料は、この表に掲げる額（備考２又は３の適用があるとき

は、当該適用後の額）の５割に相当する額とする。 

５ 附属設備の使用料は、市長が別に定める。 
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別表第２第１項中「1,１００」を「1,５４０」に、「1,３２０」を「1, 

８４０」に、「２２０」を「４４０」に、「２６１」を「３９０」に改め、

同項備考５中「４割」を「５割」に改め、同表第２項の表卓球（１台につ 

き）の項中「１０４」を「３１０」に改め、同表バドミントン（１面につ

き）の項中「１０４」を「３８０」に改め、同表バレーボール（１面につ

き）の項中「１５７」を「９００」に改め、同表バスケットボール（１面

につき）の項中「２２０」を「９００」に改める。 

別表第３体育館の項中「1,４２４」を「1,９９０」に、「２２０」を「

４４０」に改め、同表会議室の項中「２２０」を「３９０」に改め、同表

備考４中「４割」を「５割」に改め、同表備考５を削る。 

 別表第４第１項の表を次のように改める。

区       分 金額（１時間につき） 

卓球（１台につき） 
   円 

３１０ 

バドミントン（１面につき） ３８０ 

バレーボール（１面につき） ９００ 

バスケットボール（１面につき） ９００ 

その他 ９００ 

備考 

 １ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその時間に１時間未満

の端数があるときは、その時間又はその端数時間は、１時間とし

て計算する。 

２ 営利、営業、宣伝その他これらに類する目的で利用するときの

使用料は、この表に掲げる額の倍額とする。 
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３ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する 

場合の使用料は、この表に掲げる額（備考２の適用があるときは、

当該適用後の額）の５割に相当する額とする。 
 

別表第４第２項中「１０４」を「２００」に改め、同表備考を削る。 

 別表第５を次のように改める。 

別表第５（第１０条関係）

区       分 金額（１時間につき） 

柔道場又は剣道場 
   円 

６２０ 

相撲場、ボクシング場又は弓道場 ４１０ 
 

 備考 

  １ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその時間に１時間未満の

端数があるときは、その時間又はその端数時間は、１時間として計

算する。 

２ 営利、営業、宣伝その他これらに類する目的で利用する場合は、

この表に掲げる金額の倍額とする。 

３ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場

合の金額は、この表に掲げる額（備考２の適用があるときは、当該

適用後の額）の５割に相当する額とする。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ 改正後の長崎市体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後にされ

る申請に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前にされた申請

に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

 

理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、体育館の使用料及び利用料金の基準と

する額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１２５号議案 

   長崎市民水泳プール条例の一部を改正する条例 

 長崎市民水泳プール条例（昭和４８年長崎市条例第２２号）の一部を次

のように改正する。 

 第１８条第２項中「基準額」」の次に「及び「金額」」を加え、「、「

掲げる料金」とあるのは「掲げる使用料」と」を削る。 

 別表第１から別表第３までを次のように改める。 
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別表第１（第８条関係）

区   分 
金   額 

（１回につき） 

回 数 券 

（１１回分） 

一般 
円 

１４０ 

円 

1,４００ 

小学校の児童又は中学校

若しくは高等学校の生徒 
７０ ７００ 

備考 

１ 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及び

高等学校の生徒を除く。）をいう。 

２ 「１回」とは、午前９時から正午まで、午後０時３０分から午後

３時３０分まで又は午後４時から午後６時までのそれぞれの時間帯

をいう。 
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別表第２（第８条関係）

区   分 
金   額 

（１回につき） 

回 数 券 

（１１回分） 

一般 
円 

４６０ 

円 

4,６００ 

小学校の児童又は中学校

若しくは高等学校の生徒 
２３０ 2,３００ 

備考 

１ 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及び

高等学校の生徒を除く。）をいう。 

２ 附属設備の使用料の額は、市長が別に定める。 
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別表第３（第１０条関係） 

１ 総合プール及び神の島プールの利用に係る基準額 

⑴ 個人の利用の場合

区   分 
基 本 料 金 

（２時間につき） 

超 過 料 金 

（１時間につき） 

回 数 券 

（１１回分） 

総
合
プ
ー
ル
 

一般 
円

７００ 

円

３００ 

円

7,０００ 

小学校の児童

又は中学校若

しくは高等学

校の生徒 

３５０ １５０ 3,５００ 

神
の
島
プ
ー
ル
 

一般 ５７０ ２４０ 5,７００ 

小学校の児童

又は中学校若

しくは高等学

校の生徒 

２９０ １２０ 2,９００ 

備考 本市が主催する水泳教室の受講生の料金は、この表に掲げる基

本料金に実施日数を乗じた額とする。この場合において、その額に

１００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額と

する。 

⑵ 専用利用の場合 

ア 全面利用

区   分 

金額（１時間につき） 

午前９時から

午後１時まで 

午後１時から

午後５時まで 
超過時間 

５０メート

ルプール 

平日 
円 

１1,５７０ 

円 

２3,１４０ 

円 

１2,８２０ 

土曜日、

日曜日又

は休日 

１4,３５０ ２8,７００ １5,９００ 

 
平日 5,７８０ １1,５６０ 6,９４０ 
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２５メート

ルプール 

土曜日、

日曜日又

は休日 

7,４６０ １4,９２０ 8,９６０ 

５０メート

ルプール及

び２５メー

トルプール 

平日 １7,３５０ ３4,７００ １9,７６０ 

土曜日、

日曜日又

は休日 

２1,８１０ ４3,６２０ ２4,８６０ 

備考 

１ 入場料等の徴収をする場合は、この表に掲げる金額の倍額とす

る。 

２ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する 

場合の金額は、この表に掲げる金額（備考１の適用があるときは、

当該適用後の額）の５割に相当する額とする。 

３ プールの水替えを指定した場合は、その実費に相当する額とす

る。 
 

イ コース利用

区       分 金額（１コース１時間につき） 

総
合
プ
ー
ル
 

５０メートル

プール 

平日 
円 

2,９９０ 

土曜日、

日曜日又

は休日 

3,６８０ 

２５メートル

プール 

平日 1,９００ 

土曜日、

日曜日又

は休日 

2,３４０ 

神
の
島
プ
ー
ル
 

２５メートル

プール 

平日 1,５４０ 

土曜日、

日曜日又

は休日 

1,９３０ 

備考 
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１ 入場料等の徴収をする場合は、この表に掲げる金額の倍額とす

る。 

２ プールの水替えを指定した場合は、その実費に相当する額とす

る。 
 

２ 神の島プールの浴室及び和室の利用に係る基準額 

⑴ 浴室

区   分 
金   額 

（１回につき） 

回 数 券 

（１１回分） 

一般 
円 

２４０ 

円 

2,４００ 

小学校の児童又は中学校

若しくは高等学校の生徒 
１２０ 1,２００ 

  ⑵ 和室

備考 

１ 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及び

高等学校の生徒を除く。）をいう。 

２ 利用のための準備及び原状回復の時間は、利用時間に含む。 

３ 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、又

は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、プールに

入場する者から金銭を受領することをいう。 

区       分 金額（１時間につき） 

和室（１室につき） １６０円 

備考 利用者が、営利、営業、宣伝その他これらに類する目的で利用

するときの金額は、この表に掲げる金額の倍額とする。 
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４ 「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日をいう。 

５ 超過時間を計算する場合において、その時間が１時間未満である

とき、又はその時間に１時間未満の端数があるときは、その時間又

は端数時間は１時間として計算する。   
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   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の長崎市民水泳プール条例別表第１から別表第３までの規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後にされる申請に係

る使用料又は利用料金について適用し、施行日前にされた申請に係る使

用料又は利用料金については、なお従前の例による。 

３ 前項に規定にかかわらず、施行日前に発行された改正前の長崎市民水

泳プール条例別表第１第１項第２号、別表第２第１項第２号及び別表第

３第１項第２号に規定する回数券は、施行日以後においても、なおその

券面額に限り使用することができる。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、水泳プールの使用料及び利用料金の基

準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１２６号議案 

   長崎市民アーチェリー場条例の一部を改正する条例 

 長崎市民アーチェリー場条例（昭和４８年長崎市条例第５７号）の一部

を次のように改正する。 

 第１３条中「附属設備」を「設備」に改める。 

 別表を次のように改める。   
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別表（第５条関係） 

１ 個人使用料

区   分 
金   額 

（１時間につき） 

回 数 券 

（１１枚つづり） 

大人 
円 

２００ 

円 

2,０００ 

小学校の児童又は

中学校若しくは高

等学校の生徒 

１００ 1,０００ 

備考 

 １ 「大人」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及

び高等学校の生徒を除く。）をいう。 

 ２ 本市が主催するアーチェリー教室の受講者の料金は、この表に

掲げる金額に実施時間数を乗じて得た額の１００分の８０に相当

する額とする。 

２ 専用使用料

区       分 金額（１時間につき） 

平日 
円 

4,９００ 

土曜日、日曜日又は休日 7,３５０ 

備考 

 １ 「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日をいう。 

 ２ 利用者が入場料、会費等を徴収し、又は賛助金、寄附金その他

名目のいかなるものかを問わず、アーチェリー場に入場する者か

ら金銭を受領する場合は、この表に掲げる金額の倍額とする。 

－ 254 －



 ３ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する

時間の使用料は、この表に掲げる額の５割に相当する額とする。 

 ４ 利用者の申出により的紙を貼り替えたときは、その実費を徴収

する。 

備考 

１ 利用のための準備及び原状回復の時間は、利用時間に含む。 

２ 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満の

端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時間として計算

する。   
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市民アーチェリー場条例別表の規定は、この条例の施行

の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申

請に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市民アーチェリー場の使用料を改

定したいので、この条例案を提出する。 

－ 256 －



第１２７号議案 

   長崎市市民生活プラザ条例の一部を改正する条例 

 長崎市市民生活プラザ条例（平成１０年長崎市条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

 第１７条第２項中「４割に相当する額」を削り、「同表備考６」を「同

表備考７」に改める。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。   
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別表（第８条関係） 

 １ ホールの利用に係る基準額

 

利用時間 

区分 

午前９時３０分

から正午まで 

午後１時から午

後５時までああ

午後６時から午

後１０時まであ

入場料等

の徴収を

しない場

合 

平日 
円 

１7,６００ 

円 

３6,６１０ 

円 

４5,０６０ 

土曜日、

日曜日又

は休日 
２1,１２０ ４3,９４０ ５4,０８０ 

入場料等

の徴収を

する場合 

平日 ３5,２００ ７3,２２０ ９0,１２０ 

土曜日、

日曜日又

は休日 
４2,２４０ ８7,８８０ １０8,１６０ 

 ２ 会議室の利用に係る基準額

区     分 金額（１時間につき） 

７０平方メートル以上 

円 

3,８９０ 

 

４０平方メートル以上７０平方

メートル未満 
2,１４０ 

４０平方メートル未満 1,１１０ 
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 別表備考２中「を徴収」」を「の徴収」」に改め、同備考後段を削り、

同表備考３中「を徴収」を「の徴収を」に改め、同表備考４中「４割」を

「５割」に改め、同表備考６を同表備考７とし、同備考の前に次の１備考

を加える。 

  ６ 会議室の利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１

時間として計算する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市市民生活プラザ条例別表の規定は、この条例の施行の

日以後にされる申請に係る利用料金について適用し、同日前にされた申

請に係る利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市市民生活プラザの利用料金の基

準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１２８号議案 

   長崎市漁港管理条例の一部を改正する条例 

 長崎市漁港管理条例（昭和４５年長崎市条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第４中「1,０４０」を「1,４５０」に、「５２０」を「７２０」に、

「２００」を「２６０」に、「１００」を「２００」に改める。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の入

庫に係る駐車場の利用について適用し、同日前の入庫に係る駐車場の利

用については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、たちばな漁港の有料駐車場の利用料金

の基準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１２９号議案 

   長崎市高島ふれあい海岸条例の一部を改正する条例 

 長崎市高島ふれあい海岸条例（平成１６年長崎市条例第５３号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第１第１項の表業として行う写真又は映画の撮影の項中「１０４」

を「２００」に、「1,６１３」を「3,１００」に改め、同表行商その他こ

れに類するものの項中「その他これ」を「、募金その他これら」に、「２

６１」を「３９０」に改め、同表興行の項中「１８」を「３６」に改め、

同表広告物の掲出の項中「1,６１３」を「2,２５０」に改め、同表集会、

展示会その他これらに類するものの項中「１２」を「２４」に改め、同表

備考２ただし書中「１月を３０日として日割計算を」を「その日数に２０

０円を乗じて得た額と」に改め、同表備考４を削り、別表第１第２項中「 

１００」を「２００」に、「中学校」を「中学校若しくは高等学校」に、

「５０」を「１００」に改め、同表第３項中「５２０」を「７２０」に、 

「中学校」を「中学校若しくは高等学校」に、「２６０」を「３６０」に、

「１００」を「２００」に、「５０」を「１００」に改め、同表備考中「 

及び中学校」を「並びに中学校及び高等学校」に改める。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市高島ふれあい海岸条例の規定は、この条例の施行の日

以後にされる申請に係る利用料金について適用し、同日前にされた申請

に係る利用料金については、なお従前の例による。 
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  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市高島ふれあい海岸の利用料金の

基準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１３０号議案 

   長崎市野母崎高浜海岸交流施設条例の一部を改正する条例 

 長崎市野母崎高浜海岸交流施設条例（平成２５年長崎市条例第３７号）

の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「自動車を」の次に「夏期に」を加える。 

 別表第１項中「2,６１９円」を「3,４００円」に改め、同表第２項中「 

又は中学校」の次に「若しくは高等学校」を加え、同項備考中「及び中学

校」を「並びに中学校及び高等学校」に改め、同表第３項中「駐車場の利

用に係る」を「夏期に駐車する場合の」に、「２６０」を「２００」に改

める。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第６条第１項

の改正規定及び別表第１第３項の改正規定（「２６０」を「２００」に

改める部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市野母崎高浜海岸交流施設条例（次項において「新条例 

」という。）別表第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日 

」という。）以後にされる申請に係る利用料金について適用し、施行日

前にされた申請に係る利用料金については、なお従前の例による。 

３ 新条例別表第３項の規定は、施行日以後の入庫に係る駐車場の利用に

ついて適用し、施行日前の入庫に係る駐車場の利用については、なお従

前の例による。 
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  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市野母崎高浜海岸交流施設の利用

料金の基準とする額を改定したいのと、その他所要の整備をしたいので、

この条例案を提出する。 
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第１３１号議案 

   長崎市さくらの里条例の一部を改正する条例 

 長崎市さくらの里条例（平成２年長崎市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１５条中「附属設備」を「設備」に改める。 

 別表第１項の表業として行う写真撮影の項中「写真撮影」を「写真又は

映画の撮影」に、「１０４」を「２００」に、「1,６１３」を「3,１００ 

」に改め、同表行商その他これに類するものの項中「その他これ」を「、

募金その他これら」に、「２６１」を「３９０」に改め、同表興行の項中

「１８」を「３６」に改め、同表広告物の掲出の項中「1,６１３」を「2,

２５０」に改め、同表集会、展示会その他これらに類するものの項中「１

２」を「２４」に改め、同表備考２ただし書中「１月を３０日として日割

計算を」を「その日数に２００円を乗じて得た額と」に改め、同表備考４

を削り、別表第２項を次のように改める。 
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２ 大芝生広場をスポーツ競技を行うために専用して利用する場合又は

庭球場を利用する場合の使用料 

 

区        分 金額（１時間につき） 

大芝生広場 

入場料等の徴収をしない場合 
円 

９００  

入場料等の徴収をする場合 1,８００  

庭球場（１

コートにつ

き） 

入場料等の徴収をしない場合 ４１０  

入場料等の徴収をする場合 ８２０  

備考 

１ 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、又

は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、大芝生広

場又は庭球場に入場する者から金銭を受領することをいう。 

２ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時間未

満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時間として

計算する。 

３ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場

合の使用料は、この表に掲げる額の５割に相当する額とする。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市さくらの里条例別表の規定は、この条例の施行の日以

後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係

る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市さくらの里の使用料を改定した

いので、この条例案を提出する。 
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第１３２号議案 

   長崎市体験の森条例の一部を改正する条例 

 長崎市体験の森条例（平成６年長崎市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条中第５号を削り、第６号を第５号とする。 

 第１２条第１項中「、前条第１項」を「又は前条第１項」に改め、「又

はシャワー施設を利用しようとする者」を削る。 

 別表第１項の表業として行う写真撮影の項中「写真撮影」を「写真又は 

映画の撮影」に、「１０４」を「２００」に、「1,６１３」を「3,１００ 

」に改め、同表行商その他これに類するものの項中「その他これ」を「、 

募金その他これら」に、「２６１」を「３９０」に改め、同表興行の項中

「１８」を「３６」に改め、同表広告物の掲出の項中「1,６１３」を「2, 

２５０」に改め、同表集会、展示会その他これらに類するものの項中「１

２」を「２４」に改め、同表備考２ただし書中「１月を３０日とした日割

計算を」を「その日数に２００円を乗じて得た額と」に改め、同表備考４ 

を削り、別表第２項中「8,９０４」を「１2,２５０」に、「５２３」を「 

８００」に改め、同項備考を次のように改める。 

 備考 休憩の場合において、その利用時間が１時間未満であるとき、又

は利用時間に１時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数

時間は、１時間として計算する。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第３条中第５

号を削り、第６号を第５号とする改正規定、第１２条第１項の改正規定
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及び別表第２項備考の改正規定は、公布の日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市体験の森条例別表の規定は、この条例の施行の日以後

にされる申請に係る利用料金について適用し、同日前にされた申請に係

る利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市体験の森の利用料金の基準とす

る額を改定したいのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提

出する。 
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第１３３号議案 

   長崎市植木センター条例の一部を改正する条例 

 長崎市植木センター条例（平成１６年長崎市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第６条第２項中「（附属設備の利用に係るものを除く 。）」 を削り、同

条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

 第１４条第２項中「及び第３項」を削り、「並びに別表」を「及び別表 

」に改め、「、同条第３項中「利用料金については、指定管理者があらか

じめ市長の承認を受けて」とあるのは「使用料については、市長が別に」

と」を削り、「第４項」を「第３項」に改める。 

 別表中「２７２」を「６５０」に、「１８８」を「３９０」に改める。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市植木センター条例別表の規定は、この条例の施行の日

以後にされる申請に係る利用料金について適用し、同日前にされた申請

に係る利用料金については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市植木センターの利用料金の基準 
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とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１３４号議案 

   長崎市農業活性化センター条例の一部を改正する条例 

第１条 長崎市農業活性化センター条例（平成１６年長崎市条例第５５号 

 ）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表長崎市野母崎農村活性化センターの項を削る。 

 別表中第１項を削り、第２項を第１項とし、第３項を第２項とする。 

第２条 長崎市農業活性化センター条例の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。   
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 別表（第４条関係）

  １ 長崎市琴海北部研修センターの使用料 

区       分 金額（１時間につき） 

体育館 
   円 

９６０ 

研修室 
１ ６１０ 

２ ６１０ 

和室 
１ ６１０ 

２ ６１０ 

調理実習室 ３５０ 

  ２ 長崎市琴海活性化センターの使用料 

区       分 金額（１時間につき） 

ふれあいルーム 
   円 

６１０ 

多目的ホール ６１０ 

会議室 ６１０ 

和室 ４４０ 

調理実習室 ５９０ 

備考 

１ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時間

未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、１

時間として計算する。 

２ 利用者が、入場者から入場料金その他これに類する料金を徴収

－ 273 －



するとき、又は営利、営業、宣伝その他これらに類する目的で利

用するときの使用料は、この表に掲げる額の倍額とする。 

３ 附属設備の使用料は、市長が別に定める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は令和８年２月１日から、第２条及び次項の

規定は、同年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の長崎市農業活性化センター条例の規定は、

令和８年４月１日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日

前にされた申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 利用状況等を総合的に勘案し、長崎市野母崎農村活性化センターを廃止

したいのと、受益者負担の適正化を図るため、活性化センターの使用料を

改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１３５号議案 

   長崎原爆資料館条例の一部を改正する条例 

 長崎原爆資料館条例（平成７年長崎市条例第３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第９条関係）

区       分 観   覧   料 

一般 ２００円 

 別表第１備考中「者（」の次に「小学校の児童並びに」を加える。 

 別表第２中「8,８５２」を「２0,１３０」に、「１1,７９６」を「２6,

８４０」に、「１4,１６３」を「２9,９１０」に、「１0,６２２」を「２ 

2,４３０」に、「１4,１５３」を「２9,９１０」に、「１6,９９２」を「 

３3,５９０」に改め、同表備考３中「４割」を「５割」に改め、同備考後

段を削る。 

 別表第３バスの項中「５２０」を「７１０」に改め、同表マイクロバス

の項を削り、同表普通自動車小型自動車軽自動車の項中「１００」を「２

００」に改め、同表備考１中「３０人」を「１１人」に改め、同表備考２

を削り、同表備考３を同表備考２とし、同表備考４を同表備考３とし、同

表備考５を同表備考４とする。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  
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２ 改正後の長崎原爆資料館条例（以下「新条例」という。）別表第２の

規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後にされる

申請に係る利用料金について適用し、施行日前にされた申請に係る利用

料金については、なお従前の例による。 

３ 新条例別表第３の規定は、施行日以後の入庫に係る駐車場の利用につ

いて適用し、施行日前の入庫に係る駐車場の利用については、なお従前

の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎原爆資料館の利用料金の基準とす

る額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１３６号議案 

   出島メッセ長崎条例の一部を改正する条例 

 出島メッセ長崎条例（令和元年長崎市条例第６１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第２中 

「

平        日 休 日 又 は 特 定 日  を 

                          」

「

平 日 又 は 休 日 特 定 日  に改める。 

                          」

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の出島メッセ長崎条例の規定は、この条例の施行の日以後の入

庫に係る駐車場の利用について適用し、同日前の入庫に係る駐車場の利

用については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 利用者の利便性の向上を図るため、出島メッセ長崎の駐車場の休日にお 
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ける駐車料金の上限を定めたいので、この条例案を提出する。 
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第１３７号議案 

   長崎市永井隆記念館条例の一部を改正する条例 

 長崎市永井隆記念館条例（平成１１年長崎市条例第３２号）の一部を次

のように改正する。 

 第８条第２項中「別表に掲げる額」を「２００円」に改める。 

 第１７条第２項中「別表に掲げる観覧料」を「観覧料２００円」に改め

る。 

 別表を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市永井隆記念館の利用料金の基準

とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１３８号議案 

   グラバー園条例の一部を改正する条例 

 グラバー園条例（昭和３３年長崎市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１項の表を次のように改める。

区   分 入 場 料 
年間入場料 

（１人１年間につき） 

一般 
円 

1,３００ 

円 

3,２５０ 

小学校の児童又は

中学校若しくは高

等学校の生徒 

６５０ 1,６２０ 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に購入された改正前のグラバー園条例別表第１

項に規定する前売券は、同日以後においても、なおその券面額に限り使

用することができる。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、グラバー園の利用料金の基準とする額
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を改定したいのと、利用者の利便性の向上等を図るため、利用料金の基準

に年間入場料を定めたいので、この条例案を提出する。 
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第１３９号議案 

   長崎市索道施設条例の一部を改正する条例 

 長崎市索道施設条例（平成１０年長崎市条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１０条第２項中「基準額」を「金額」に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表（第５条関係）

区       分 
金       額 

片  道 往  復 

一般 
円

1,０４０ 

円

1,９００ 

小学校の児童 ５２０ ９５０ 

備考 「一般」とは、１２歳以上の者（小学校の児童を除く。）をいう。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に購入された改正前の長崎市索道施設条例別表

第１項に規定する前売券は、同日以後においても、なおその券面額に限

り使用することができる。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   
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   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、索道施設の利用料金の基準とする額を

改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１４０号議案 

   長崎ペンギン水族館条例の一部を改正する条例 

 長崎ペンギン水族館条例（平成１２年長崎市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第５条関係）

区   分 
観 覧 料 

（１人１回につき） 

年間観覧料 

（１人１年間につき） 

一般 
円 

８００ 

円 

2,０００ 

小学校の児童又は

中学校若しくは高

等学校の生徒 

４００ 1,０００ 

備考 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及び

高等学校の生徒を除く。）をいう。 

 別表第２中「1,０４０」を「1,４５０」に、「５２０」を「７２０」に、

「２００」を「２６０」に、「１００」を「２００」に改める。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎ペンギン水族館条例別表第２の規定は、この条例の施行

の日以後の入庫に係る駐車場の利用について適用し、同日前の入庫に係

る駐車場の利用については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 
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                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎ペンギン水族館の利用料金の基準

とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１４１号議案 

   長崎市亀山社中記念館条例の一部を改正する条例 

 長崎市亀山社中記念館条例（平成２１年長崎市条例第３号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第１項中「3,２３７円」を「4,２００円」に改める。 

第１３条中「附属設備」を「設備」に改める。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第３条関係）

区       分 入   館   料 

一般 
円 

６５０ 

小学校の児童又は中学校若しくは

高等学校の生徒 
３２０ 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市亀山社中記念館条例第５条第１項の規定は、この条例

の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にさ

れた申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   
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   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市亀山社中記念館の入館料及び模

写等の許可に係る使用料を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１４２号議案 

   長崎市博物館条例の一部を改正する条例 

 長崎市博物館条例（昭和２５年長崎市条例第３８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第７条第１項中「3,２３７円」を「4,２００円」に改める。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第５条関係）

区       分 入   館   料 

常設展示 

一般 

               円 

            ２１０ 

 

小学校の児童又は中

学校若しくは高等学

校の生徒 

            １００ 

特別展示 その都度市長が定める額 

 別表備考２中「中学校の生徒及び」を削り、「児童」の次に「並びに中

学校及び高等学校の生徒」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市博物館条例第７条第１項の規定は、この条例の施行の

日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請

に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

－ 289 －



長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、シーボルト記念館の入館料及び博物館

の模写等の許可に係る使用料を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１４３号議案 

   長崎市遠藤周作文学館条例の一部を改正する条例 

 長崎市遠藤周作文学館条例（平成１６年長崎市条例第３８号）の一部を

次のように改正する。 

 第５条第１項中「3,２３７円」を「4,２００円」に改める。 

 第１３条中「附属設備」を「設備」に改める。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

区       分 観   覧   料 

一般 
円 

５４０  

小学校の児童又は中学校若しくは

高等学校の生徒 
２７０  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市遠藤周作文学館条例第５条第１項の規定は、この条例

の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にさ

れた申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

 令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   
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   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市遠藤周作文学館の観覧料及び模

写等の許可に係る使用料を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１４４号議案 

   長崎市ド・ロ神父記念館条例の一部を改正する条例 

 長崎市ド・ロ神父記念館条例（平成１６年長崎市条例第３９号）の一部

を次のように改正する。 

 第５条第１項中「3,２３７円」を「4,２００円」に改める。 

 第１３条中「附属設備」を「設備」に改める。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第３条関係）

区       分 入   館   料 

一般 
   円 

６５０ 

小学校の児童又は中学校若しくは

高等学校の生徒 
３３０ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市ド・ロ神父記念館条例第５条第１項の規定は、この条

例の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前に

された申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   
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   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市ド・ロ神父記念館の入館料及び

模写等の許可に係る使用料を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１４５号議案 

   出島条例の一部を改正する条例 

 出島条例（平成１７年長崎市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第１項中「3,２３７円」を「4,２００円」に改める。 

 第１７条中「市」の次に「及び指定管理者」を加える。 

 別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第６条関係）

区   分 
入 場 料 

（１人１回につき） 

年間入場料 

（１人１年間につき） 

一般 
円 

1,１００ 

円 

2,７５０ 

小学校の児童又は

中学校若しくは高

等学校の生徒 

５５０ 1,３７０ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１７条の改

正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の出島条例第８条第１項の規定は、この条例の施行の日以後に

される申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使

用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

－ 295 －



   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、出島の利用料金の基準とする額及び模

写等の許可に係る使用料を改定したいのと、その他所要の整備をしたいの

で、この条例案を提出する。 
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第１４６号議案 

   長崎市旧居留地建造物条例の一部を改正する条例 

第１条 長崎市旧居留地建造物条例（平成６年長崎市条例第１７号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条の表に次のように加える。

旧長崎英国領

事館 

⑴ 「旧長崎英国領事館」として、旧

長崎英国領事館及び旧居留地に関す

る資料を市民の観覧に供する。 

⑵ 「長崎市野口彌太郎記念美術館」

として、野口彌太郎画伯の美術作品

及び資料の寄贈を受けたことを記念

し、その美術作品及び資料を市民の

鑑賞に供する。 

長崎市大浦町

１番３７号 

  第７条第１項中「とする」を「とし、旧長崎英国領事館及び長崎市野

口彌太郎記念美術館の入館料は、別表第３のとおりとする」に改める。 

  第８条第２項中「別表第３」を「別表第４」に改める。 

  第１１条第２項中「別表第４」を「別表第５」に改める。 

  第２０条を第２７条とする。 

第１９条第２項中「別表第３の」を「別表第４の」に、「別表第３に 

」を「別表第４に」に、「別表第３第１項」を「別表第４第１項」に改

め、同条を第２６条とし、同条の前に次の７条を加える。 

  （野口彌太郎記念美術館運営委員会の設置） 

第１９条 長崎市野口彌太郎記念美術館（以下「野口美術館」という。 

）の適正な運営を図るため、長崎市野口彌太郎記念美術館運営委員会

（以下「運営委員会」という。 ) を置く。 
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  （運営委員会の所掌事務） 

第２０条 運営委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について

審議する。 

⑴ 美術作品等の保存及び展示に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、野口美術館の運営に関すること。 

（運営委員会の組織） 

第２１条 運営委員会は、委員８人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験のある者 

⑵ 芸術・文化関係団体を代表する者 

⑶ 観光関係団体を代表する者 

  （任期） 

第２２条 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

３ 前条第２項第２号及び第３号に掲げる者のうちから委嘱された委員

が、それぞれ同項の相当規定に該当する者でなくなったときは、前２

項に定める任期中であっても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に

委員である者の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、

２年を超えない期間とすることができる。 

  （運営委員会の会長） 

第２３条 運営委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その
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職務を代理する。 

  （運営委員会の会議） 

第２４条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことが

できない。 

３ 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

  （運営委員会の庶務） 

第２５条 運営委員会の庶務は、文化観光部において処理する。 

  別表第４を別表第５とし、別表第３を別表第４とし、同表の前に次の

１表を加える。 

 別表第３（第７条関係）

区       分 入   館   料 

一般 
円 

７００  

小学校の児童又は中学校若しく

は高等学校の生徒 
３５０  

  備考 

１ 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及

び高等学校の生徒を除く。）をいう。 

２ 入館料は、旧長崎英国領事館及び野口美術館に入館することが

できる共通入館券の額とする。

第２条 長崎市旧居留地建造物条例の一部を次のように改正する。 

  第３条の表南山手乙９番館の項及び旧長崎税関下
さが

り松派出所の項を削

り、同表東山手洋風住宅群の項を次のように改める。
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東山手洋風住

宅群 

「長崎市東山手地区町並み保存センタ

ー」として、伝統的建造物群保存地区 

の歴史的環境を守り、育てるとともに、

市民の認識と理解を深めるため、旧居

留地に関する資料を市民の観覧に供す

る。 

長崎市東山手

町６番２５号 

  第７条第１項を次のように改める。 

   旧長崎英国領事館及び長崎市野口彌太郎記念美術館の入館料は、別

表第１のとおりとする。 

  第８条第２項中「別表第４」を「別表第２」に改める。 

第１１条第１項中「3,２３７円」を「4,２００円」に改め、同条第２

項中「別表第５」を「別表第３」に改める。 

  第２６条第２項中「別表第４の」を「別表第２の」に、「別表第４に 

」を「別表第２に」に、「別表第４第１項」を「別表第２第１項」に、

「3,２３７円」を「4,２００円」に改める。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。   
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 別表第１（第７条関係）

区       分 入   館   料 

一般 
円 

７００  

小学校の児童又は中学校若しく

は高等学校の生徒 
３５０  

  備考 

１ 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及

び高等学校の生徒を除く。）をいう。 

２ 入館料は、旧長崎英国領事館及び野口美術館に入館することが

できる共通入館券の額とする。
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 別表第２（第８条関係） 

  １ 旧香港上海銀行記念館の入館に係る基準額

区       分 
入   館   料 

（１人１日につき） 

一般 
円 

２１０  

小学校の児童又は中学校若しく

は高等学校の生徒 
１００  

備考 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及

び高等学校の生徒を除く。）をいう。 

２ ホールの利用の許可に係る基準額 

区       分 金額（１時間につき） 

利用者が入場者から入場料金そ

の他これに類する料金の徴収を

しない場合 

円 

2,１８０  

利用者が入場者から入場料金そ

の他これに類する料金の徴収を

する場合 

4,３６０  

 

３ 旧香港上海銀行記念館の美術作品等の模写等の利用の許可に係る

基準額 １点につき 4,２００円   
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別表第３及び別表第４を削り、別表第５中「１０４」を「３１０」に

改め、同表備考３を削り、同表を別表第３とする。 

第３条 長崎市旧居留地建造物条例の一部を次のように改正する。 

  第３条の表南山手乙２７番館の項を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め 

る日から施行する。 

⑴ 第１条及び次項から附則第５項までの規定 令和８年１月３０日 

⑵ 第２条及び附則第６項の規定 令和８年４月１日 

⑶ 第３条の規定 令和９年４月１日 

（長崎市野口彌太郎記念美術館条例の廃止） 

２ 長崎市野口彌太郎記念美術館条例（平成１８年長崎市条例第４２号）

は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ 附則第１項第１号に掲げる規定の施行（以下「１号施行」という。）

の際現に前項の規定による廃止前の長崎市野口彌太郎記念美術館条例第

１３条の規定により置かれている長崎市野口彌太郎記念美術館運営委員

会（以下「旧運営委員会」という。）は、第１条の規定による改正後の

長崎市旧居留地建造物条例（以下「新条例」という。）第１９条の規定

により置かれた長崎市野口彌太郎記念美術館運営委員会（以下「新運営

委員会」という。）とみなす。 

４ １号施行の際現に旧運営委員会の委員である者は、１号施行の日に、

新条例第２１条第２項の規定により新運営委員会の委員として委嘱され

たものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる
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者の任期は、同日における旧運営委員会の委員としての任期の残任期間

と同一の期間とする。 

５ １号施行の際現に旧運営委員会の会長である者又は会長の職務を代理

する委員として指名されている者は、それぞれ１号施行の日に、新条例

第２３条第１項の規定により新運営委員会の会長として定められ、又は

同条第３項の規定により新運営委員会の会長の職務を代理する委員とし

て指名されたものとみなす。 

６ 第２条の規定による改正後の長崎市旧居留地建造物条例第１１条第１

項、別表第２第２項及び第３項並びに別表第３の規定は、附則第１項第

２号に掲げる規定の施行の日以後にされる申請に係る使用料又は利用料

金について適用し、同日前にされた申請に係る使用料又は利用料金につ

いては、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 次の理由により、この条例案を提出する。 

１ 大浦町地内の旧長崎英国領事館における保存修理工事が完了し、展示

物の整備が近く完了することに伴い、同領事館及び長崎市野口彌太郎記

念美術館として活用を図りたいのと、その入館料等を定める必要がある。 

２ 受益者負担の適正化を図るため、長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念

館の利用料金の基準とする額及び旧居留地建造物の模写等の許可に係る

使用料を改定したい。 

３ 南山手地区及び東山手地区の洋館について、民間活力を導入した活用

－ 304 －



を図るため、長崎市須加五々道美術館、長崎市べっ甲工芸館、長崎市古

写真資料館、長崎市埋蔵資料館及び長崎市南山手レストハウスを廃止し

たい。 
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第１４７号議案 

   長崎市中の茶屋条例の一部を改正する条例 

 長崎市中の茶屋条例（平成１３年長崎市条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第５条第１項中「3,２３７円」を「4,２００円」に改める。 

 第１２条中「附属設備」を「設備」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係）

区       分 入   館   料 

一般 
   円 

２１０ 

小学校の児童又は中学校若しくは

高等学校の生徒 
１００ 

 備考 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及び

高等学校の生徒を除く。）をいう。 

 別表第２中「２０９」を「４８０」に改め、同表備考３を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市中の茶屋条例第５条第１項及び別表第２の規定は、こ

の条例の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日

前にされた申請に係る使用料については、なお従前の例による。 
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  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、清水崑展示館の入館料及び長崎市中の

茶屋の使用料を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１４８号議案 

   長崎市心田庵条例の一部を改正する条例 

 長崎市心田庵条例（平成２５年長崎市条例第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第５条第１項中「3,２３７円」を「4,２００円」に改める。 

 別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第２条関係）

区       分 入場料（１人１回につき） 

一般 
   円 

６５０ 

小学校の児童又は中学校若しくは

高等学校の生徒 
３３０ 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第５条関係）

区       分 金額（１時間につき） 

利用者が入場者から入場料金その

他これに類する料金の徴収をしな

い場合 

   円 

1,５３０ 

利用者が入場者から入場料金その

他これに類する料金の徴収をする

場合 

3,０６０ 

 備考 附属設備の使用料は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市心田庵条例第５条第１項及び別表第２の規定は、この

条例の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前

にされた申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市心田庵の入場料及び使用料を改

定したいので、この条例案を提出する。 
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第１４９号議案 

   長崎市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例 

 長崎市歴史民俗資料館条例（平成９年長崎市条例第１９号）の一部を次

のように改正する。 

 第１１条第１項中「3,２３７円」を「4,２００円」に改める。 

 第１９条中「市」の次に「及び指定管理者」を加える。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。

区       分 入   館   料 

一般 
円 

６５０  

小学校の児童又は中学校若しくは

高等学校の生徒 
３３０  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１９条の改

正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市歴史民俗資料館条例第１１条第１項の規定は、この条

例の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前に

された申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   
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   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市外海歴史民俗資料館の入館料及

び歴史民俗資料館の模写等の許可に係る使用料を改定したいのと、その他

所要の整備をしたいので、この条例案を提出する。 
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第１５０号議案 

   長崎市伊王島灯台記念館条例の一部を改正する条例 

 長崎市伊王島灯台記念館条例（平成１６年長崎市条例第４０号）の一部

を次のように改正する。 

 第７条第１項中「3,２３７円」を「4,２００円」に改める。 

 第１５条中「附属設備」を「設備」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市伊王島灯台記念館条例第７条第１項の規定は、この条

例の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前に

された申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市伊王島灯台記念館の模写等の許

可に係る使用料を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１５１号議案 

   長崎市高島石炭資料館条例の一部を改正する条例 

 長崎市高島石炭資料館条例（平成１６年長崎市条例第４１号）の一部を

次のように改正する。 

 第４条第１項中「3,２３７円」を「4,２００円」に改める。 

 第１２条中「附属設備」を「設備」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市高島石炭資料館条例第４条第１項の規定は、この条例

の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にさ

れた申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市高島石炭資料館の模写等の許可

に係る使用料を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１５２号議案 

   長崎市端島見学施設条例の一部を改正する条例 

 長崎市端島見学施設条例（平成２０年長崎市条例第４３号）の一部を次

のように改正する。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第６条関係）

区       分 金       額 

一般 
円  

６５０ 

小学校の児童又は中学校若しくは

高等学校の生徒 
３２０ 

備考 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及び

高等学校の生徒を除く。）をいう。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市端島見学施設の使用料を改定し

たいので、この条例案を提出する。 
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第１５３号議案 

   長崎市軍艦島資料館条例の一部を改正する条例 

 長崎市軍艦島資料館条例（平成２８年長崎市条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

第１２条中「附属設備」を「設備」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第４条関係）

区       分 金       額 

一般 
   円 

４２０ 

小学校の児童又は中学校若しくは

高等学校の生徒 
２１０ 

備考 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校及び

高等学校の生徒を除く。）をいう。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市軍艦島資料館の利用料金の基準

とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１５４号議案 

   長崎市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 長崎市動物の愛護及び管理に関する条例（令和４年長崎市条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

 第１９条の見出しを「（手数料）」に改め、同条第１号中「3,７７１円 

」を「4,９００円」に改め、同条第２号を次のように改める。 

 ⑵ 飼養管理手数料 １頭１日につき５４０円 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市動物の愛護及び管理に関する条例第１９条第１号の規

定は、この条例の施行の日以後に引き取られる飼い犬に係る返還手数料

について適用する。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、飼い犬の返還手数料等を改定したいの

で、この条例案を提出する。 
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第１５５号議案 

   長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条

例 

 長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成６年長崎市条例第

３号）の一部を次のように改正する。 

 別表ごみ、粗大ごみ等の項中「１４６円」を「２００円」に、「５２３

円」を「７３０円」に、「1,０４７円」を「1,４６０円」に、「６2.８」 

を「８０」に改め、同表犬猫等の死体の項中「４１９」を「６２０」に改

め、同表備考４を削る。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後に収集、運搬及び処分をする一般廃棄物に係る同

日以後に徴収される一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に徴

収された一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由                            

 受益者負担の適正化を図るため、一般廃棄物処理手数料を改定したいの 

で、この条例案を提出する。 
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第１５６号議案 

   長崎市有墓地条例の一部を改正する条例 

 長崎市有墓地条例（昭和３３年長崎市条例第１８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第６条第１項を次のように改める。 

  使用料は、その利用の許可を受ける区画の面積に１平方メートルにつ

き７2,４８０円を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てた額）とする。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市有墓地条例の規定は、この条例の施行の日以後にされ

る申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料

については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、市有墓地の使用料を改定したいので、

この条例案を提出する。 
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第１５７号議案 

   長崎市もみじ谷葬斎場条例の一部を改正する条例 

 長崎市もみじ谷葬斎場条例（昭和３９年長崎市条例第５２号）の一部を

次のように改正する。 

 別表中「6,０００」を「7,８００」に、「３0,０００」を「３9,０００ 

」に、「4,０００」を「5,２００」に、「２0,０００」を「２6,０００」

に、「2,０００」を「2,６００」に、「１0,０００」を「１3,０００」に

改め、同表備考４中「7,２６０円」を「9,４３０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市もみじ谷葬斎場条例の規定は、この条例の施行の日以

後にされる申込みに係る使用料について適用し、同日前にされた申込み

に係る使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市もみじ谷葬斎場の使用料を改定

したいので、この条例案を提出する。 
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第１５８号議案 

   長崎市夜間急患センター条例の一部を改正する条例 

 長崎市夜間急患センター条例（平成１３年長崎市条例第３３号）の一部

を次のように改正する。 

 第６条第１号中「3,１４２円」を「3,４６０円」に、「7,３３３円」を 

「8,２９０円」に改め、同条第２号中「1,０４７円」を「1,４６０円」に、

「2,０９５円」を「2,５００円」に改める。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市夜間急患センター条例の規定は、この条例の施行の日

以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に

係る手数料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市夜間急患センターの手数料を改

定したいので、この条例案を提出する。 
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第１５９号議案 

   長崎市診療所条例の一部を改正する条例 

 長崎市診療所条例（平成１６年長崎市条例第６０号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第５条第１号中「3,１４２円」を「3,４６０円」に、「7,３３３円」を 

「8,２９０円」に改め、同条第２号中「1,０４７円」を「1,４６０円」に、

「2,０９５円」を「2,５００円」に改める。 

   附 則 

 ( 施行期日 )  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ( 経過措置 )  

２ 改正後の長崎市診療所条例の規定は、この条例の施行の日以後にされ

る申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料

については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、診療所の手数料を改定したいので、こ

の条例案を提出する。 
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第１６０号議案 

   長崎市都市公園条例の一部を改正する条例 

第１条 長崎市都市公園条例（昭和３４年長崎市条例第２７号）の一部を

次のように改正する。 

 第２９条第２項中「同表第３項」を「同表第２項」に改める。 

第２条 長崎市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

 第１０条第４項中「及び夜間照明設備」を削る。 

 第２６条第２項及び第３項中「夜間照明設備及び」を削る。 

 第２９条第２項中「、同表第２項中「１００円」とあるのは「１００

円。ただし、駐車時間が２０分以内の場合その他市長が特別の理由があ

ると認める場合は、無料とする。」と」を削り、「同表第２項第１号ア

中「４割に相当する額とする」とあるのは「４割に相当する額とし、利

用者がこの表に掲げる利用時間帯を連続して利用する場合においては、

正午から午後１時まで又は午後５時から午後６時までの利用に係る使用

料は、徴収しない」と、」を「同表第２項第１号中」に改め、「、同表

第４項第３号中「４割に相当する額とする」とあるのは「４割に相当す

る額とし、利用者が午前及び午後の利用時間帯を連続して利用する場合

においては、正午から午後１時までの利用に係る使用料は、徴収しない 

」と、同表備考６中「利用料金」とあるのは「使用料」と」及び「、同

表備考２中「利用料金」とあるのは「使用料」と」を削る。 

 別表第２第２項備考４を次のように改める。 

４ 使用料の額を算出する基礎となる面積に0.０１平方メートル未

満の端数があるとき、又は長さに0.０１メートル未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てる。 
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 別表第２第２項備考に次のように加える。 

５ 使用料の額を算出する基礎となる期間で年を単位としているも

のは、その期間が１年に満たないもの又はその期間に１年未満の

端数があるときは、月割によって計算する。 

６ 使用料の額を算出する基礎となる期間で月を単位としているも

のは、その期間が１月に満たないもの又はその期間に１月未満の

端数があるときは、１月として計算する。ただし、その期間が１

５日以内の場合は、１月を３０日とした日割計算をする。 

７ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第６条の規定により非

課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表に

より算定して得た額（備考５又は備考６の適用があるときは、当

該適用後の額）に１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

８ １件の使用料の額が１００円に満たないものは、１００円とす

る。 

９ 使用料の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てるものとする。 

 別表第２第３項の表業として行う写真撮影の項中「写真撮影」を「写

真又は映画の撮影」に、「１０４」を「２００」に、「1,６１３」を「

3,１００」に改め、同表行商その他これらに類するものの項中「行商」

を「行商、募金」に、「２６１」を「３９０」に改め、同表興行の項中

「１８」を「３６」に改め、同表広告物の掲出の項中「1,６１３」を「

2,２５０」に改め、同表集会、展示会、博覧会その他これらに類するも

のの項中「、博覧会」を削り、「１２」を「２４」に改め、同表に備考

として次のように加える。 

備考 
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１ 使用料の額を算出する基礎となる面積に0.０１平方メートル未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 

２ 使用料の額を算出する基礎となる期間で月を単位としているも

のは、その期間が１月に満たないもの又はその期間に１月未満の

端数があるときは、１月として計算する。ただし、その期間が１

５日以内の場合は、その日数に２００円を乗じて得た額とする。 

３ １件の使用料の額が１００円に満たないものは、１００円とす

る。 

４ 使用料の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てるものとする。 

 別表第２第４項を次のように改める。 
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４ 立山公園、平和公園、東望山公園、小江原台近隣公園、田中町公

園、えがわ運動公園、香焼総合公園及び元宮公園の有料公園施設（

三和少年交流センターを除く。）を利用する場合の使用料 

⑴ 立山市民運動場、長崎市営ソフトボール場、東望山運動場、田

中町ソフトボール場、香焼総合公園運動場及び元宮公園運動場 

 

区       分 金額（１時間につき） 

運動場又はソフトボール場 
円 

３５０ 

照明設備 1,２４０ 

備考 

１ 香焼総合公園運動場（照明設備の利用を除く。）及び元宮公

園運動場については、半面を利用する場合の使用料とする。 

２ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

３ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す

る場合の使用料（照明設備に係る使用料を除く。）は、この表

に掲げる額の５割に相当する額とする。 

⑵ 長崎市営庭球場 

 

区       分 金額（１時間につき） 

テニスコート（１コートにつき） 
円 

７００ 

照明設備（１コートにつき） ５００ 

備考 
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１ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

２ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す

る場合の使用料（照明設備に係る使用料を除く。）は、この表

に掲げる額の５割に相当する額とする。 

⑶ 元宮公園庭球場 

 

区       分 金額（１時間につき） 

テニスコート（１コートにつき） 
円 

４１０ 

照明設備（１コートにつき） ５００ 

備考 

１ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

２ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す

る場合の使用料（照明設備に係る使用料を除く。）は、この表

に掲げる額の５割に相当する額とする。 

⑷ 小江原台近隣公園庭球場、えがわ運動公園庭球場及び香焼総合

公園庭球場 

区       分 金額（１時間につき） 

テニスコート（１コートにつき） ４１０円 

備考 

－ 326 －



１ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

２ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す

る場合の使用料は、この表に掲げる額の５割に相当する額とす

る。 

⑸ 長崎市営弓道場 

 

区       分 金       額 

専用の利用の場合 
円 

１時間につき ８２０ 

個人の利用の

場合 

一般 １回につき ２４０ 

小学校の児童又は

中学校若しくは高

等学校の生徒 

１回につき １２０ 

備考 

１ 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校

及び高等学校の生徒を除く。）をいう。 

２ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

３ 利用者がその利用（専用の利用の場合に限る。）に係る準備

又はリハーサルのために利用する場合の使用料は、この表に掲

げる額の５割に相当する額とする。 

⑹ 長崎市営陸上競技場 
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区       分 金額（１時間につき） 

競技場 ９００円 

備考 

１ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

２ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す

る場合の使用料は、この表に掲げる額の５割に相当する額とす

る。 

⑺ 長崎市営ラグビー・サッカー場 

 

区       分 金額（１時間につき） 

ラグビー・サッ

カー場 

入場料等の徴収

をしない場合 

円 

1,６５０ 

入場料等の徴収

をする場合 
3,３００ 

半面使用の場合 
上記使用料の２分の１に相当す

る額 

照明設備 
全基使用の場合 

円 

6,４７０ 

４基使用の場合 3,７００ 

備考 

１ 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、

 又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、入

場する者から金銭を受領することをいう。 

２ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時 
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 間として計算する。 

３ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す

る場合の使用料（照明設備に係る使用料を除く。）は、この表

に掲げる額の５割に相当する額とする。 

４ 使用料の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てるものとする。 
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 別表第２備考を削る。 

 別表第３中「８８０」を「1,８４０」に、「5,５００円」を「１0,０

７０円」に、「６６０」を「1,２３０」に、「３２４」を「６４０」に

改め、同表備考を同表備考２とし、同備考の前に次の１備考を加える。 

１ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時間

未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時間と

して計算する。 

 別表第４第１項中「を徴収」を「の徴収を」に、「9,７１１」を「１

3,５８５」に、「１2,９４８」を「１6,８００」に、「２0,５０１」を

「２8,６３５」に、「１2,４０３」を「１7,３５５」に、「１6,７２０ 

」を「２1,７２０」に、「２6,４３１」を「３4,２７０」に、「２9,１

３４」を「３7,８３０」に、「３8,８４５」を「５0,４８０」に、「６

1,５０５」を「７9,９２５」に、「３7,２２１」を「４8,３６０」に、

「５0,１７０」を「６0,２００」に、「７9,３０４」を「１０3,０４０ 

」に、「７7,６９１」を「９3,２１０」に、「１０3,５８８」を「１２

4,２８０」に、「１６4,０１５」を「１９6,７６５」に、「９9,２７２ 

」を「１１9,０８０」に、「１３3,８０１」を「１６0,５６０」に、「

２１1,４９３」を「２５3,６９０」に、「３７７円」を「５６０円」に、

「５３４円」を「７４０円」に改め、同項備考第１号中「４割」を「５

割」に改め、同項備考第２号中「６割」を「５割」に改め、同表第２項

中「３０分までごと １００円」を「１回につき 1,０００円」に改め、

同表第３項の表を次のように改める。 

区       分 
金       額 

片  道 往  復 
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一般 
円 

６００ 

円 

1,０００ 

小児 ３００ ５００ 

備考 

１ 「一般」とは、１２歳以上の者（小児を除く。）をいう。 

２ 「小児」とは、就学前の者（１歳未満の者を除く。）及び小

学校の児童をいう。 

３ 保護者（一般に限る。以下この項において同じ。）が同伴す

る１歳以上６歳未満の者の金額は、保護者１人につき１人を無

料とする。 

 別表第４備考２中「を徴収」」を「の徴収」」に改める。 

別表第５第１項を次のように改める。 

１ 長崎東公園運動場の利用に係る基準額 

区       分 金額（１時間につき） 

運動場 
円 

３５０ 

照明設備 1,２４０ 

備考 

１ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

２ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す

る場合の金額（照明設備に係る金額を除く。）は、この表に掲

げる額の５割に相当する額とする。 
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 別表第５第２項第１号を次のように改める。   
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⑴  競技場 

 

区              分  金額（１時間につき） 

専用の利用の場合 
円 

2,２１０ 

練習の利用の

場合 

卓球（１台につき

） 
３１０ 

バドミントン（１

面につき） 
３８０ 

バレーボール（１

面につき） 
９００ 

バスケットボール

（１面につき） 
９００ 

備考 

１  利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

２  利用者がその利用（専用の利用の場合に限る。）に係る準備

又はリハーサルのために利用する場合の金額は、この表に掲げ

る額の５割に相当する額とする。 

３  利用者が特別の設備をする場合に、備付けの器具以外の器具

を使用して電気又は水道を使用するときは、実費に相当する額

とする。 

４  利用時間を超過して利用する場合及び部分的に利用する場合

の金額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める

額とする。 
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  別表第５第２項第２号中「１８８」を「１９０」に、「３５６」を「

３８０」に、「会員券（１人１月につき）」を「回数券（１１枚つづり 

）」に、「1,２１５」を「1,９００」に、「2,４４０」を「3,８００」

に改め、同項第３号の表を次のように改める。

区              分  金              額 

当日券（１人

につき） 

一般 
円 

４００ 

小学校の児童又は

中学校若しくは高

等学校の生徒 

２００ 

回数券（１１

枚つづり） 

一般  4,０００ 

小学校の児童又は

中学校若しくは高

等学校の生徒 

2,０００ 

 

  別表第５第３項を次のように改める。 

３  長崎東公園庭球場の利用に係る基準額 

区              分  金額（１時間につき） 

テニスコート（１コートにつき） 
円 

４１０ 

照明設備（１コートにつき）  ５００ 

備考 

１  利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

２  利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す

る場合の金額（照明設備に係る金額を除く。）は、この表に掲

げる額の５割に相当する額とする。 
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 別表第５第４項第１号アの表を次のように改める。

区    分 

金          額 

2 時間 
超過時間 

（１時間につき） 

一般 
円 

５７０ 

円 

２４０ 

小学校の児童又は

中学校若しくは高

等学校の生徒 

２９０ １２０ 

備考 超過時間を計算する場合において、その時間が１時間未満で

あるとき、又はその時間に１時間未満の端数があるときは、その

時間又は端数時間は１時間として計算する。 

 別表第５第４項第１号イの表一般の項中「4,７００」を「5,７００」

に改め、同表高等学校の生徒の項を削り、同表小学校の児童、中学校の

生徒又は幼児の項中「、中学校の生徒又は幼児」を「又は中学校若しく

は高等学校の生徒」に、「1,５００」を「2,９００」に改め、別表第５

第４項第２号を次のように改める。 

⑵ 専用の利用に係る基準額 

区       分 金額（１時間につき） 

入場料等の徴収をしない場合 
円 

１3,５１０ 

入場料等の徴収をする場合 ２7,０２０ 

備考 

１ 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、

 又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、入

場する者から金銭を受領することをいう。 
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２ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

３ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す 

 る場合の金額は、この表に掲げる額の５割に相当する額とする。

 別表第５第４項第３号を削り、同表備考を次のように改める。 

１ 「一般」とは、１５歳以上の者（小学校の児童並びに中学校若

しくは高等学校の生徒を除く。）をいう。 

２ 使用のための準備及び原状回復の時間は、利用時間に含む。 

 別表第６第１項を次のように改める。 

１ 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場の利用に係る基準額 

区       分 金額（１時間につき） 

テニスコート（１コートにつき） 
円 

７００ 

照明設備（１コートにつき） ５００ 

備考 

１ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

２ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す

る場合の金額（照明設備に係る金額を除く。）は、この表に掲

げる額の５割に相当する額とする。 

 別表第６第２項の表を次のように改める。 
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区       分 金額（１時間につき） 

アマチュアスポ

ーツに利用する

場合 

入場料等の徴収

をしない場合 

円 

2,３４０ 

入場料等の徴収

をする場合 
4,６８０ 

アマチュアスポ

ーツ以外に利用

する場合 

入場料等の徴収

をしない場合 
4,６８０ 

入場料等の徴収

をする場合 
１8,７２０ 

備考 

１ 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、

 又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、入

場する者から金銭を受領することをいう。 

２ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

３ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す 

 る場合の金額は、この表に掲げる額の５割に相当する額とする。

 別表第６第３項第１号の表を次のように改める。 

区       分 金額（１時間につき） 

アマチュアスポ

ーツに利用する

場合 

入場料等の徴収

をしない場合 

円 

4,９００ 

入場料等の徴収

をする場合 
9,８００ 

アマチュアスポ

ーツ以外に利用

する場合 

入場料等の徴収

をしない場合 
9,８００ 

入場料等の徴収

をする場合 
３9,２００ 

備考 

１ 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、
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 又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、入

場する者から金銭を受領することをいう。 

２ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時

間として計算する。 

３ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用す 

 る場合の金額は、この表に掲げる額の５割に相当する額とする。

 別表第６第３項第２号中「２５１」を「３００」に、「１２５」を「

１５０」に改め、同項第３号中「１8,８５７円」を「１0,４３０円」に、

「１0,４７６円」を「5,２２０円」に、「5,２３８円」を「2,０９０円 

」に、「2,０９５円」を「1,０５０円」に改め、同表第４項第１号の表

を次のように改める。 

区       分 金額（１時間につき） 

アマチュアスポ

ーツに利用する

場合 

入場料等の徴収

をしない場合 

円 

2,１９０ 

入場料等の徴収

をする場合 
4,３８０ 

アマチュアスポ

ーツ以外に利用

する場合 

入場料等の徴収

をしない場合 
4,３８０ 

入場料等の徴収

をする場合 
１7,５２０ 

備考 

１ 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、

 又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、入

場する者から金銭を受領することをいう。 

２ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時

間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時 
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間として計算する。

3 利用者がその利用に係る準備又はりハーサルのために利用す

る場合の金額は、この表に掲げる額の 5 割に相当する額とする。

別表第6第4項第2号中「125」を「160」に、「62」を「8

0」に改め、同表第5項中「523」を「630」に、「261」を「

3 2 0」に改め、同項備考中「時間」を「場合」に、「4 割」を「5 割

」に改め、同備考を同項備考 2 とし、同備考の前に次の 1備考を加える。

1 利用時間が 1時間未満であるとき、又はその利用時間に 1時間

未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は 1時問と

別表第 6 備考を削る。

別表第 7 中「9 3 2」を
ノ, J 県・ク

「ート弓ア占一9→・」 「1,2 7 8 」

ユ、t 23 ク
フ・一θ・」に、「1,5 0 8 」を「ート→};・^」に、「1,1 6 2 」を

ユ,クS、、o y,ク6ク
→,→・」に、「1,8 5 4」を「ート^」に、「6,9 8 7」を「→1ート;・・4

/6/48D
2」を「-3・→3サ2・^←」に、「15,1 4 8」を「十

/ク,6/ク
5 0」を「・÷1-3;・^」に、「18,6 4 7」を「

して計算する。

印女削除
壊向角入

^」に、「12,8 1

/タ,ククク
イ};・・+^」に、「8,1

ユy,/bp
4→^」に改め、同表備考4 中「4害山を「5害山に改め、同備考

後段を削る。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和 8年4月1日から施行する。ただし、第 1 条の規定

339

は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第 2条の規定による改正後の長崎市都市公園条例別表第 2 から別表第

゛

ノ、 qクク
を「→十r十

/,クJ つ
「→÷「→ト

、
こ



７までの規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

にされる申請に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前にさ

れた申請に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。 

３ 施行日前に発行された第２条の規定による改正前の長崎市都市公園条

例（次項において「旧条例」をいう。）別表第５第２項第２号に規定す

る会員券及び同項第３号に規定する回数券は、施行日以後においても、

なお従前の例により使用することができる。 

４ 附則第２項の規定にかかわらず、施行日前に発行された旧条例別表第

５第４項第１号イに規定する前売券は、同日以後においても、なおその

券面額に限り使用することができる。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、都市公園の使用料及び利用料金の基準

とする額を改定したいのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案

を提出する。 
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第１６１号議案 

   長崎市公園条例の一部を改正する条例 

 長崎市公園条例（平成１６年長崎市条例第６１号）の一部を次のように

改正する。 

 第５条第３項を削る。 

 別表第１高島ふれあい多目的運動公園の項及び外海運動公園の項を削る。 

 別表第２を次のように改める。 
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別表第２（第５条関係） 

１ 外海総合公園運動場、岳路運動公園運動場、琴海北部運動公園運動

場、琴海中部運動公園運動場及び琴海南部運動公園運動場の使用料 

 

区       分 金額（１時間につき） 

運動場 
円 

３５０ 

照明設備 1,２４０ 

備考 

１ 琴海中部運動公園運動場及び琴海南部運動公園運動場について

は半面、琴海北部運動公園運動場については１区画（１面の３分

の１に相当する市長が別に定める区画をいう。）を利用する場合

の使用料とする。 

２ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時間

未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時間と

して計算する。 

３ 利用者（第４条第２項の許可を受けた者をいう。次項において

同じ。）がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する

場合の使用料（照明設備に係る使用料を除く。）は、この表に掲

げる額の５割に相当する額とする。 

２ 琴海中部運動公園庭球場の使用料 

 

区       分 金額（１時間につき） 

テニスコート（１コートにつき） ４１０円 

備考 
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１ 利用時間が１時間未満であるとき、又はその利用時間に１時間

未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は１時間と

して計算する。 

２ 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する

場合の使用料は、この表に掲げる額の５割に相当する額とする。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市公園条例別表第２の規定は、この条例の施行の日以後

にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る

使用料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、公園の使用料を改定したいのと、利用

状況等を総合的に勘案し、高島ふれあい多目的運動公園庭球場及び外海運

動公園運動場を廃止したいので、この条例案を提出する。 
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第１６２号議案 

   長崎市黒崎海岸有料シャワー施設条例の一部を改正する条例 

 長崎市黒崎海岸有料シャワー施設条例（平成１６年長崎市条例第１５３

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「１００円」を「２００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、長崎市黒崎海岸有料シャワー施設の使

用料を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１６３号議案 

   長崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例 

 長崎市屋外広告物条例（平成８年長崎市条例第３７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第４９条第１項中「第４８条」を「前条」に改め、同条第５項中「第４

８条第１項第２号」を「前条第１項第２号」に改める。 

 別表第１中「１２０」を「１４０」に、「２２０」を「２６０」に、「

４６０」を「５５０」に、「９７０」を「1,１６０」に、「1,９００」を

「2,２８０」に、「3,４００」を「4,０８０」に、「5,６００」を「6,７

２０」に、「7,９００」を「9,４８０」に、「１1,０００」を「１3,２０

０」に、「１1,４５０円」を「１3,７４０円」に、「４５０円を」を「５

４０円を」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第４９条第１

項及び第５項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市屋外広告物条例別表第１の規定は、この条例の施行の

日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請

に係る手数料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   
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   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、屋外広告物の表示の許可等に係る手数

料を改定したいのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出

する。 
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第１６４号議案 

   長崎市港湾施設条例の一部を改正する条例 

 長崎市港湾施設条例（平成１６年長崎市条例第６２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表長崎市茂木港船客待合所の項中「1,０７９」を「1,０７８」に、「

1,１８３」を「1,３０２」に、「1,６１３」を「2,０９７」に改め、同表

長崎市伊王島港ターミナル切符売場の項中「７９６」を「９５６」に改め、

同表長崎市伊王島港ターミナル食堂又は売店の項中「７９６」を「1,０３

５」に改め、同表長崎市伊王島港ターミナルその他の施設の項中「７９６ 

」を「９５６」に改め、同表長崎市高島港ターミナルの項中「1,３６１」

を「５２６」に、「８１７」を「９８１」に改め、同表長崎市池島港船客

待合所の項中「５４４」を「７０８」に、「２７２」を「３８１」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市港湾施設条例の規定は、この条例の施行の日以後にさ

れる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用

料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   
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   理 由 

 受益者負担の適正化を図るため、港湾施設の使用料を改定したいので、

この条例案を提出する。 
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第１６５号議案 

   長崎市駐車場条例の一部を改正する条例 

第１条 長崎市駐車場条例（昭和４６年長崎市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第１第５項第１号の表を次のように改める。

種 別 

車 種 

入 出 庫 １ 回 ご と の 駐 車 料 金 

定 期 

駐 車 料 金 

午前８時から午後10時ま

で 午後10時か

ら午前８時

まで 最初の 30 分 

まで 

その後30分

までごと 

普通自動車 

小型自動車 

軽 自 動 車 

１３０円 １２０円 

30分につき

４０円 

 

１1,０００円 

 別表第１備考８中「場合（」の次に「長崎市茂里町駐車場及び」を加

える。 

第２条 長崎市駐車場条例の一部を次のように改正する。 

 第１３条第２項中「同表備考６及び同表備考１１」を「同表備考５及

び備考１０」に改める。 

 別表第１第３項第１号の表マイクロバスの項を削り、同表普通自動車

小型自動車軽自動車の項中「１４０」を「１５０」に改め、別表第１第

３項第２号の表１４０円券（２２枚つづり）の項中「１４０円券」を「

１５０円券」に、「2,８００」を「3,０００」に改め、同表３７０円券

（２２枚つづり）の項を削り、別表第１第４項第１号イ(ア)を次のように

改める。 

    (ア) バス 
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種 別 

車 種 

昼 間 駐 車 料 金 
夜 間 

駐 車 料 金 
最初の１時間ま

で 

その後30分まで

ごと 

バ   ス 1,５００円 ７５０円 1,０４０円 

 別表第１第４項第２号中「１３０円券」を「２６０円券」に、「2,６

００」を「5,２００」に改め、同表第５項第１号中「１３０円」を「１

４０円」に、「１２０円」を「１３０円」に改め、同項第２号中「１２

０円券」を「１３０円券」に、「2,４００」を「2,６００」に、「１３

０円券」を「１４０円券」に、「2,６００」を「2,８００」に改め、同

表第６項第１号アを次のように改める。 

   ア バス 

種 別 

車 種 

入 出 庫 １ 回 ご と の 駐 車 料 金 

午前７時30分から午後10時

まで 

午後10時から翌日の午前７

時30分まで 

バ   ス ３０分につき ７５０円 ３０分につき ５０円 

 別表第１第６項第２号の表３７０円券（２２枚つづり）の項を削り、

別表第１第７項第１号の表マイクロバスの項を削り、同表普通自動車小

型自動車軽自動車の項中「１４０」を「１５０」に、「１1,０００円」

を「１2,０００円」に改め、別表第１第７項第２号の表１４０円券（２

２枚つづり）の項中「１４０円券」を「１５０円券」に、「2,８００」

を「3,０００」に改め、同表３７０円券（２２枚つづり）の項を削り、

別表第１備考２中「３０人」を「１１人」に改め、同表備考３を削り、

同表備考４を同表備考３とし、同表備考５から備考１１までを同表備考
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４から備考１０までとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る日から施行する。 

⑴ 第１条の規定 令和７年１１月４日 

⑵ 第２条の規定及び次項から附則第４項までの規定 令和８年４月１

日 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の長崎市駐車場条例（以下「新条例」とい

う。）別表第１の規定は、前項第２号に掲げる規定の施行の日（以下「

２号施行日」という。）以後の入庫に係る駐車場の利用について適用し、

２号施行日前の入庫に係る駐車場の利用については、なお従前の例によ

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、新条例別表第１第７項第１号の規定は、２

号施行日以後に申込みを受ける長崎市松が枝町第２駐車場の定期駐車料

金に係る駐車場の利用について適用し、２号施行日前に申込みを受けた

同駐車場の令和８年４月分の定期駐車料金に係る駐車場の利用について

は、なお従前の例による。 

４ ２号施行日前に発行された第２条の規定による改正前の長崎市駐車場

条例別表第１第３項第２号、第４項第２号、第５項第２号、第６項第２

号及び第７項第２号に規定する回数駐車券は、２号施行日以後において

も、なおその券面額に限り使用することができる。 

  令和７年９月５日提出 
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長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 長崎市茂里町駐車場の有効活用を図るため、定期駐車制度を導入したい

のと、近隣の駐車場の駐車料金との均衡を図るため、本市の駐車場の利用

料金の基準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１６６号議案 

   長崎市二輪車等駐車場条例の一部を改正する条例 

第１条 長崎市二輪車等駐車場条例（平成１０年長崎市条例第７号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第３第１項の表を次のように改める。 

区            分 
入出庫１回 

ごとの金額 

長崎市築町二輪車等駐車場、 

長崎市古川町二輪車等駐車場、

長崎市万才町二輪車等駐車場、

長崎市恵美須町二輪車等駐車

場、長崎市新地町二輪車等駐

車場、長崎市元船町第２二輪

車等駐車場、長崎市住吉町二

輪車等駐車場、長崎市興善町

二輪車等駐車場、長崎市新大

工町二輪車等駐車場及び長崎

市浦上駅二輪車等駐車場 

２４時間

以内の場

合 

最初の

１時間

まで 

円

１００ 

１時間

を超え

るとき 

２００ 

２４時間を超える

場合 
２４時間につき 

２００ 

長崎市元船町二輪車等駐車場、

長崎市尾上町二輪車等駐車場

及び長崎駅二輪車等駐車場 ８時間以

内の場合 

最初の

１時間

まで 

１００ 

１時間

を超え

るとき 

２００ 

８時間を超える場

合 

８時間につき 
１００ 

第２条 長崎市二輪車等駐車場条例の一部を次のように改正する。 

 別表第３第１項中「及び長崎駅二輪車等駐車場」を「、長崎駅二輪車

等駐車場及び長崎市元船町仮設二輪車等駐車場」に改める。 

第３条 長崎市二輪車等駐車場条例の一部を次のように改正する。 

 別表第３第１項中「、長崎駅二輪車等駐車場及び長崎市元船町仮設二

輪車等駐車場」を「及び長崎駅二輪車等駐車場」に改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る日から施行する。 

 ⑴ 第１条の規定及び次項の規定 令和８年４月１日 

 ⑵ 第２条の規定 令和８年１０月１日 

 ⑶ 第３条の規定 令和１０年２月１日 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の長崎市二輪車等駐車場条例の規定は、前

項第１号に掲げる規定の施行の日以後の入庫に係る二輪車等駐車場の利

用について適用し、同日前の入庫に係る二輪車等駐車場の利用について

は、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

理 由 

 近隣の駐車場の駐車料金との均衡を図るため、本市の二輪車等駐車場の

利用料金の基準とする額を改定したいので、この条例案を提出する。 
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第１６７号議案 

   長崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 長崎市水道事業給水条例（昭和３３年長崎市条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

 第９条第１項に次のただし書を加える。 

  ただし、災害その他非常の場合において、管理者が都道府県、他の市

町村等の水道事業者（法第３条第５項に規定する水道事業者をいう。）

又は都道府県、他の市町村等の水道事業者が法第１６条の２第１項の指

定をした者に給水装置工事を行わせる必要があると認めるときは、この

限りでない。 

 第３２条第１項第１号中「給水装置工事事業者指定申請手数料」を「指

定給水装置工事事業者新規申請手数料」に、「１0,５００円」を「１2,６

００円」に改め、同項第２号中「6,２００円」を「7,５００円」に改め、

同項に次の１号を加える。 

 ⑶ 水道事業に係る諸証明手数料 １件につき ４００円 

 第３２条第２項の表第１号中「3,５００」を「4,５５０」に、「5,００

０」を「6,５００」に、「6,５００」を「8,４５０」に改め、同表第２号

中「2,４００」を「3,１２０」に改め、同表備考２中「２００円」を「３

５０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る日から施行する。 

⑴ 第９条第１項にただし書を加える改正規定 公布の日 
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⑵ 第３２条第１項各号及び第２項の改正規定並びに次項の規定 令和

８年４月１日 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市水道事業給水条例第３２条第１項及び第２項の規定は、 

 前項第２号に掲げる規定の施行の日以後にされる申請又は申込みに係る

手数料について適用し、同日前にされた申請又は申込みに係る手数料に

ついては、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 災害その他非常の場合において他の地域の水道事業者等が給水装置に係

る工事を施行できることとしたいのと、受益者負担の適正化を図るため、

指定給水装置工事事業者の新規申請等に係る手数料を改定したいので、こ

の条例案を提出する。 
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第１６８号議案 

   長崎市下水道条例の一部を改正する条例 

 長崎市下水道条例（昭和３５年長崎市条例第１８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第７条第１項に次のただし書を加える。 

  ただし、災害その他非常の場合において、管理者が都道府県、他の市

町村等の公共下水道管理者（法第４条第１項に規定する公共下水道管理

者をいう。）の指定を受けた者に排水設備等の工事を行わせる必要があ

ると認めるときは、この限りでない。 

 第７条第２項中「前項の」を「前項本文の規定による」に改める。 

 第２９条各号を次のように改める。 

 ⑴ 指定工事店新規申請手数料 １件につき １3,０００円 

 ⑵ 指定工事店更新申請手数料 １件につき 6,５００円 

 ⑶ 下水道事業に係る諸証明手数料 １件につき ４００円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る日から施行する。 

⑴ 第７条第１項にただし書を加える改正規定及び同条第２項の改正規

定 公布の日 

⑵ 第２９条各号の改正規定及び次項の規定 令和８年４月１日 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市下水道条例第２９条の規定は、前項第２号に掲げる規

定の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前に
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された申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 災害その他非常の場合において他の地域の公共下水道管理者の指定を受

けた者が排水設備等に係る工事を施行できることとしたいのと、受益者負

担の適正化を図るため、指定工事店の新規申請等に係る手数料を改定した

いので、この条例案を提出する。 
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第１６９号議案 

   長崎市池島炭鉱体験施設条例を廃止する条例 

 長崎市池島炭鉱体験施設条例（平成２７年長崎市条例第５５号）は、廃

止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 施設の老朽化の状況等を総合的に勘案し、長崎市池島炭鉱体験施設を廃

止したいので、この条例案を提出する。 
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第１７０号議案 

   財産の取得について 

 次の財産を取得するものとする。 

 

名   称 数  量 

簡易トイレ ２６５台 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 避難所の整備を図るため、簡易トイレを購入したいが、この財産の購入

については、その予定価格が2,０００万円以上であるため、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議

会の議決を要するので、この議案を提出する。
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「参 考」 

   簡易トイレの概要 

１ 寸 法 

 ⑴ 幅   ３９０ミリメートル 

 ⑵ 高さ  ４００ミリメートル 

 ⑶ 奥行  ４６０ミリメートル 

２ 質 量  約１２キログラム 

３ 耐荷重  １５０キログラム 
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「参 照」 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さ

なければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,０００万円以上の

不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、１件5,

０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託

の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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第１７１号議案 

   財産の取得について 

 次の財産を取得するものとする。 

 

名                 称 数   量 

学習者用タッチパネル式ノート型パソコン 8,７００台 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 ＧＩＧＡスクール構想に則する中学校のＩＣＴ環境を維持するため、学

習者用タッチパネル式ノート型パソコンを購入したいが、この財産の購入

については、その予定価格が2,０００万円以上であるため、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議

会の議決を要するので、この議案を提出する。
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「参 考」 

   学習者用タッチパネル式ノート型パソコンの概要 

１ Ｏ Ｓ  Ｃｈｒｏｍｅ ＯＳ 

２ Ｃ Ｐ Ｕ  ＭｅｄｉａＴｅｋ Ｋｏｍｐａｎｉｏ ５２０ 

３ メインメモリ  ４ＧＢ 

４ ｅ Ｍ Ｍ Ｃ  ６４ＧＢ 

５ 通 信 機 能  Ｗｉ - Ｆｉ 
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第１７２号議案 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 公用車駐車場等建設電気工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 １６2,５９7,６００円 

４ 工 期 議会の議決を得た日から令和９年９月３０日まで 

５ 相 手 方 長崎市西泊町２２番３８号 

        長崎運送株式会社 

        代表取締役  早 石 朝 廣 

令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 公用車駐車場等建設電気工事の請負については、予定価格が１億5,００

０万円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により議会の議決を要するので、この議案を

提出する。 
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「参 考」 

公用車駐車場等建設電気工事の概要 

１ 工事場所 桜町 

２ 工事内容 受 変 電 設 備  一式 

       幹 線 設 備  一式 

       動 力 設 備  一式 

       車 両 充 電 設 備  一式 

       電 灯 設 備  一式 

       監 視 カ メ ラ 設 備  一式 

       構 内 交 換 設 備  一式 

       自動火災報知設備  一式 

       駐 車 場 管 制 設 備  一式 
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「参 照」 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の

規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億5,

０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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第１７３号議案 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 端島炭坑跡護岸施設補強工事（その４）の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 ４１5,２５0,０００円 

４ 工 期 議会の議決を得た日から令和８年９月３０日まで 

５ 相 手 方 Ｆａｃｔｏｒｙ・加藤産業特定建設工事共同企業体  
        代表者 長崎市多以良町１５５１番地９３  
            株式会社Ｆａｃｔｏｒｙ  
            代表取締役社長  山 本 清 和 

            長崎市竹の久保町２０番９号 

            加藤産業株式会社 

            代 表 取 締 役  加 藤 博 文 

令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 端島炭坑跡護岸施設補強工事（その４）の請負については、予定価格が

１億5,０００万円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を要するので、

この議案を提出する。 
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「参 考」 

   端島炭坑跡護岸施設補強工事（その４）の概要  

１ 工事場所 高島町 

２ 工事内容 延 長  ７3.１メートル 

       海 岸 土 工  1,４００立方メートル 

       基礎捨石工  ３７５平方メートル 

       撤 去 工  ２２個 

       護岸本体工  1,６４４立方メートル 

       護岸上部工  １９４立方メートル 

       仮 設 工  ９７個 
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第１７４号議案 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 琴海中学校改築主体工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 1,８１2,９８9,２００円 

４ 工 期 議会の議決を得た日から令和９年６月３０日まで 

５ 相 手 方 上滝・谷川建設・丸栄組特定建設工事共同企業体 

代表者 長崎市新地町５番１７号 

株式会社上滝 

代表取締役  上 滝   満 

長崎市岡町９番１号 

株式会社谷川建設 

代表取締役  谷 川 喜 一 

長崎市小瀬戸町１０１１番地３ 

株式会社丸栄組 

代表取締役  峰   栄 樹 

令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 琴海中学校改築主体工事の請負については、予定価格が１億5,０００万
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円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により議会の議決を要するので、この議案を提出

する。 
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「参 考」 

   琴海中学校改築主体工事の概要  

１ 工事場所 琴海戸根町 

２ 工事内容 

 ⑴ 建築物の構造及び種別 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地上４

階建 

              職 員 室   １ 

              校 長 室   １ 

              事 務 室   １ 

              昇 降 口   １ 

              進 路 相 談 室   １ 

              カウンセリング室   １ 

              保 健 室   １ 

              脱 衣 室   ２ 

              放 送 室   １ 

              便 所  １７ 

              教 材 室   ２ 

              印 刷 室   １ 

              配 膳 室   １ 

              会 議 室   １ 

              更 衣 室  １０ 

              庁 務 員 作 業 室   １ 

              Ｐ Ｔ Ａ 室   １ 

              湯 沸 室   １ 

－ 373 －



              倉 庫   ７ 

              通 級 指 導 室   １ 

              図 書 室   １ 

              技 術 室   １ 

              技 術 準 備 室   １ 

              特 別 支 援 教 室   ４ 

              普 通 教 室   ８ 

              音 楽 室   １ 

              音 楽 準 備 室   １ 

              生 徒 会 室   １ 

              美 術 室   １ 

              美 術 準 備 室   １ 

              理 科 室   ２ 

              理 科 準 備 室   １ 

              資 料 室   １ 

              多 目 的 室   １ 

              被 服 室   １ 

              被 服 準 備 室   １ 

              調 理 室   １ 

              調 理 準 備 室   １ 

              機 械 室   ２ 

              前 室   １ 

              管 理 室   １ 

              武 道 場   １ 

              物 入   ２ 

－ 374 －



              屋 上 プ ー ル   １ 

              （２５メートル、７コース） 

⑵ 建 築 物 の 面 積 建築面積  2,９３1.５１平方メートル 

延べ面積  6,０９7.４４平方メートル 

⑶ そ の 他 昇降機設備工事  一式 

外 構 工 事  一式
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第１７５号議案 

   工事の請負契約の一部変更について 

 令和６年９月２０日に議会の議決を得て締結した小島小学校改築主体工

事の請負契約の一部を次のとおり変更するものとする。 

３ 契約の金額 1,９６4,８８9,３００円 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 小島小学校改築主体工事の請負契約については、労務単価等が著しく上

昇したこと等に伴い、契約の金額を変更する必要があるので、この議案を

提出する。 
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「参 考」 

（令和６年９月２０日議決） 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 小島小学校改築主体工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 1,９１0,７０0,０００円 

４ 工 期 議会の議決を得た日から令和８年１０月２３日まで 

５ 相 手 方 上滝・谷川建設・日東建設特定建設工事共同企業体 

代表者 長崎市新地町５番１７号 

株式会社上滝 

代表取締役  上 滝   満 

長崎市岡町９番１号 

株式会社谷川建設 

代表取締役  谷 川 喜 一 

長崎市飽の浦町９番４号 

株式会社日東建設 

代表取締役  大 田 光 敏 
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第１７６号議案 

   製造の請負契約の締結について 

 次のとおり製造の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 長崎原爆資料館展示更新実施設計・制作施工の請負 

２ 契約の方法 随意契約 

３ 契約の金額 ５０0,９５5,０２２円 

４ 履 行 期 間 議会の議決を得た日から令和９年３月１２日まで 

５ 相 手 方 東京都港区台場二丁目３番４号 

        株式会社乃村工藝社 

        代表取締役社長執行役員  奥 本 清 孝 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 長崎原爆資料館展示更新実施設計・制作施工の請負については、予定価

格が１億5,０００万円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を要するの

で、この議案を提出する。 
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「参 考」 

   長崎原爆資料館展示更新実施設計・制作施工の概要 

１ 展示実施設計業務  一式 

２ 展示制作施工業務  一式 
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第１７７号議案 

   地方独立行政法人長崎市立病院機構第４期中期計画の変更の認可に

ついて 

 地方独立行政法人長崎市立病院機構から地方独立行政法人長崎市立病院

機構第４期中期計画の変更に係る認可申請があったので、地方独立行政法

人法（平成１５年法律第１１８号）第２６条第１項の規定により同計画の

一部を別紙のとおり変更することについて認可するものとする。 

  令和７年９月５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 長崎みなとメディカルセンターにおいて外国人患者等の診療に係る料金

を改定することに伴う地方独立行政法人長崎市立病院機構第４期中期計画

の変更を認可したいが、この中期計画の変更を認可するに当たっては、地

方独立行政法人法第８３条第３項の規定により議会の議決を経る必要があ

るので、この議案を提出する。 
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「別 紙」 

 地方独立行政法人長崎市立病院機構第４期中期計画の一部を次のとおり変更する。 

 第１０の１の⑼中「⑻」を「⑽」に改め、同⑼を同１の⑾とし、同１中⑻を⑽とし、⑷

から⑺までを⑹から⑼までとし、⑶の次に次の⑷及び⑸を加える。 

  ⑷ 外国人患者（日本の国籍を有しない者で、社会保険診療（租税特別措置法（昭和 

３２年法律第２６号）第２６条第２項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。 

）に係る患者以外のものに限る。）に係る療養の給付に関する費用 診療報酬の算 

定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）の例により算定した額とする。この 

場合において、診療報酬の算定方法第２号中「１０円」とあるのは「１５円」とす 

る。 

  ⑸ 交通事故の患者（社会保険診療に係る患者以外の患者に限る。）に係る療養の給

付に関する費用 診療報酬の算定方法の例により算定した額とする。この場合にお

いて、診療報酬の算定方法第２号中「１０円」とあるのは「２０円」とする。 
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「参 照」 

地方独立行政法人法 

第２６条第１項 地方独立行政法人は、前条第１項の指示を受けたときは、

中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目

標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を作成し、設立

団体の長の認可を受けなければならない。当該中期計画を変更しようと

するときも、同様とする。 

第８３条第３項 設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中

期計画について、第２６条第１項の認可をしようとするときは、あらか

じめ、議会の議決を経なければならない。 
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第１７８号議案 

   仲裁について 

 新東工場整備運営事業 建設工事において発生した法面崩落に伴う費用

負担に係る紛争に関し、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２５条

の１０の規定に基づき、次のとおり中央建設工事紛争審査会に仲裁の申請

をするものとする。 

１ 仲裁の相手方 三菱・フジタ・ＭＨＩＴＣ特定建設工事共同企業体 

代表者 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番

２号 

三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会 

社 

代表取締役  野 口 能 弘 

 東京都新宿区西新宿四丁目３２番２２号 

株式会社フジタ 

代表取締役  奥 村 洋 治 

 東京都港区芝五丁目３３番１１号 

三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会 

社 

代表取締役  中 島   滋 

２ 申 請 の 趣 旨 

新東工場整備運営事業 建設工事において発生した法面崩落に係る費 

用について、本市は一切の負担をしないとすることの仲裁判断を求める。 

３ 仲 裁 判 断 
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  当事者双方は、仲裁判断に服するものとする。 

  令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗 

   理 由 

 建設業法第２５条の１０の規定に基づき、中央建設工事紛争審査会に仲

裁の申請をしたいが、この仲裁の申請については、地方自治法第９６条第 

１項第１２号の規定により議会の議決を要するので、この議案を提出する。 
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「参 考」 

事件の概要 

 新東工場整備運営事業 建設工事において発生した法面崩落の原因及び

費用負担に関し、当該建設工事の受注者である相手方と協議を行ってきた

が、双方の見解が対立しており、今後も当事者間での解決が見込めない状

況である。 
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「参 照」 

建設業法 

第２５条の１０ 審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところ 

により、書面をもって、中央審査会に対するものにあっては国土交通大

臣を、都道府県審査会に対するものにあっては当該都道府県知事を経由

してこれをしなければならない。 

地方自治法 

第９６条第１項（抜粋） 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を

議決しなければならない。 

⑿ 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、 

訴えの提起 ( 普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決 ( 行政事件訴

訟法第３条第２項に規定する処分又は同条第３項に規定する裁決をい

う。以下この号、第１０５条の２、第１９２条及び第１９９条の３第

３項において同じ。 ) に係る同法第１１条第１項 ( 同法第３８条第１

項 ( 同法第４３条第２項において準用する場合を含む。 ) 又は同法第

４３条第１項において準用する場合を含む。 ) の規定による普通地方

公共団体を被告とする訴訟 ( 以下この号、第１０５条の２、第１９２

条及び第１９９条の３第３項において「普通地方公共団体を被告とす

る訴訟」という。 ) に係るものを除く。 ) 、和解 ( 普通地方公共団体

の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に

係るものを除く。 ) 、あっせん、調停及び仲裁に関すること。 
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第１７９号議案 

あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により

本市内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の規定

により町の区域を次のとおり変更する。 

 

 あ ら た に 生 じ た 土 地 
編入する町 

位       置 面    積 

長崎市京泊３丁目１５８９番３地

先 

平方メートル 

4,５５1.５３  

京 泊 ３ 丁 目 

4,４７1.７７  

令和７年９月５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

理 由 

前記の公有水面埋立地は、本市の区域内にあらたに生じた土地として確

認する必要があるのと、この確認に伴い町の区域を変更する必要があるた

め、議会の議決を経たいので、この議案を提出する。
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「参 考」 

  

埋 立 地 面     積 

埋 立 

 

出願人 

用  途 

しゅん功 

認  可 

年 月 日 

埋立地 

 

番 号 

京泊３丁

目に編入

する土地 

平方メートル 
 

4,５５1.５３ 

長崎県 
漁港施設

用地 
R7.4.15 

① 

4,４７1.７７ ② 
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Ｎ  

「参 考」 

埋 立 地 位 置 図 

長崎魚市場 

バ ス 停 

京泊３丁目 

長崎県地方卸売 
市場長崎魚市場  

埋立地② 

埋立地① 

海 
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「参 照」 

地方自治法 

第９条の５第１項 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町

村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事

に届け出なければならない。 

第２６０条第１項 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、 

 市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止 

し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするとき

は、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 
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